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1-1 

 

はじめに 

 

 

 

本項では電子申請サービスに関する概要や申請等の流れについて説

明します。 
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1-1 はじめに 

1．本書について 
 

本書は、全国健康保険協会の電子申請サービスを利用する「被保険者」

の方および「社会保険労務士」の方（一部の申請においては、「被扶養

者」の方）向けの操作ガイドです。 

操作ガイドでは、電子申請サービスが提供する各サービスの操作の手

順について、画面ごとに説明しています。 

 

────────────────────────────── 
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1-1 はじめに 

2.本書で使用している記号について 
 

本書では説明のために以下の記号等を使用しています。 

記号等 説明 

 

画面イメージのうち白抜きで強調

されている部分が操作の対象と

なる箇所を表します。 

 操作可能なボタン等について説

明があることを表します。該当す

る番号の説明をご確認ください。 

 

操作ガイド上のリンクを押すと、

次に操作する手順へ移動します。 

 画面の途中を省略していること

を表します。 

 操作時に注意いただきたい事項

があることを表します。必ずご確

認ください。 

 操作に関する補足事項があるこ

とを表します。 

 

────────────────────────────── 
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1-1 はじめに 

3.電子申請の概要について 

電子申請サービスについて 

全国健康保険協会の電子申請サービスでは、現金給付申請をはじめと

する健康保険の主要なお手続きについて利用することができます。 

「郵送すること」の手間/時間/費用をかけずに、ご自宅や職場のパソコ

ン、またはスマートフォン、タブレットを利用して、オンラインで申請手

続きを完了させることが可能となるため、ぜひ「電子申請サービス」を

ご利用下さい。 

 

電子申請サービスで可能なこと 

⚫ 各種申請 

⚫ 電子申請後の審査状況確認 

 

────────────────────────────── 

  



 

5 

1-1 はじめに 

サービス提供時間 

電子申請サービスのサービス提供時間（利用可能時間帯）についてご

案内します。 

平日 8:00 ～ 21:00 

（平日の上記時間外および土日祝日、年末年始 12/29～1/3 はご利

用できません。） 

 

留意事項 

⚫ 緊急時のシステムメンテナンス等の理由により、サービス提供時間

内であってもご利用いただけない場合もあります。

 

⚫ 17:15 以降に申請完了した分は翌営業日の受付日扱いになりま

すのでご注意ください。 

⚫ お問い合わせは、ご加入の都道府県支部（社会保険労務士の方は

ID 等を発行した支部）へお問い合わせください。 

（船員保険の方は、全国健康保険協会船員保険部へお問い合わせ

ください。） 
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1-1 はじめに 

⚫ 作業中に 21 時を迎えると、システムメンテナンス画面に移行し

て、入力した情報は保存されませんのでご注意ください。 

（一部の申請では「入力データを保存する」ボタンを押すことで、入

力途中のデータを保存することが可能です。翌営業日以降に、保存

した入力データを用いて、入力を再開することができます。） 

⚫ 電子申請サービス終了 15 分前になると、メッセージが表示されま

す。15 分前のメッセージは「OK」ボタンを押して閉じることができ

ます。

 

⚫ 電子申請サービス終了 5 分前になると、画面上部にメッセージが

表示されます。５分が経過した場合は、システムメンテナンス画面

が表示され、サービスが終了します。

 

────────────────────────────── 
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1-1 はじめに 

申請できる方 

電子申請サービスは、全国健康保険協会にご加入している（いた）「被

保険者」の方および「社会保険労務士」の方が利用可能です。 

（一部の申請においては、「被扶養者」の方が利用可能です。） 

 

加入者の場合          ＞加入者の方 へ 

社会保険労務士の場合  ＞社会保険労務士の方 へ 

 

────────────────────────────── 
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1-1 はじめに 

●加入者の方 

マイナンバーカードを利用して、申請者の健康保険資格情報を取得し

て申請します。 

 

利用できる方 

健康保険加入の被保険者（一部の申請のみ被扶養者が申請可） 

船員保険加入の被保険者（一部の申請のみ被扶養者が申請可） 

※健康保険法第 3 条第 2 項（日雇特例）被保険者及びその被扶養者

は、電子申請サービスを利用することはできません。 

 

 

留意事項 

⚫ 事業主や船舶所有者の方は電子申請することはできません。 

⚫ 申請者に代わり、代理人が電子申請を利用することはできませ

ん。（社会保険労務士の方は除く） 

⚫ すでに資格喪失している資格であっても、当時の資格を選択して

電子申請することが可能です。（健診・保健指導に関する申請は不

可） 

例）以前加入していた資格期間内に作成した治療用装具の申請、

傷病手当金の資格喪失後の継続給付の申請 など 

⚫ マイナ保険証（マイナンバーカードに健康保険証の利用登録を行っ

ているもの）でなくても、電子申請を行うことは可能です。 

 

────────────────────────────── 

　　

　　　

加入者

被扶養者（家族）

個人で

手続き

電子申請サービス

ご自身のマイナンバーカードを用いて、ご利用いただけます。
（一部の被扶養者のみが申請できるものを除く）

健康保険 /船員保険

一部の申請書のみ、ご自身のマイナンバーカードを用いて、

被扶養者の方でもご利用いただけます。
・被保険者（本人）が死亡した場合における、

埋葬料（費）支給申請書 （船員保険の場合は、葬祭料（費））

任意継続保険資格喪失申出書（船員保険の場合は船員保険疾病

任意継続被保険者資格喪失申出書）

・健診・保健指導に関する申請（受診券（セット券）/利用券申請書）

被保険者（本人）

個人で

手続き
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1-1 はじめに 

●社会保険労務士の方 

社会保険労務士用のユーザーID/パスワードでログインして申請しま

す。 

初めてご利用される場合、事前にユーザーID パスワードの発行手続

きが必要です。 

発行手続きについて、詳しくは「4-1 利用申請を行う」をご確認くださ

い。 

 

 

留意事項 

⚫ 事業主や船舶所有者の方は電子申請することはできません。 

⚫ 申請者に代わり、代理人が電子申請を利用することはできませ

ん。（社会保険労務士の方は除く） 

⚫ すでに資格喪失している資格であっても、当時の資格を入力して

電子申請することが可能です。 

例）以前加入していた資格期間内に作成した治療用装具の申請、

傷病手当金の資格喪失後の継続給付の申請 など 

⚫ 健診・保健指導に関する申請（受診券(セット券)/利用券申請書）

のみ、社会保険労務士の方はご利用いただけません。 

 

────────────────────────────── 

  

※電子申請サービスにおいて、事業

主の方がご加入者申請分を手続き

することはできません。

被扶養者（家族）

事業所

被保険者（本人）

ご
加
入
者

申
請
分

電子申請サービス

申
請
可
能

ご加入者申請分を、電子申

請サービスを利用してお手続

きいただくことが可能です。

※申請者の委任状が必要です。

※健診・保健指導に関する申請（受

診券（セット券）/利用券申請書）のみ、

社会保険労務士の方はご利用いただ

けません。

事業主（健康保険委員等）

社会保険労務士

申請に必要な

書類等のやり取り
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1-1 はじめに 

4.電子申請サービスの流れについて 
電子申請サービスの利用における流れは以下の通りです。 

希望されるお手続きについてご確認ください。 

 

●加入者の方 

（加入者） 

≪健康保険の現金給付、証交付、任意継続等に関する申請≫ 

手順 電子申請 画面名 本書掲載箇所 

1 トップ画面 2-1 

電子申請サービスへのアク

セスから申請書を選択する

まで 

2 利用規約画面 

3 メニュー画面 

4 申請書選択画面 

5 資格選択画面 （※1） 2-2  

資格を取得・選択する 

6 加入者情報入力画面 2-3-1  

≪現金給付、証交付、任意継

続等に関する申請≫編 

①申請内容を入力する 

7 口座情報入力画面 （※2） 

8 申請情報入力画面 （※2） 

9 添付書類アップロード画面 2-3-1 

②書類をアップロードする 

10 入力内容確認画面 2-3-1  

③入力内容を確認・申請す

る 

11 申請完了画面 

※1 マイナポータルアプリを経由して資格情報を取得 

※2 一部申請を除く 
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1-1 はじめに 

（加入者） 

≪健康保険の健診・保健指導に関する申請≫ 

手順 電子申請 画面名 本書掲載箇所 

1 トップ画面 2-1 

電子申請サービスへのアク

セスから申請書を選択する

まで 

2 利用規約画面 

3 メニュー画面 

4 申請書選択画面 

5 資格選択画面 （※1） 2-2  

資格を取得・選択する 

6 申請情報入力画面 2-3-２ 

≪健診・保健指導に関する

申請≫編 

①申請内容を入力する 

７ 入力内容確認画面 2-3-２ 

②入力内容を確認・申請す

る 

８ 申請完了画面 

※1 マイナポータルアプリを経由して資格情報を取得 

 

（加入者） 

≪船員保険に関する申請≫ 

手順 電子申請 画面名 本書掲載箇所 

1 トップ画面 2-1 

電子申請サービスへのアク

セスから申請書を選択する

まで 

2 利用規約画面 

3 メニュー画面 

4 申請書選択画面 

5 資格選択画面 （※1） 2-2  

資格を取得・選択する 

６ 申請書/添付書類アップロー

ド画面 

2-3-３ 

①書類をアップロードする 

７ 入力内容確認画面 2-3-３ 
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1-1 はじめに 

８ 申請完了画面 ②入力内容を確認・申請す

る 

※1 マイナポータルアプリを経由して資格情報を取得 

 

（加入者） 

≪保存データを利用して申請する≫※１ 

手順 電子申請 画面名 本書掲載箇所 

1 トップ画面 2-3-1 

≪現金給付、証交付、任意継

続等に関する申請≫編 

④保存データを利用して申

請する 

 

2-3-２ 

≪健診・保健指導に関する

申請≫編 

③保存データを利用して申

請する 

※２ 

2 利用規約画面 

3 メニュー画面 

4 申請書選択画面 

5 資格選択画面 （※２） 

6 保存データアップロード画面 

※１≪船員保険に関する申請≫は保存データを利用した申請は不可 

※２ マイナポータルアプリを経由して資格情報を取得 

 

（加入者） 

≪審査状況を確認する≫※１ 

手順 電子申請 画面名 本書掲載箇所 

1 トップ画面 3-1  

電子申請サービスへのアクセ

スから審査状況の確認まで 

 

3-2  

協会電子ポストを確認する 

※3 

2 利用規約画面 

3 メニュー画面 

4 資格選択画面 （※２） 

5 審査状況確認画面 

※１≪船員保険に関する申請≫は審査状況確認画面の利用不可 



 

13 

1-1 はじめに 

※２ マイナポータルアプリを経由して資格情報を取得 

※3≪健康保険の健診・保健指導に関する申請≫は電子ポストの利用

不可 
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●社会保険労務士の方 

（社会保険労務士） 

≪健康保険の現金給付、証交付、任意継続等に関する申請≫ 

手順 電子申請 画面名 本書掲載箇所 

1 トップ画面 4-２ 

ログインする 

 

2-1 

電子申請サービスへのアク

セスから申請書を選択する

まで 

2 ログイン画面 

3 メニュー画面 

4 申請書選択画面 

５ 加入者情報入力画面 2-3-1  

≪現金給付、証交付、任意継

続等に関する申請≫編 

①申請内容を入力する 

６ 口座情報入力画面 （※１） 

７ 申請情報入力画面 （※１） 

８ 添付書類アップロード画面 2-3-1 

②書類をアップロードする 

９ 入力内容確認画面 2-3-1  

③入力内容を確認・申請す

る 

１０ 申請完了画面 

※１一部申請を除く 
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（社会保険労務士） 

≪船員保険に関する申請≫ 

手順 電子申請 画面名 本書掲載箇所 

1 トップ画面 4-２ 

ログインする 

 

2-1 

電子申請サービスへのアク

セスから申請書を選択する

まで 

2 ログイン画面 

3 メニュー画面 

4 申請書選択画面 

５ 申請書/添付書類アップロー

ド画面 

2-3-３ 

①書類をアップロードする 

６ 入力内容確認画面 2-3-３ 

②入力内容を確認・申請す

る 

７ 申請完了画面 

 

（社会保険労務士） 

≪保存データを利用して申請する≫※１ 

手順 電子申請 画面名 本書掲載箇所 

1 トップ画面 4-２ 

ログインする 

 

2-1 

電子申請サービスへのアク

セスから申請書を選択する

まで 

2 ログイン画面 

3 メニュー画面 

4 申請書選択画面 

５ 保存データアップロード画面 2-3-1 

≪現金給付、証交付、任意継

続等に関する申請≫編 

④保存データを利用して申

請する 

※１≪船員保険に関する申請≫は保存データを利用した申請は不可 
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1-1 はじめに 

 

（社会保険労務士） 

≪審査状況を確認する≫※１ 

手順 電子申請 画面名 本書掲載箇所 

1 トップ画面 3-1  

電子申請サービスへのアクセ

スから審査状況の確認まで 

 

3-2  

協会電子ポストを確認する 

2 ログイン画面 

3 メニュー画面 

４ 審査状況確認画面 

※１≪船員保険に関する申請≫は審査状況確認画面の利用不可 

 

（社会保険労務士） 

≪社会保険労務士による利用申請（ID/パスワード）≫ 

手順 電子申請 画面名 本書掲載箇所 

1 トップ画面 4-1 利用申請を行う 

2 利用規約画面 

3 利用申請入力画面（社会保険

労務士） 

4 利用申請入力内容確認画面

（社会保険労務士） 

5 利用申請完了画面（社会保険

労務士） 

 

────────────────────────────── 
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1-2 

 

電子申請サービス 

利用前の準備 

 

 

 

本項では電子申請サービスを利用するにあたり事前にご準備していた

だくもの等について説明します。 
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1-２ 電子申請サービス利用前の準備 

１．電子申請サービス利用にあたって

の注意事項 
 

① ブラウザー上で更新、戻る、進むにあたる操作を行うと、入力

した項目がクリアされます。 

② トップページ以外をお気に入り登録されたリンクやショートカ

ット、URL の打ち込み等で呼び出すと不正遷移の画面が表示

されます。 

③ プライベートブラウズ（シークレットモード、InPrivate ブラウ

ズ）操作は正しく動作しない可能性があるため、通常のブラウザ

ーモードでご利用いただくことを推奨いたします。 

 

────────────────────────────── 
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1-２ 電子申請サービス利用前の準備 

推奨動作環境 

●PC の場合 

OS ブラウザー 

Windows OS 

（Windows 10 以上） 

・Microsoft Edge（最新版） 

・Google Chrome（最新版） 

mac OS 

（macOS 13 以上） 

・Safari（最新版） 

・Google Chrome（最新版） 

 

●スマートフォン（タブレット）の場合 

OS ブラウザー 

iOS / iPad OS  

（iOS 16 以上） 

・Safari （最新版） 

Android OS  

（Android 12 以上） 

・Google Chrome（最新版） 

Windows OS 

（Windows 10 以上） 

・Microsoft Edge（最新版） 

・Google Chrome（最新版） 

 

────────────────────────────── 
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1-２ 電子申請サービス利用前の準備 

2．加入者の方にご準備いただくもの 
電子申請サービスを利用する際に、事前にご準備いただくものがあり

ます。以下の必要なものをご準備ください。 

 

社会保険労務士の方は 

＞社会保険労務士の方にご準備いただくもの へ 

 

────────────────────────────── 

加入者共通でご準備いただくものがあります。 

 

マイナンバーカード 

 

マイナポータルにログインする際の本人認証を行うために必要です。 

また、マイナンバーカードは健康保険証の利用登録を行っていない場

合でもご利用いただけます。 
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1-２ 電子申請サービス利用前の準備 

数字４桁の暗証番号 

 

利用者証明用電子証明書パスワード（4 桁の数字）及び券面事項入力

補助パスワード（4 桁の数字）の入力が必要です。 

マイナンバーカード受取時に交付窓口で設定したパスワードとなりま

す。 

 

添付書類（必要な場合のみ） 

 

必要に応じて添付書類をご準備いただく必要があります。 

※添付書類は事前に撮影し、画像データ・PDF 化してご準備いただく

か、申請時に撮影してアップロードしていただくことも可能です。 

────────────────────────────── 
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1-２ 電子申請サービス利用前の準備 

●QR コード読み取り機能で PC から申請を行う場合 

他の方法で申請を行う方は 

＞IC カードリーダライタを使用して PC で申請を行う場合 へ 

＞スマートフォン（タブレット）で申請を行う場合 へ 

 

────────────────────────────── 

PC 

 

Windows、または MacOS をご使用ください。 

電子申請サービスで推奨している動作環境 

＞推奨動作環境 へ 

 

スマートフォン（タブレット） 

 

iPhone、または Android を搭載したスマートフォンをご使用くださ

い。 

スマートフォン（タブレット）でマイナポータルアプリを起動し、PC 画面

に表示される QR コードを読み取る際に必要となります。 

電子申請サービスで推奨している動作環境 

＞推奨動作環境 へ 
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1-２ 電子申請サービス利用前の準備 

マイナポータルアプリ 

 

マイナポータルアプリのインストールが必要になります。 

手順については、マイナポータルサイトの操作マニュアルをご参照くだ

さい。 

 

────────────────────────────── 
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1-２ 電子申請サービス利用前の準備 

●IC カードリーダライタを使用して PC で申請を行う場合 

PC 

 

Windows、または MacOS をご使用ください。 

電子申請サービスで推奨している動作環境 

＞推奨動作環境 へ 

 

IC カードリーダライタ 

 

IC カードリーダライタは、マイナンバーカードを読み取り、認証を行う

ために PC に接続が必要です。ご利用されるマイナンバーカードに対

応した IC カードリーダライタをご準備ください。 
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1-２ 電子申請サービス利用前の準備 

マイナポータルアプリ 

 

マイナポータルブラウザー拡張機能/アドオンのインストールが必要に

なります。 

手順については、マイナポータルサイトの操作マニュアルをご参照くだ

さい。 

────────────────────────────── 
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1-２ 電子申請サービス利用前の準備 

●スマートフォン（タブレット）で申請を行う場合 

スマートフォン（タブレット） 

 

iPhone、または Android を搭載したスマートフォンをご使用くださ

い。 

※ＩＣカードの読み取り機能を搭載した端末のご利用が必要となりま

す。 

電子申請サービスで推奨している動作環境 

＞推奨動作環境 へ 

 

マイナポータルアプリ 

 

マイナポータルアプリのインストールが必要になります。 

手順については、マイナポータルサイトの操作マニュアルをご参照くだ

さい。 

 

────────────────────────────── 
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1-２ 電子申請サービス利用前の準備 

3．社会保険労務士の方にご準備い

ただくもの 
社会保険労務士の場合、以下をご準備ください。 

 

PC、またはスマートフォン（タブレット） 

 

PC の場合、Windows、または MacOS をご使用ください。 

スマートフォン（タブレット）の場合、iPhone、または Android を搭載

したスマートフォンをご使用ください。 

 

電子申請サービスで推奨している動作環境 

＞推奨動作環境 へ 
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1-２ 電子申請サービス利用前の準備 

添付書類（必要な場合のみ） 

 

必要に応じて添付書類をご準備いただく必要があります。 

※添付書類は事前に撮影し、画像データ・PDF 化してご準備いただく

か、申請時に撮影してアップロードしていただくことも可能です。 

 

ユーザーID、協会発行パスワード、お客様設定パスワード 

ユーザーID、協会発行パスワードは利用登録をお知らせする文書（「電

子申請サービス利用申請に伴うユーザーID・パスワードのお知らせ」）

に記載のユーザーID とパスワード、お客様設定パスワードは利用申請

時に画面で入力したパスワードになります。 

 

ユーザーID、パスワードをお持ちでない場合 

＞新規ユーザーID､パスワード発行の場合 へ 

 

────────────────────────────── 
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1-２ 電子申請サービス利用前の準備 

●新規ユーザーID､パスワード発行の場合 

社会保険労務士証票の画像、マイナンバーカード（表面）の画像 

 

新規ユーザーID、パスワード発行申請時にアップロードしていただく

ため、上記画像（ファイル形式は JPEG、PDF、PNG）をご準備くださ

い。 

 

利用申請の方法は 4-1 をご参照ください。 

＞4-1 利用申請を行う へ 

 

────────────────────────────── 
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1-3 

 

共通操作 

 

 

 

本項では電子申請サービス画面における共通の操作等について説明

します。 
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1-3 共通操作 

1．ハンバーガーメニューについて 

●加入者の場合 

 

※ハンバーガーメニューは表示する画面により項目が変更となる場合

があります。 
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1-3 共通操作 

① 「ハンバーガーメニュー」ボタン 

画面右上の三本線を押すと、メニューが表示されます。メニューを

閉じる場合は、「×」ボタンを押します。 

 

② よくある質問 

全国健康保険協会ホームページの電子申請に関するよくある

質問のページが表示されます。 

 

③ 操作方法 

全国健康保険協会ホームページの操作ガイドのページが表示さ

れます。 

 

④ 制度について（健康保険） 

全国健康保険協会ホームページの健康保険に関する制度のペ

ージが表示されます。 

 

⑤ 制度について（船員保険） 

全国健康保険協会ホームページの船員保険に関する制度のペ

ージが表示されます。 

 

⑥ トップページへ 

電子申請サービスのトップページが表示されます。 

※トップページでは表示されません。 

 

 

「トップページへ」ボタンを押すと、入力内容が破棄されます。 

 

────────────────────────────── 
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1-3 共通操作 

●社会保険労務士でログイン済の場合 

 

※ハンバーガーメニューは表示する画面により項目が変更となる場合

があります。 
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1-3 共通操作 

① 「ハンバーガーメニュー」ボタン 

画面右上の三本線を押すと、メニューが表示されます。メニューを

閉じる場合は、「×」ボタンを押します。 

 

② よくある質問 

全国健康保険協会ホームページの電子申請に関するよくある質問

のページが表示されます。 

 

③ 操作方法 

全国健康保険協会ホームページの操作ガイドのページが表示さ

れます。 

 

④ 制度について（健康保険） 

全国健康保険協会ホームページの健康保険に関する制度のペ

ージが表示されます。 

 

⑤ 制度について（船員保険） 

全国健康保険協会ホームページの船員保険に関する制度のペ

ージが表示されます。 

 

⑥ パスワード変更 

パスワード変更画面が表示されます。 

※メニュー画面でのみ表示されます。 

 

⑦ ログアウト 

ユーザーログアウト画面が表示されます。 

 

 

「パスワード変更」ボタンや「ログアウト」ボタンを押すと、入力

内容が破棄されます。 

 

────────────────────────────── 
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1-3 共通操作 

2．ステップバーについて 

 

申請完了までに必要なステップ数は、申請によって異なります。 

入力が完了したステップは✓になります。最後のステップまで進むと申

請が完了します。 

 

────────────────────────────── 
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1-3 共通操作 

3．必須入力の項目について 

 

画面に入力する項目のうち、[必須]と表示されている項目は必ず入力

します。 

未入力の場合は、次の画面に進むことができません。 

 

────────────────────────────── 
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1-3 共通操作 

4．操作できない項目について 

 

既に情報が設定されている場合は、内容を変更することはできませ

ん。 

 

 

グレーで表示されている場合は、ボタンを押すことはできません。 

 

────────────────────────────── 
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1-3 共通操作 

5．「？」ボタンについて 

 

「？」ボタンを押すと、該当項目についての説明が表示されます。 

説明を閉じる場合は、「×」ボタンを押します。 

 

────────────────────────────── 
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1-3 共通操作 

6．注意書きについて 

 

記載の内容に該当する場合は、∨を押して内容を確認します。 

表示された内容を閉じる場合は、∧を押します。 

 

────────────────────────────── 
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1-3 共通操作 

7．メッセージ表示について 
入力中の入力漏れや誤り、その他の理由でメッセージが表示されるこ

とがあります。 

●表示例：項目の下部に表示されるメッセージ 

 

入力漏れなどエラーが発生している箇所がある場合、該当項目の枠線

が赤くなり、メッセージが項目の下部に表示されます。 

メッセージの内容をよく読み、対応します。対応しないと次の画面に進

むことができません。 
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1-3 共通操作 

●表示例：画面の下部に表示されるメッセージ 

 

入力に必要な案内やエラーがある場合、画面の下部に表示されます。

メッセージの内容をよく読み、対応します。 

メッセージを閉じる場合は、「×」ボタンを押します。 
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1-3 共通操作 

●表示例：ダイアログ上に表示されるメッセージ 

 

入力に必要な案内や確認がある場合、ダイアログ上に表示されます。 

メッセージの内容をよく読み、対応します。 

 

────────────────────────────── 
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1-3 共通操作 

8．画面の移動について 

 

前後のページに移動する場合や画面の１番上に戻る場合は、以下のボ

タンを押して移動することができます。 

① 「戻る」ボタン 

「戻る」ボタンを押すと、前のページに戻ります。 

 

 

ブラウザーの「戻る」ボタンで前のページに戻ることはできませ

ん。ブラウザーの「戻る」ボタンは押さないでください。 

 

② 「次へ」ボタン 

「次へ」ボタンを押すと、次のページに進みます。 

 

③ 「↑（画面上部に戻る）」ボタン 

「↑」ボタンを押すと、表示している画面の１番上まで戻ること

ができます。 

 

────────────────────────────── 
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1-3 共通操作 

9．入力データの保存について 

 

「 入 力 データを保 存 する」 ボタンを押 すと、次 回 、メニュー画 面

の申 請 する欄にある「保存データを利用して申請」ボタンから申請を

再開することができます。 

入力内容のデータはご利用の端末に保存されます。 

※アップロードした画像データは保存されません。 

＞2-3-1 ④ 保存データを利用して申請する へ 

 

 

ファイル名やファイルの中身を編集しないでください。保存デ

ータを利用して申請を再開することができなくなります。 

 

────────────────────────────── 
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1-3 共通操作 

10．セッションタイムアウトについて 

 

電子申請サービスの利用開始後、30 分操作がされなかった場合は、

電子申請サービスとの接続が自動的に終了されます。 

引き続き電子申請サービスを利用する場合はトップページから操作を

やり直してください。 

 

────────────────────────────── 
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1-3 共通操作 

11．不正遷移画面について 

 

想定外の画面遷移が発生した場合、不正遷移画面が表示されます。 

お手数ですが、トップページから操作をやり直してください。 

 

────────────────────────────── 
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1-3 共通操作 

12．システムエラー画面について 

 

電子申請サービスの利用中に想定外の事象が発生した場合、システム

エラー画面が表示されます。 

お手数ですが、トップページから操作をやり直してください。 

 

────────────────────────────── 
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2-1 

 

電子申請サービスへのアクセス 

から申請書を選択するまで 

 

 

 

電子申請を開始するにあたり、本項では電子申請サービスのトップペ

ージから申請書を選択する画面までの操作概要について説明します。 
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2-1 電子申請サービスへのアクセスから申請書を選択するまで 

１．電子申請サービスの利用の開始 

●加入者の場合 

 

「電子申請サービスを利用」ボタンを押します。 

 

────────────────────────────── 

  



 

50 

2-1 電子申請サービスへのアクセスから申請書を選択するまで 

●社会保険労務士の場合 

 

①  「既にＩＤ、パスワードをお持ちの方」ボタン 

アカウント発行済みの方が申請を開始する場合に押します。  

② 「新規ＩＤ、パスワードの発行」ボタン 

初めて利用する方が申請を開始する場合に押します。 

 

初めて利用する方       >4-1 利用申請を行う へ 

アカウント発行済みの方  >4-2 ログインする へ 

 

────────────────────────────── 
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2-1 電子申請サービスへのアクセスから申請書を選択するまで 

2．利用規約の内容の確認 

 

「利用規約」ボタンと「個人情報の取扱い」ボタンを押します。電子申請

サービスの「利用規約」、「個人情報の取扱い」に関するページが表示さ

れますので、内容を確認します。 

 

電子申請サービスの「利用規約」や「個人情報の取扱い」に関する

ページは別タブで開くため、それぞれ確認後に、元の電子申請サ

ービスのタブに戻る必要があります。  
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2-1 電子申請サービスへのアクセスから申請書を選択するまで 

 

① チェックボックス 

内容をご確認の上、同意される場合はチェックボックスを選択しま

す。 

② 「次へ」ボタン 

チェックボックスを選択してから、「次へ」ボタンを押すとメニュー

画面へ進みます。 

 

③ 「トップページへ」ボタン 

「トップページへ」ボタンを押すと、トップページに戻ります。
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2-1 電子申請サービスへのアクセスから申請書を選択するまで 

3．申請の開始 

●新規に申請を行う場合 

 

新規に申請を行う場合は、「新規申請」ボタンを押します。 

＞ 4.申請書の選択 へ 

 

────────────────────────────── 
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2-1 電子申請サービスへのアクセスから申請書を選択するまで 

●保存データ、または返戻データで申請を行う場合 

※船員保険の申請を行った場合は保存データを利用した申請をご利

用いただけません。 

 

過去に保存したデータや返戻データを利用して申請を再開する場合

は、「保存データを利用して申請」ボタンを押し、申請書種類選択画面

へ遷移します。 

＞健康保険ご加入の場合 へ 

 

────────────────────────────── 
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2-1 電子申請サービスへのアクセスから申請書を選択するまで 

●申請の状況を確認する場合 

※船員保険の申請を行った場合は審査状況の確認をご利用いただけ

ません。 

 

① 「審査状況確認」ボタン 

過去に行った申請の審査状況や返戻文書を確認する場合は、「審

査状況確認」ボタンを押します。 

「審査状況確認」ボタンを押した後、それぞれ以下の画面に遷移し

ます。 

加入者の場合： 「資格選択画面」 

＞2-2 資格を取得・選択する へ 

 

社会保険労務士の場合： 「審査状況確認画面」 

＞3-1 電子申請サービスへのアクセスから審査状況の確認まで へ 

② 「戻る」ボタン 

「戻る」ボタンを押すと、前のページに戻ります。 

   ※社会保険労務士の場合「戻る」ボタンが押せません。トップペー

ジから再度電子申請を開始する場合は、ログアウトします。 

＞4-2 ログインする へ 

────────────────────────────── 

  



 

56 

2-1 電子申請サービスへのアクセスから申請書を選択するまで 

4．申請書の選択  

 

① 「健康保険ご加入の方」ボタン 

健康保険ご加入の被保険者の方、または被扶養者の方の申請は、

「健康保険ご加入の方」ボタンを押します。 

＞健康保険ご加入の場合 へ 

② 「船員保険ご加入の方」ボタン 

船員保険ご加入の被保険者の方、または被扶養者の方の申請は、

「船員保険ご加入の方」ボタンを押します。 

＞船員保険ご加入の場合 へ 

③ 「戻る」ボタン 

「戻る」ボタンを押すと、前のページに戻ります。 

 

────────────────────────────── 
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2-1 電子申請サービスへのアクセスから申請書を選択するまで 

●メニュー画面で「保存データを利用して申請」を選択した場合 

※船員保険の申請を行った場合は保存データを利用した申請をご利

用いただけません。 

 

保存データを利用して申請を行う場合、「健康保険ご加入の方」が自動

で選択されます。 

 

────────────────────────────── 
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2-1 電子申請サービスへのアクセスから申請書を選択するまで 

●健康保険ご加入の場合 

 

給付に関する希望の申請を押します。 

 

────────────────────────────── 
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2-1 電子申請サービスへのアクセスから申請書を選択するまで 

 

証交付に関する希望の申請を押します。 

 

────────────────────────────── 

 

任意継続に関する希望の申請を押します。 

 

────────────────────────────── 
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2-1 電子申請サービスへのアクセスから申請書を選択するまで 

 

その他に関する希望の申請を押します。 

 

────────────────────────────── 
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2-1 電子申請サービスへのアクセスから申請書を選択するまで 

 

健診・保健指導に関する希望の申請を押します。 

社会保険労務士がログイン後当画面に遷移した場合、健診・保健指導

に関する申請は表示されません。 

 

────────────────────────────── 

 

① 「戻る」ボタン 

「戻る」ボタンを押すと、前のページに戻ります。 

 

 

この画面で「戻る」ボタンを押すと、内容がクリアされます

ので、ご注意ください。 

 

────────────────────────────── 
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2-1 電子申請サービスへのアクセスから申請書を選択するまで 

 

表示された内容で問題がなければ、「OK」ボタンを押します。 

※画像は申請書種類選択の画面にて「病気やケガで会社を休んだと

き」を押した場合の例 

「OK」ボタンを押した後、それぞれ以下の画面に遷移します。 

 

加入者の場合： 「資格選択画面」 

＞2-2 資格を取得・選択する へ 

 

社会保険労務士で新規の申請を行う場合： 「加入者情報入力画面」 

＞2-3-1 ①申請内容を入力する へ 

社会保険労務士で保存データを利用して申請を行う場合： 「保存デー

タアップロード画面」 

＞2-3-1 ④保存データを利用して申請する へ 

 

上記の画像が表示されない場合は、「申請書種類選択（詳細選択）の画

面が表示された場合」を参照します。 

※選択した希望の申請に複数の申請書が含まれている場合は、次の画

面で申請書を選択する必要があります。 

＞申請書種類選択（詳細選択）の画面が表示された場合 へ 

 

────────────────────────────── 
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2-1 電子申請サービスへのアクセスから申請書を選択するまで 

● 申請書種類選択（詳細選択）の画面が表示された場合 

 

該当する選択肢を押します。 

※画像は申請書種類選択の画面にて「子どもが生まれたとき」を押し

た場合の例 

 

────────────────────────────── 
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2-1 電子申請サービスへのアクセスから申請書を選択するまで 

 

① 次へボタン 

申請内容に間違いがないことを確認し、「次へ」ボタンを押します。

※画像は「利用した（出産育児一時金内払金支払依頼書）」を押し

た場合の例 

「次へ」ボタンを押した後、それぞれ以下の画面に遷移します。 

加入者の場合： 「資格選択画面」 

＞2-2 資格を取得・選択する へ 

 

社会保険労務士で新規の申請を行う場合： 「加入者情報入力画

面」 

＞2-3-1 ①申請内容を入力する へ 

 

社会保険労務士で保存データを利用して申請を行う場合： 「保存

データアップロード画面」 

＞2-3-1 ④保存データを利用して申請する へ 
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2-1 電子申請サービスへのアクセスから申請書を選択するまで 

② 「戻る」ボタン 

「戻る」ボタンを押すと、前のページに戻ります。 

 

この画面で「戻る」ボタンを押すと、内容がクリアされます

ので、ご注意ください。 
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2-1 電子申請サービスへのアクセスから申請書を選択するまで 

 

────────────────────────────── 

  

 

申請書種類選択の画面にて「医療費が高額になりそうなとき」を

選択後、「限度額適用認定申請書」を選択した場合に限り、申請内

容確認時にチェックボックスが表示されます。案内をご確認のう

え、問題なければチェックボックスを選択し、「次へ」ボタンを押し

ます。 

※チェックボックスが選択されていない場合「次へ」ボタンが押せ

ません。 
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2-1 電子申請サービスへのアクセスから申請書を選択するまで 

●船員保険ご加入の場合 

 

船員保険の申請を選択します。 

 

────────────────────────────── 
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2-1 電子申請サービスへのアクセスから申請書を選択するまで 

 

「∨」ボタンを押して該当する申請書を選択します。 

※画像は「船員保険給付に関する申請(職務外)」を選択した場合の例 
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2-1 電子申請サービスへのアクセスから申請書を選択するまで 

 

① 「次へ」ボタン 

「次へ」ボタンを押します。 

※画像は「船員保険給付に関する申請(職務外)」、「傷病手当金支

給申請書」を選択した場合の例 
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2-1 電子申請サービスへのアクセスから申請書を選択するまで 

「次へ」ボタンを押した後、それぞれ以下の画面に遷移します。 

 

加入者の場合： 「資格選択画面」 

＞2―2 資格を取得・選択する へ 

 

社会保険労務士の場合： 「申請書/添付書類アップロード画面」  

＞2-3-3-①_書類をアップロードする 

 

② 「戻る」ボタン 

「戻る」ボタンを押すと前のページに戻ります。 

 

 

この画面で「戻る」ボタンを押すと、内容がクリアされます

ので、ご注意ください。 

 

────────────────────────────── 



 

71 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-2 

 

資格を取得・選択する 

 

 

 

 

今回の電子申請を行う資格を選択します。 

本項ではマイナンバーカードの読み取りを実施し、マイナポータルから

資格情報を取得、資格を選択する画面までの操作概要について説明し

ます。 

 

また、申請が完了した申請の審査状況を確認する場合においても、資

格を選択する必要があるため、本項での説明をご参照ください。 
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2-２ 資格を取得・選択する 

 

１.加入履歴の取得の開始 

 

① 「マイナポータルから加入履歴を取得」ボタン 

「マイナポータルから加入履歴を取得」ボタンを押して次に進みま

す。 

 

② 「戻る」ボタン 

「戻る」ボタンを押すと、前のページに戻ります。 

 

────────────────────────────── 
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2-２ 資格を取得・選択する 

 

2.マイナンバーカードから自己情報

を取得 

 

マイナンバーカードから自己情報を取得すると、自己情報取得サービ

スの画面が表示されます。 

※自己情報取得の操作に関するご不明点がある場合は、自己情報取得

サービスの画面右上にある三本線を押し、Q&A をご参照ください。 

スマートフォンの場合「マイナンバーカード読み取り」ボタンを押しま

す。 

────────────────────────────── 
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2-２ 資格を取得・選択する 

 

●「自己情報取得サービス」画面の PC 表示の場合 

 

「QR コード（スマホ読取）で読み取り」ボタンもしくは、「IC カードリー

ダで読み取り」ボタンを押します。 

※PC での自己情報取得の操作に関するご不明点がある場合は、自己

情報取得サービスの画面右上にあるＱ＆Ａをご参照ください。 

マイナポータルアプリが立ち上がりますので、画面に従い操作を行いま

す。 

 

 

 

────────────────────────────── 

  

 

マイナポータルの操作にお困りの場合は、マイナポータルのヘル

プをご確認ください。 

 

自己情報を読み取る操作を行う際に事前にご準備いただくもの

があります。 

内容を確認し、操作を行ってください。 

＞1-2 電子申請サービス利用前の準備 へ 
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2-２ 資格を取得・選択する 

 

 

マイナポータルよりマイナンバーカードの読み込み完了後、申請者の基

本情報が表示されます。内容に間違いがないことを確認し、「自己情報

取得に進む」ボタンを押します。ボタンを押した後、マイナポータルに遷

移します。マイナポータルの画面に従い、操作を行います。 

 

────────────────────────────── 
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2-２ 資格を取得・選択する 

 

  

マイナポータルより、本人確認完了後、自己情報提出確認の画面が表

示されます。 

表示された内容に間違いがないことを確認し、「提出する」ボタンを押

します。 

 

※表示された内容に間違いがある場合は自己情報取得サービスの画

面右上にある Q&A をご参照ください。 

────────────────────────────── 
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2-２ 資格を取得・選択する 

 

 

────────────────────────────── 

  

 

「ダウンロード」ボタンを押すと取得した自己情報をダウンロード

することができます。 
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2-２ 資格を取得・選択する 

 

 

読み込み中の画面が表示されます。 

 

 

読み込み中の画面が表示されているときは、ブラウザー上で、更

新、戻る、進むにあたる操作を行わないでください。 

 

────────────────────────────── 
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2-２ 資格を取得・選択する 

 

3.加入履歴から申請、または審査状

況を確認する資格情報を選択 

●最新の資格情報から申請、または審査状況の確認を行う場合 

 

自己情報を取得した結果より、資格情報が表示されます。 

※申請の操作を行っている場合、資格選択画面に表示する資格情報は

申請書ごとに異なります。 
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2-２ 資格を取得・選択する 

 

① 「この資格情報を選択」ボタン 

最新資格での申請、または審査状況の確認を希望する場合は、「こ

の資格情報を選択」ボタンを押します。 

 

希望する資格情報でない場合は 

＞最新の資格を除く過去５年以内の資格情報から申請、または審

査状況の確認を行う場合 へ 

 

「この資格情報を選択」ボタンを押した後の操作は、それぞれ以下

の章を確認します。 

申請書の申請を行う場合は 

＞2-3-1 ① 申請内容を入力する へ 

 

申請書の審査状況を確認する場合は 

＞3-1 電子申請サービスへのアクセスから審査状況の確認まで へ 

 

申請の保存データを利用して申請を行う場合は 

＞2-3-1 ④保存データを利用して申請する へ 

 

② 「戻る」ボタン 

「戻る」ボタンを押すと、申請の操作を行っている場合は申請書種

類選択、審査状況の確認の操作を行っている場合はメニュー画面

に戻ります。 

 

────────────────────────────── 
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2-２ 資格を取得・選択する 

 

●「資格選択」画面の PC 表示の場合 

 

① 「この資格情報を選択」ボタン 

最新資格での申請、または審査状況の確認を希望する場合は、「こ

の資格情報を選択」ボタンを押します。 

 

希望する資格情報でない場合は 

＞最新の資格を除く過去５年以内の資格情報から申請、または審

査状況の確認を行う場合 へ 

 

「この資格情報を選択」ボタンを押した後の操作は、それぞれ以下

の章を確認します。 

申請書の申請を行う場合は 

＞2-3-1 ①申請内容を入力する へ 

 

申請書の審査状況を確認する場合は 

＞3-1 電子申請サービスへのアクセスから審査状況の確認まで へ 

 

申請の保存データを利用して申請を行う場合は 

＞2-3-1 ④保存データを利用して申請する へ 
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2-２ 資格を取得・選択する 

 

② 「戻る」ボタン 

「戻る」ボタンを押すと、申請の操作を行っている場合は申請書種

類選択、審査状況の確認の操作を行っている場合はメニュー画面

に戻ります。 

────────────────────────────── 
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2-２ 資格を取得・選択する 

 

●最新の資格を除く過去５年以内の資格情報から申請、 

または審査状況の確認を行う場合 

 

過去の資格情報より申請、または審査状況の確認を行う場合は、「過去

の資格情報を表示」ボタンを押します。 

 

────────────────────────────── 
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2-２ 資格を取得・選択する 

 

●「資格選択」画面の PC 表示の場合

 

過去の資格情報より申請、または審査状況の確認を行う場合は、「過去

の資格情報を表示」ボタンを押します。 

 

────────────────────────────── 
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2-２ 資格を取得・選択する 
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2-２ 資格を取得・選択する 

 

① 「この資格情報を選択」ボタン 

一覧表示された過去５年以内の資格情報から、申請、または審査

状況の確認を行う資格の「この資格情報を選択」ボタンを押しま

す。 

申請書の申請を行う場合は 

＞2-3-1 ①申請内容を入力する へ 

 

申請書の審査状況を確認する場合は 

＞3-1 電子申請サービスへのアクセスから審査状況の確認まで へ 

 

申請の保存データを利用して申請を行う場合は 

＞2-3-1 ④保存データを利用して申請する へ 

 

② 「最新の資格情報に切替」ボタン 

「最新の資格情報に切替」ボタンを押すと、最新の資格情報を再度

表示します。 

 

③ 「戻る」ボタン 

「戻る」ボタンを押すと、申請の操作を行っている場合は申請書種

類選択、審査状況の確認の操作を行っている場合はメニュー画面

に戻ります。 

 

────────────────────────────── 
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2-２ 資格を取得・選択する 

 

●「資格選択」画面の PC 表示の場合

 

① 「この資格情報を選択」ボタン 

一覧表示された過去５年以内の資格情報から、申請、または審査

状況の確認を行う資格の「この資格情報を選択」ボタンを押しま

す。 

申請書の申請を行う場合は 

＞2-3-1 ①申請内容を入力する へ 

 

申請書の審査状況を確認する場合は 

＞3-1 電子申請サービスへのアクセスから審査状況の確認まで へ 

 

申請の保存データを利用して申請を行う場合は 

＞2-3-1 ④保存データを利用して申請する へ 

 

② 「最新の資格情報に切替」ボタン 

「最新の資格情報に切替」ボタンを押すと、最新の資格情報を再度

表示します。 

 

③ 「戻る」ボタン 

「戻る」ボタンを押すと、申請の操作を行っている場合は申請書種

類選択、審査状況の確認の操作を行っている場合はメニュー画面

に戻ります。 

 

────────────────────────────── 
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現金給付、証交付、任意継続等に関する申請 編 

 

2-3-1-①-a 

 

申請内容を入力する 

傷病手当金支給申請書 

 

 

 

 

本項では傷病手当金支給申請書の申請内容を入力する操作概要につ

いて説明します。 
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2-3-1 現金給付、証交付、任意継続等に関する申請編

①申請内容を入力する(傷病手当金支給申請書) 

１．加入者情報を入力する 

●被保険者が申請する場合 

 

保険者名称や記号・番号は全国健康保険協会の資格情報が設定される

ため、入力不要です。 

 

────────────────────────────── 
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2-3-1 現金給付、証交付、任意継続等に関する申請編

①申請内容を入力する(傷病手当金支給申請書) 

 

氏名と生年月日は全国健康保険協会の資格情報が設定されます。入力

内容に誤りがないか確認し、誤りがある場合は修正します。 

＞郵便番号と住所の入力 へ 
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2-3-1 現金給付、証交付、任意継続等に関する申請編

①申請内容を入力する(傷病手当金支給申請書) 

●社会保険労務士の場合 

 

保険者名称と記号・番号を入力します。 

 

────────────────────────────── 

  



 

92 

2-3-1 現金給付、証交付、任意継続等に関する申請編

①申請内容を入力する(傷病手当金支給申請書) 

 

氏名と生年月日を入力します。 

＞郵便番号と住所の入力 へ 

────────────────────────────── 



 

93 

2-3-1 現金給付、証交付、任意継続等に関する申請編

①申請内容を入力する(傷病手当金支給申請書) 

 

郵便番号欄に郵便番号を 7 桁すべて入力します。選択可能な住所が

一覧で表示されます。住所を選択します。 

 

────────────────────────────── 

  



 

94 

2-3-1 現金給付、証交付、任意継続等に関する申請編

①申請内容を入力する(傷病手当金支給申請書) 

 

自動入力された住所を確認し、住所の詳細を入力します。 

 

────────────────────────────── 

  



 

95 

2-3-1 現金給付、証交付、任意継続等に関する申請編

①申請内容を入力する(傷病手当金支給申請書) 

 

電話番号を入力し、今回の申請が再申請の場合は「はい」を、再申請で

はない場合は「いいえ」を選択します。 

 

────────────────────────────── 

  



 

96 

2-3-1 現金給付、証交付、任意継続等に関する申請編

①申請内容を入力する(傷病手当金支給申請書) 

 

① 「次へ」ボタン 

入力内容を確認し、問題がない場合は「次へ」ボタンを押します。 

 

② 「戻る」ボタン 

「戻る」ボタンを押すと、前のページに戻ります。 

 

この画面で「戻る」ボタンを押すと、内容がクリアされますので、

ご注意ください。 

 

③ 「入力データを保存する」ボタン 

「入力データを保存する」ボタンを押すと、次回、メニュー画面の申

請する欄にある「保存データを利用して申請」ボタンから申請を再

開することができます。 

入力内容のデータは「傷病手当金支給申請書

_YYYYMMDDhhmmss.json」のファイル名で、ご利用の端末

に保存されます。 

例：2026 年１月 20 日 10 時 30 分 22 秒に「入力データを保

存する」ボタンを押した場合、ファイル名は「傷病手当金支給申請

書_20260120103022.json」となります。 

＞2-3-1 ④保存データを利用して申請する へ 

  



 

97 

2-3-1 現金給付、証交付、任意継続等に関する申請編

①申請内容を入力する(傷病手当金支給申請書) 

2.口座情報を入力する 

 

公金受取口座希望の有無を選択します。 

マイナポータル等で事前登録した公金受取口座への振込を希望する場

合は、「希望する」を選択します。 

公金受取口座への振込を希望しない場合は、「希望しない」を選択しま

す。 

「希望する」を選択した場合 ＞次の操作 へ 

「希望しない」を選択した場合 ＞公金受取口座を希望しない場合 へ 



 

98 

2-3-1 現金給付、証交付、任意継続等に関する申請編

①申請内容を入力する(傷病手当金支給申請書) 

────────────────────────────── 

●公金受取口座を希望しない場合 

 

金融機関名称を検索して選択するか、直接入力します。 

※金融機関名称は部分一致で検索されます。 

 

────────────────────────────── 

  



 

99 

2-3-1 現金給付、証交付、任意継続等に関する申請編

①申請内容を入力する(傷病手当金支給申請書) 

 

支店名を検索して選択するか、直接入力します。 

※支店名は部分一致で検索されます。 

 

────────────────────────────── 

  



 

100 

2-3-1 現金給付、証交付、任意継続等に関する申請編

①申請内容を入力する(傷病手当金支給申請書) 

 

口座番号を入力します。 

 

────────────────────────────── 

  



 

101 

2-3-1 現金給付、証交付、任意継続等に関する申請編

①申請内容を入力する(傷病手当金支給申請書) 

 

① 「次へ」ボタン 

入力内容を確認し、問題がない場合は「次へ」ボタンを押します。 

 

② 「戻る」ボタン 

「戻る」ボタンを押すと、前のページに戻ります。 

 

③ 「入力データを保存する」ボタン 

「入力データを保存する」ボタンを押すと、次回、メニュー画面の申

請する欄にある「保存データを利用して申請」ボタンから申請を再

開することができます。 

入力内容のデータは「傷病手当金支給申請書

_YYYYMMDDhhmmss.json」のファイル名で、ご利用の端末

に保存されます。 

例：2026 年１月 20 日 10 時 30 分 22 秒に「入力データを保

存する」ボタンを押した場合、ファイル名は「傷病手当金支給申請

書_20260120103022.json」となります。 

＞2-3-1 ④保存データを利用して申請する へ 

 

────────────────────────────── 

  



 

102 

2-3-1 現金給付、証交付、任意継続等に関する申請編

①申請内容を入力する(傷病手当金支給申請書) 

3．申請情報を入力する 

 

申請内容の申請期間（療養のために休んだ期間）を入力します。 



 

103 

2-3-1 現金給付、証交付、任意継続等に関する申請編

①申請内容を入力する(傷病手当金支給申請書) 

 

仕事の内容を入力します。 

 

────────────────────────────── 

  



 

104 

2-3-1 現金給付、証交付、任意継続等に関する申請編

①申請内容を入力する(傷病手当金支給申請書) 

 

用意していた申請書の療養担当者記入用ページを開き、傷病名が正し

いか確認します。 

正しい場合は傷病名の「一致する」を選択し、発病・負傷年月日を入力

します。 

 

────────────────────────────── 

  



 

105 

2-3-1 現金給付、証交付、任意継続等に関する申請編

①申請内容を入力する(傷病手当金支給申請書) 

 

傷病の原因を入力し、原因が第三者の行為によるものか選択します。 

 

────────────────────────────── 

  



 

106 

2-3-1 現金給付、証交付、任意継続等に関する申請編

①申請内容を入力する(傷病手当金支給申請書) 

 

「傷病の原因」で「仕事中（業務上）での傷病」、または「通勤途

中での傷病」を選択した場合、「労働災害、通勤災害の認定を

受けていますか。」が表示されます。 

労働災害、通勤災害の認定の有無を選択します。 

 

「労働災害、通勤災害の認定を受けていますか。」で「請求中」

を選択した場合、労働基準監督署名の入力欄が表示されま

す。 

請求を行っている労働基準監督署名を入力します。 

 

 



 

107 

2-3-1 現金給付、証交付、任意継続等に関する申請編

①申請内容を入力する(傷病手当金支給申請書) 

 

確認事項の申請期間（療養のために休んだ期間）に報酬を受けたか選

択します。 

 

 

「申請期間（療養のために休んだ期間）に報酬を受けました

か。」で「はい」を選択した場合、「受けた報酬は事業主記入用

ページに記載されている内容のとおりですか。」が表示され

ます。 

用意していた申請書の事業主記入用ページを開き、受けた報

酬が正しいか確認し、選択します。 

 



 

108 

2-3-1 現金給付、証交付、任意継続等に関する申請編

①申請内容を入力する(傷病手当金支給申請書) 

 

障害年金等、または老齢年金等の受給をしているか選択します。 

 

「はい」を選択した場合 ＞年金情報の入力 へ 

「いいえ」を選択した場合 ＞労災保険給付の有無 へ 

 

────────────────────────────── 

  



 

109 

2-3-1 現金給付、証交付、任意継続等に関する申請編

①申請内容を入力する(傷病手当金支給申請書) 

●「はい」を選択した場合 

年金情報の入力欄が表示されます。 

 

基礎年金番号、年金コードを入力します。 

 

────────────────────────────── 

  



 

110 

2-3-1 現金給付、証交付、任意継続等に関する申請編

①申請内容を入力する(傷病手当金支給申請書) 

 

支給開始年月日、年金額を入力します。 

 

────────────────────────────── 

  



 

111 

2-3-1 現金給付、証交付、任意継続等に関する申請編

①申請内容を入力する(傷病手当金支給申請書) 

 

別傷病により、労災保険から休業補償給付を受給しているか選択しま

す。 

 

 

「今回の傷病手当金を申請する期間において、別傷病によ

り、労災保険から休業補償給付を受給していますか。」で

「請求中」を選択した場合、労働基準監督署名の入力欄が

表示されます。 

請求を行っている労働基準監督署名を入力します。 

────────────────────────────── 



 

112 

2-3-1 現金給付、証交付、任意継続等に関する申請編

①申請内容を入力する(傷病手当金支給申請書) 

 

① 「次へ」ボタン 

入力内容を確認し、問題がない場合は「次へ」ボタンを押します。 

＞2-3-1 ②書類をアップロードする へ 

 

② 「戻る」ボタン 

「戻る」ボタンを押すと、前のページに戻ります。 

 

③ 「入力データを保存する」ボタン 

「入力データを保存する」ボタンを押すと、次回、メニュー画面の申

請する欄にある「保存データを利用して申請」ボタンから申請を再

開することができます。 

入力内容のデータは「傷病手当金支給申請書

_YYYYMMDDhhmmss.json」のファイル名で、ご利用の端末

に保存されます。 

例：2026 年 1 月 20 日 10 時 30 分 22 秒に「入力データを保

存する」ボタンを押した場合、ファイル名は「傷病手当金支給申請

書_20260120103022.json」となります。 

＞2-3-1 ④保存データを利用して申請する へ 

 

────────────────────────────── 



 

 

113 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現金給付、証交付、任意継続等に関する申請 編 

 

2-3-1-①-b 

 

申請内容を入力する 

出産手当金支給申請書 

 

 

 

 

本項では出産手当金支給申請書の申請内容を入力する操作概要につ

いて説明します。 
 



 

114 

2-3-1 現金給付、証交付、任意継続等に関する申請編 

①申請内容を入力する（出産手当金支給申請書） 

１．加入者情報を入力する 

●被保険者が申請する場合 

 

保険者名称や記号・番号は全国健康保険協会の資格情報が設定される

ため、入力不要です。 

 

────────────────────────────── 



 

115 

2-3-1 現金給付、証交付、任意継続等に関する申請編 

①申請内容を入力する（出産手当金支給申請書） 

 

氏名と生年月日は全国健康保険協会の資格情報が設定されます。入力

内容に誤りがないか確認し、誤りがある場合は修正します。 

＞郵便番号と住所の入力 へ 

●社会保険労務士の場合 



 

116 

2-3-1 現金給付、証交付、任意継続等に関する申請編 

①申請内容を入力する（出産手当金支給申請書） 

 

保険者名称と記号・番号を入力します。 

 

────────────────────────────── 



 

117 

2-3-1 現金給付、証交付、任意継続等に関する申請編 

①申請内容を入力する（出産手当金支給申請書） 

 

氏名と生年月日を入力します。 

＞郵便番号と住所の入力 へ 

────────────────────────────── 



 

118 

2-3-1 現金給付、証交付、任意継続等に関する申請編 

①申請内容を入力する（出産手当金支給申請書） 

 

郵便番号欄に郵便番号を 7 桁すべて入力します。選択可能な住所が

一覧で表示されます。住所を選択します。 

 

────────────────────────────── 

  



 

119 

2-3-1 現金給付、証交付、任意継続等に関する申請編 

①申請内容を入力する（出産手当金支給申請書） 

 

自動入力された住所を確認し、住所の詳細を入力します。 

 

────────────────────────────── 



 

120 

2-3-1 現金給付、証交付、任意継続等に関する申請編 

①申請内容を入力する（出産手当金支給申請書） 

 

電話番号を入力し、今回の申請が再申請の場合は「はい」を、再申請で

はない場合は「いいえ」を選択します。 

 

────────────────────────────── 

  



 

121 

2-3-1 現金給付、証交付、任意継続等に関する申請編 

①申請内容を入力する（出産手当金支給申請書） 

 

① 「次へ」ボタン 

入力内容を確認し、問題がない場合は「次へ」ボタンを押します。 

 

② 「戻る」ボタン 

「戻る」ボタンを押すと、前のページに戻ります。 

 

この画面で「戻る」ボタンを押すと、内容がクリアされますので、

ご注意ください。 

 

③ 「入力データを保存する」ボタン 

「入力データを保存する」ボタンを押すと、次回、メニュー画面の申

請する欄にある「保存データを利用して申請」ボタンから申請を再

開することができます。 

入力内容のデータは「出産手当金支給申請書

_YYYYMMDDhhmmss.json」のファイル名で、ご利用の端末

に保存されます。 

例：2026 年１月 20 日 10 時 30 分 22 秒に「入力データを保

存する」ボタンを押した場合、ファイル名は「出産手当金支給申請

書_20260120103022.json」となります。 

＞2-3-1 ④保存データを利用して申請する へ 



 

122 

2-3-1 現金給付、証交付、任意継続等に関する申請編 

①申請内容を入力する（出産手当金支給申請書） 

2.口座情報を入力する 

 

公金受取口座希望の有無を選択します。 

マイナポータル等で事前登録した公金受取口座への振込を希望する場

合は、「希望する」を選択します。 

公金受取口座への振込を希望しない場合は、「希望しない」を選択しま

す。 

「希望する」を選択した場合 ＞次の操作 へ 

「希望しない」を選択した場合 ＞公金受取口座を希望しない場合 へ 



 

123 

2-3-1 現金給付、証交付、任意継続等に関する申請編 

①申請内容を入力する（出産手当金支給申請書） 

────────────────────────────── 

●公金受取口座を希望しない場合 

 

金融機関名称を検索して選択するか、直接入力します。 

※金融機関名称は部分一致で検索されます。 

 

────────────────────────────── 

  



 

124 

2-3-1 現金給付、証交付、任意継続等に関する申請編 

①申請内容を入力する（出産手当金支給申請書） 

 

支店名を検索して選択するか、直接入力します。 

※支店名は部分一致で検索されます。 

 

────────────────────────────── 

  



 

125 

2-3-1 現金給付、証交付、任意継続等に関する申請編 

①申請内容を入力する（出産手当金支給申請書） 

 

口座番号を入力します。 

 

────────────────────────────── 

  



 

126 

2-3-1 現金給付、証交付、任意継続等に関する申請編 

①申請内容を入力する（出産手当金支給申請書） 

 

① 「次へ」ボタン 

入力内容を確認し、問題がない場合は「次へ」ボタンを押します。 

 

② 「戻る」ボタン 

「戻る」ボタンを押すと、前のページに戻ります。 

 

③ 「入力データを保存する」ボタン 

「入力データを保存する」ボタンを押すと、次回、メニュー画面の申

請する欄にある「保存データを利用して申請」ボタンから申請を再

開することができます。 

入力内容のデータは「出産手当金支給申請書

_YYYYMMDDhhmmss.json」のファイル名で、ご利用の端末

に保存されます。 

例：2026 年１月 20 日 10 時 30 分 22 秒に「入力データを保

存する」ボタンを押した場合、ファイル名は「出産手当金支給申請

書_20260120103022.json」となります。 

＞2-3-1 ④保存データを利用して申請する へ 

 

────────────────────────────── 

  



 

127 

2-3-1 現金給付、証交付、任意継続等に関する申請編 

①申請内容を入力する（出産手当金支給申請書） 

3．申請情報を入力する 

 

申請内容の申請期間（出産のために休んだ期間）を入力します。 



 

128 

2-3-1 現金給付、証交付、任意継続等に関する申請編 

①申請内容を入力する（出産手当金支給申請書） 

 

今回の申請が出産前の場合は「出産前」を、出産後の場合は「出産後」

を選択し、出産予定日を入力します。 

  



 

129 

2-3-1 現金給付、証交付、任意継続等に関する申請編 

①申請内容を入力する（出産手当金支給申請書） 

 

「今回の出産手当金の申請は、出産前の申請ですか、出産後

の申請ですか。」で「出産後」を選択した場合、「出産年月日」

が表示されます。 

出産年月日を入力します。 

 

 

────────────────────────────── 



 

130 

2-3-1 現金給付、証交付、任意継続等に関する申請編 

①申請内容を入力する（出産手当金支給申請書） 

 

出生児数や死産児数について、いずれか、または両方を入力します。 

 

────────────────────────────── 

  



 

131 

2-3-1 現金給付、証交付、任意継続等に関する申請編 

①申請内容を入力する（出産手当金支給申請書） 

 

申請期間（出産のために休んだ期間）に報酬を受けたか選択します。 

 

「申請期間（出産のために休んだ期間）に報酬を受けました

か。」で「はい」を選択した場合、「受けた報酬は事業主記入用

ページに記載されている内容のとおりですか。」が表示され

ます。 

用意していた申請書の事業主記入用ページを開き、受けた報

酬が正しいか確認し、選択します。 

 

 

────────────────────────────── 
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2-3-1 現金給付、証交付、任意継続等に関する申請編 

①申請内容を入力する（出産手当金支給申請書） 

 

① 「次へ」ボタン 

入力内容を確認し、問題がない場合は「次へ」ボタンを押します。 

＞2-3-1 ②書類をアップロードする へ 

 

② 「戻る」ボタン 

「戻る」ボタンを押すと、前のページに戻ります。 

 

③ 「入力データを保存する」ボタン 

「入力データを保存する」ボタンを押すと、次回、メニュー画面の申

請する欄にある「保存データを利用して申請」ボタンから申請を再

開することができます。 

入力内容のデータは「出産手当金支給申請書

_YYYYMMDDhhmmss.json」のファイル名で、ご利用の端末

に保存されます。 

例：2026 年 1 月 20 日 10 時 30 分 22 秒に「入力データを保

存する」ボタンを押した場合、ファイル名は「出産手当金支給申請

書_20260120103022.json」となります。 

＞2-3-1 ④保存データを利用して申請する へ 

 

────────────────────────────── 
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現金給付、証交付、任意継続等に関する申請 編 

 

2-3-1-①-c 

 

申請内容を入力する 

出産育児一時金支給申請書・ 

出産育児一時金内払金支払依頼書 

 

 

 

本項では以下の申請書等における申請内容を入力する操作概要につ

いて説明します。 

 

・出産育児一時金支給申請書 

・出産育児一時金内払金支払依頼書 
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2-3-1 現金給付、証交付、任意継続等に関する申請編 

①申請内容を入力する（出産育児一時金支給申請書・出産育児一時金内払金支払依頼書） 

１．加入者情報を入力する 

●被保険者が申請する場合 

 

保険者名称や記号・番号は全国健康保険協会の資格情報が設定される

ため、入力不要です。 

 

────────────────────────────── 
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2-3-1 現金給付、証交付、任意継続等に関する申請編 

①申請内容を入力する（出産育児一時金支給申請書・出産育児一時金内払金支払依頼書） 

 

氏名と生年月日は全国健康保険協会の資格情報が設定されます。入力

内容に誤りがないか確認し、誤りがある場合は修正します。 

＞郵便番号と住所の入力 へ 

────────────────────────────── 
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2-3-1 現金給付、証交付、任意継続等に関する申請編 

①申請内容を入力する（出産育児一時金支給申請書・出産育児一時金内払金支払依頼書） 

●社会保険労務士の場合 

 

保険者名称と記号・番号を入力します。 

 

────────────────────────────── 

  



 

137 

2-3-1 現金給付、証交付、任意継続等に関する申請編 

①申請内容を入力する（出産育児一時金支給申請書・出産育児一時金内払金支払依頼書） 

 

氏名と生年月日を入力します。 

＞郵便番号と住所の入力 へ 

────────────────────────────── 
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2-3-1 現金給付、証交付、任意継続等に関する申請編 

①申請内容を入力する（出産育児一時金支給申請書・出産育児一時金内払金支払依頼書） 

 

郵便番号欄に郵便番号を 7 桁すべて入力します。選択可能な住所が

一覧で表示されます。住所を選択します。 

 

────────────────────────────── 
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2-3-1 現金給付、証交付、任意継続等に関する申請編 

①申請内容を入力する（出産育児一時金支給申請書・出産育児一時金内払金支払依頼書） 

 

自動入力された住所を確認し、住所の詳細を入力します。 

 

────────────────────────────── 
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2-3-1 現金給付、証交付、任意継続等に関する申請編 

①申請内容を入力する（出産育児一時金支給申請書・出産育児一時金内払金支払依頼書） 

 

電話番号を入力し、今回の申請が再申請の場合は「はい」を、再申請で

はない場合は「いいえ」を選択します。 

 

────────────────────────────── 
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2-3-1 現金給付、証交付、任意継続等に関する申請編 

①申請内容を入力する（出産育児一時金支給申請書・出産育児一時金内払金支払依頼書） 

 

① 「次へ」ボタン 

入力内容を確認し、問題がない場合は「次へ」ボタンを押します。 

 

② 「戻る」ボタン 

「戻る」ボタンを押すと、前のページに戻ります。 

 

この画面で「戻る」ボタンを押すと、内容がクリアされますので、

ご注意ください。 

 

③ 「入力データを保存する」ボタン 

「入力データを保存する」ボタンを押すと、次回、メニュー画面の申

請する欄にある「保存データを利用して申請」ボタンから申請を再

開することができます。 

入力内容のデータは 

出産育児一時金内払金支払依頼書の場合、 

「出産育児一時金内払金支払依頼書_YYYYMMDDhhmmss.json」 

出産育児一時金支給申請書の場合、 

「出産育児一時金支給申請書_YYYYMMDDhhmmss.json」 

のファイル名で、ご利用の端末に保存されます。 

例：出産育児一時金内払金支払依頼書を入力している状況で

2026 年１月 20 日 10 時 30 分 22 秒に「入力データを保存す

る」ボタンを押した場合、ファイル名は 
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2-3-1 現金給付、証交付、任意継続等に関する申請編 

①申請内容を入力する（出産育児一時金支給申請書・出産育児一時金内払金支払依頼書） 

「出産育児一時金内払金支払依頼書_20260120103022.json」と

なります。 

＞2-3-1 ④保存データを利用して申請する へ 

 

────────────────────────────── 
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2-3-1 現金給付、証交付、任意継続等に関する申請編 

①申請内容を入力する（出産育児一時金支給申請書・出産育児一時金内払金支払依頼書） 

2.口座情報を入力する 

 

公金受取口座希望の有無を選択します。 

マイナポータル等で事前登録した公金受取口座への振込を希望する場

合は、「希望する」を選択します。 

公金受取口座への振込を希望しない場合は、「希望しない」を選択しま

す。 

「希望する」を選択した場合 ＞次の操作 へ 

「希望しない」を選択した場合 ＞公金受取口座を希望しない場合 へ 
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2-3-1 現金給付、証交付、任意継続等に関する申請編 

①申請内容を入力する（出産育児一時金支給申請書・出産育児一時金内払金支払依頼書） 

────────────────────────────── 

●公金受取口座を希望しない場合 

 

金融機関名称を検索して選択するか、直接入力します。 

※金融機関名称は部分一致で検索されます。 

 

────────────────────────────── 
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2-3-1 現金給付、証交付、任意継続等に関する申請編 

①申請内容を入力する（出産育児一時金支給申請書・出産育児一時金内払金支払依頼書） 

 

支店名を検索して選択するか、直接入力します。 

※支店名は部分一致で検索されます。 

 

────────────────────────────── 
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2-3-1 現金給付、証交付、任意継続等に関する申請編 

①申請内容を入力する（出産育児一時金支給申請書・出産育児一時金内払金支払依頼書） 

 

口座番号を入力します。 

 

────────────────────────────── 
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2-3-1 現金給付、証交付、任意継続等に関する申請編 

①申請内容を入力する（出産育児一時金支給申請書・出産育児一時金内払金支払依頼書） 

 

① 「次へ」ボタン 

入力内容を確認し、問題がない場合は「次へ」ボタンを押します。 

 

② 「戻る」ボタン 

「戻る」ボタンを押すと、前のページに戻ります。 

 

③ 「入力データを保存する」ボタン 

「入力データを保存する」ボタンを押すと、次回、メニュー画面の申

請する欄にある「保存データを利用して申請」ボタンから申請を再

開することができます。 

入力内容のデータは 

出産育児一時金内払金支払依頼書の場合、 

「出産育児一時金内払金支払依頼書_YYYYMMDDhhmmss.json」 

出産育児一時金支給申請書の場合、 

「出産育児一時金支給申請書_YYYYMMDDhhmmss.json」 

のファイル名で、ご利用の端末に保存されます。 

例：出産育児一時金内払金支払依頼書を入力している状況で

2026 年１月 20 日 10 時 30 分 22 秒に「入力データを保存す

る」ボタンを押した場合、ファイル名は 

「出産育児一時金内払金支払依頼書_20260120103022.json」と

なります。 

＞2-3-1 ④保存データを利用して申請する へ 

────────────────────────────── 
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2-3-1 現金給付、証交付、任意継続等に関する申請編 

①申請内容を入力する（出産育児一時金支給申請書・出産育児一時金内払金支払依頼書） 

3．申請情報を入力する 

 

出産者を「被保険者」、または「家族（被扶養者）」から選択し、出産者の

氏名（カタカナ）を入力します。 

 

──────────────────────────────



 

149 

2-3-1 現金給付、証交付、任意継続等に関する申請編 

①申請内容を入力する（出産育児一時金支給申請書・出産育児一時金内払金支払依頼書） 

 

出産者の生年月日と出産年月日を入力します。 

 

＞出産育児一時金支給申請書の場合 へ 

＞出産育児一時金内払金支払依頼書の場合 へ 

 

────────────────────────────── 
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2-3-1 現金給付、証交付、任意継続等に関する申請編 

①申請内容を入力する（出産育児一時金支給申請書・出産育児一時金内払金支払依頼書） 

●出産育児一時金支給申請書の場合 

 

出産した国を「日本」、または「海外」から選択します。 

 

────────────────────────────── 

  

 

「出産した国」で「海外」を選択した場合は出産した国名の入

力欄が表示されます。 

出産した国名を入力します。 
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2-3-1 現金給付、証交付、任意継続等に関する申請編 

①申請内容を入力する（出産育児一時金支給申請書・出産育児一時金内払金支払依頼書） 

 

「出産年月日」における出生児数を入力します。死産の場合は死産児数

を入力します。 

 

────────────────────────────── 
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2-3-1 現金給付、証交付、任意継続等に関する申請編 

①申請内容を入力する（出産育児一時金支給申請書・出産育児一時金内払金支払依頼書） 

 

同一の出産について、健康保険組合や国民健康保険等からの出産育

児一時金の受給の有無を選択します。 

 

────────────────────────────── 
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2-3-1 現金給付、証交付、任意継続等に関する申請編 

①申請内容を入力する（出産育児一時金支給申請書・出産育児一時金内払金支払依頼書） 

●出産育児一時金内払金支払依頼書の場合 

 

「出産年月日」における出生児数を入力します。死産の場合は死産児数

を入力します。 

 

────────────────────────────── 
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2-3-1 現金給付、証交付、任意継続等に関する申請編 

①申請内容を入力する（出産育児一時金支給申請書・出産育児一時金内払金支払依頼書） 

 

同一の出産について、健康保険組合や国民健康保険等からの出産育

児一時金の受給の有無を選択します。 

 

────────────────────────────── 

 

支払額を入力します。 

 

────────────────────────────── 
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2-3-1 現金給付、証交付、任意継続等に関する申請編 

①申請内容を入力する（出産育児一時金支給申請書・出産育児一時金内払金支払依頼書） 

 

① 「次へ」ボタン 

入力内容を確認し、問題がない場合は「次へ」ボタンを押します。 

＞2-3-1 ②書類をアップロードする へ 

 

② 「戻る」ボタン 

「戻る」ボタンを押すと、前のページに戻ります。 

 

③ 「入力データを保存する」ボタン 

「入力データを保存する」ボタンを押すと、次回、メニュー画面の申

請する欄にある「保存データを利用して申請」ボタンから申請を再

開することができます。 

入力内容のデータは 

出産育児一時金内払金支払依頼書の場合、 

「出産育児一時金内払金支払依頼書_YYYYMMDDhhmmss.json」 

出産育児一時金支給申請書の場合、 

「出産育児一時金支給申請書_YYYYMMDDhhmmss.json」 

のファイル名で、ご利用の端末に保存されます。 

例：出産育児一時金内払金支払依頼書を入力している状況で

2026 年１月 20 日 10 時 30 分 22 秒に「入力データを保存す

る」ボタンを押した場合、ファイル名は 

「出産育児一時金内払金支払依頼書_20260120103022.json」と

なります。 

＞2-3-1 ④保存データを利用して申請する へ 

────────────────────────────── 
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現金給付、証交付、任意継続等に関する申請 編 

 

2-3-1-①-d 

 

申請内容を入力する 

埋葬料（費）支給申請書 

 

 

 

 

本項では埋葬料（費）支給申請書の申請内容を入力する操作概要につ

いて説明します。 
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2-3-1 現金給付、証交付、任意継続等に関する申請編 

①申請内容を入力する（埋葬料（費）支給申請書） 

１．加入者情報を入力する 

●被保険者が申請する場合 

 

保険者名称や記号・番号は全国健康保険協会の資格情報が設定される

ため、入力不要です。 

 

────────────────────────────── 



 

158 

2-3-1 現金給付、証交付、任意継続等に関する申請編 

①申請内容を入力する（埋葬料（費）支給申請書） 

 

氏名と生年月日は全国健康保険協会の資格情報が設定されます。入力

内容に誤りがないか確認し、誤りがある場合は修正します。 

＞郵便番号と住所の入力 へ 

────────────────────────────── 
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2-3-1 現金給付、証交付、任意継続等に関する申請編 

①申請内容を入力する（埋葬料（費）支給申請書） 

●被扶養者が申請する場合 

 

保険者名称や記号・番号は全国健康保険協会の資格情報が設定される

ため、入力不要です。 

 

────────────────────────────── 
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2-3-1 現金給付、証交付、任意継続等に関する申請編 

①申請内容を入力する（埋葬料（費）支給申請書） 

 

申請者の氏名と亡くなられた被保険者の生年月日を入力します。 

＞郵便番号と住所の入力 へ 

────────────────────────────── 
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2-3-1 現金給付、証交付、任意継続等に関する申請編 

①申請内容を入力する（埋葬料（費）支給申請書） 

●社会保険労務士の場合 

 

保険者名称と記号・番号を入力します。 

 

────────────────────────────── 
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2-3-1 現金給付、証交付、任意継続等に関する申請編 

①申請内容を入力する（埋葬料（費）支給申請書） 

 

氏名と生年月日を入力します。 

＞郵便番号と住所の入力 へ 

 

────────────────────────────── 
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2-3-1 現金給付、証交付、任意継続等に関する申請編 

①申請内容を入力する（埋葬料（費）支給申請書） 

 

郵便番号欄に郵便番号を 7 桁すべて入力します。選択可能な住所が

一覧で表示されます。住所を選択します。 

 

────────────────────────────── 
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2-3-1 現金給付、証交付、任意継続等に関する申請編 

①申請内容を入力する（埋葬料（費）支給申請書） 

 

自動入力された住所を確認し、住所の詳細を入力します。 

 

────────────────────────────── 
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2-3-1 現金給付、証交付、任意継続等に関する申請編 

①申請内容を入力する（埋葬料（費）支給申請書） 

 

電話番号を入力し、今回の申請が再申請の場合は「はい」を、再申請で

はない場合は「いいえ」を選択します。 

 

────────────────────────────── 
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2-3-1 現金給付、証交付、任意継続等に関する申請編 

①申請内容を入力する（埋葬料（費）支給申請書） 

 

① 「次へ」ボタン 

入力内容を確認し、問題がない場合は「次へ」ボタンを押します。 

 

② 「戻る」ボタン 

「戻る」ボタンを押すと、前のページに戻ります。 

 

この画面で「戻る」ボタンを押すと、内容がクリアされますので、

ご注意ください。 

 

③ 「入力データを保存する」ボタン 

「入力データを保存する」ボタンを押すと、次回、メニュー画面の申

請する欄にある「保存データを利用して申請」ボタンから申請を再

開することができます。 

入力内容のデータは「埋葬料（費）支給申請書

_YYYYMMDDhhmmss.json」のファイル名で、ご利用の端末

に保存されます。 

例：2026 年１月 20 日 10 時 30 分 22 秒に「入力データを保

存する」ボタンを押した場合、ファイル名は「埋葬料（費）支給申請

書_20260120103022.json」となります。 

＞2-3-1 ④保存データを利用して申請する へ 

────────────────────────────── 

  



 

167 

2-3-1 現金給付、証交付、任意継続等に関する申請編 

①申請内容を入力する（埋葬料（費）支給申請書） 

2.口座情報を入力する 
 

口座情報の入力は、ご利用いただいている方によって操作方法が異な

ります。以下の該当する箇所から操作方法をご確認ください。 

被保険者の方は ＞被保険者が申請する場合 へ 

被扶養者の方は ＞被扶養者が申請する場合 へ 

社会保険労務士の方は ＞社会保険労務士の場合 へ 

 

────────────────────────────── 

  



 

168 

2-3-1 現金給付、証交付、任意継続等に関する申請編 

①申請内容を入力する（埋葬料（費）支給申請書） 

●被保険者が申請する場合 

 

公金受取口座希望の有無を選択します。 

マイナポータル等で事前登録した公金受取口座への振込を希望する場

合は、「希望する」を選択します。 

公金受取口座への振込を希望しない場合は、「希望しない」を選択しま

す。 

「希望する」を選択した場合 ＞次の操作 へ 

「希望しない」を選択した場合 ＞公金受取口座を希望しない場合 へ 



 

169 

2-3-1 現金給付、証交付、任意継続等に関する申請編 

①申請内容を入力する（埋葬料（費）支給申請書） 

●被保険者の申請：公金受取口座を希望しない場合 

 

公金受取口座への振込を希望しない場合は、口座情報の入力欄が表示

されます。金融機関名称、支店名、口座番号等を入力します。 

金融機関名称を検索して選択するか、直接入力します。 

※金融機関名称は部分一致で検索されます。 

 

────────────────────────────── 



 

170 

2-3-1 現金給付、証交付、任意継続等に関する申請編 

①申請内容を入力する（埋葬料（費）支給申請書） 

 

支店名を検索して選択するか、直接入力します。 

※支店名は部分一致で検索されます。 

 

────────────────────────────── 

  



 

171 

2-3-1 現金給付、証交付、任意継続等に関する申請編 

①申請内容を入力する（埋葬料（費）支給申請書） 

 

口座番号を入力します。 

 

────────────────────────────── 

  



 

172 

2-3-1 現金給付、証交付、任意継続等に関する申請編 

①申請内容を入力する（埋葬料（費）支給申請書） 

 

① 「次へ」ボタン 

入力内容を確認し、問題がない場合は「次へ」ボタンを押します。 

 

② 「戻る」ボタン 

「戻る」ボタンを押すと、前のページに戻ります。 

 

③ 「入力データを保存する」ボタン 

「入力データを保存する」ボタンを押すと、次回、メニュー画面の申

請する欄にある「保存データを利用して申請」ボタンから申請を再

開することができます。 

入力内容のデータは「埋葬料（費）支給申請書

_YYYYMMDDhhmmss.json」のファイル名で、ご利用の端末

に保存されます。 

例：2026 年１月 20 日 10 時 30 分 22 秒に「入力データを保

存する」ボタンを押した場合、ファイル名は「埋葬料（費）支給申請

書_20260120103022.json」となります。 

＞2-3-1 ④保存データを利用して申請する へ 

 

────────────────────────────── 

  



 

173 

2-3-1 現金給付、証交付、任意継続等に関する申請編 

①申請内容を入力する（埋葬料（費）支給申請書） 

●被扶養者が申請する場合 

 

  



 

174 

2-3-1 現金給付、証交付、任意継続等に関する申請編 

①申請内容を入力する（埋葬料（費）支給申請書） 

金融機関名称を検索して選択するか、直接入力します。 

※金融機関名称は部分一致で検索されます。 

 

────────────────────────────── 

 

支店名を検索して選択するか、直接入力します。 

※支店名は部分一致で検索されます。 

────────────────────────────── 



 

175 

2-3-1 現金給付、証交付、任意継続等に関する申請編 

①申請内容を入力する（埋葬料（費）支給申請書） 

 

口座番号を入力します。 

 

────────────────────────────── 

  



 

176 

2-3-1 現金給付、証交付、任意継続等に関する申請編 

①申請内容を入力する（埋葬料（費）支給申請書） 

 

① 「次へ」ボタン 

入力内容を確認し、問題がない場合は「次へ」ボタンを押します。 

 

② 「戻る」ボタン 

「戻る」ボタンを押すと、前のページに戻ります。 

 

③ 「入力データを保存する」ボタン 

「入力データを保存する」ボタンを押すと、次回、メニュー画面の申

請する欄にある「保存データを利用して申請」ボタンから申請を再

開することができます。 

入力内容のデータは「埋葬料（費）支給申請書

_YYYYMMDDhhmmss.json」のファイル名で、ご利用の端末

に保存されます。 

例：2026 年１月 20 日 10 時 30 分 22 秒に「入力データを保

存する」ボタンを押した場合、ファイル名は「埋葬料（費）支給申請

書_20260120103022.json」となります。 

＞2-3-1 ④保存データを利用して申請する へ 

 

────────────────────────────── 

  



 

177 

2-3-1 現金給付、証交付、任意継続等に関する申請編 

①申請内容を入力する（埋葬料（費）支給申請書） 

●社会保険労務士の場合 

 

公金受取口座希望の有無を選択します。 

マイナポータル等で事前登録した公金受取口座への振込を希望する場

合は、「希望する」を選択します。 

公金受取口座への振込を希望しない場合は、「希望しない」を選択しま

す。 

「希望する」を選択した場合 ＞次の操作 へ 

「希望しない」を選択した場合 ＞公金受取口座を希望しない場合 へ 



 

178 

2-3-1 現金給付、証交付、任意継続等に関する申請編 

①申請内容を入力する（埋葬料（費）支給申請書） 

●社会保険労務士の場合：公金受取口座を希望しない場合 

 

公金受取口座への振込を希望しない場合は、口座情報の入力欄が表示

されます。金融機関名称、支店名、口座番号等を入力します。 

金融機関名称を検索して選択するか、直接入力します。 

※金融機関名称は部分一致で検索されます。 

 

────────────────────────────── 



 

179 

2-3-1 現金給付、証交付、任意継続等に関する申請編 

①申請内容を入力する（埋葬料（費）支給申請書） 

 

支店名を検索して選択するか、直接入力します。 

※支店名は部分一致で検索されます。 

 

────────────────────────────── 

 



 

180 

2-3-1 現金給付、証交付、任意継続等に関する申請編 

①申請内容を入力する（埋葬料（費）支給申請書） 

 

口座番号を入力します。 

 

────────────────────────────── 

  



 

181 

2-3-1 現金給付、証交付、任意継続等に関する申請編 

①申請内容を入力する（埋葬料（費）支給申請書） 

 

① 「次へ」ボタン 

入力内容を確認し、問題がない場合は「次へ」ボタンを押します。 

 

② 「戻る」ボタン 

「戻る」ボタンを押すと、前のページに戻ります。 

 

③ 「入力データを保存する」ボタン 

「入力データを保存する」ボタンを押すと、次回、メニュー画面の申

請する欄にある「保存データを利用して申請」ボタンから申請を再

開することができます。 

入力内容のデータは「埋葬料（費）支給申請書

_YYYYMMDDhhmmss.json」のファイル名で、ご利用の端末

に保存されます。 

例：2026 年１月 20 日 10 時 30 分 22 秒に「入力データを保

存する」ボタンを押した場合、ファイル名は「埋葬料（費）支給申請

書_20260120103022.json」となります。 

＞2-3-1 ④保存データを利用して申請する へ 

────────────────────────────── 

  



 

182 

2-3-1 現金給付、証交付、任意継続等に関する申請編 

①申請内容を入力する（埋葬料（費）支給申請書） 

3．申請情報を入力する 
 

ご利用いただいている方によって操作方法が異なります。以下の該当

する箇所から操作方法をご確認ください。 

被保険者の方は ＞被保険者が申請する場合 へ 

被扶養者の方は ＞被扶養者が申請する場合 へ 

社会保険労務士の方は ＞社会保険労務士の場合 へ 

────────────────────────────── 

  



 

183 

2-3-1 現金給付、証交付、任意継続等に関する申請編 

①申請内容を入力する（埋葬料（費）支給申請書） 

●被保険者が申請する場合 

 

死亡者区分と申請区分は自動で設定されるため、入力不要です。 

 

────────────────────────────── 



 

184 

2-3-1 現金給付、証交付、任意継続等に関する申請編 

①申請内容を入力する（埋葬料（費）支給申請書） 

 

死亡した方の氏名（カタカナ）を入力します。 

 

────────────────────────────── 

  



 

185 

2-3-1 現金給付、証交付、任意継続等に関する申請編 

①申請内容を入力する（埋葬料（費）支給申請書） 

 

死亡した方の生年月日と死亡年月日を入力します。 

＞続柄（身分関係）の入力 へ 

 

────────────────────────────── 

  



 

186 

2-3-1 現金給付、証交付、任意継続等に関する申請編 

①申請内容を入力する（埋葬料（費）支給申請書） 

●被扶養者が申請する場合 

 

死亡者区分は自動で設定されるため、入力不要です。 

 

────────────────────────────── 

 

申請区分を入力します。 

埋葬料を選択した場合 ＞申請区分で埋葬料を選択した場合 へ 

埋葬費を選択した場合 ＞申請区分で埋葬費を選択した場合 へ 

 

────────────────────────────── 



 

187 

2-3-1 現金給付、証交付、任意継続等に関する申請編 

①申請内容を入力する（埋葬料（費）支給申請書） 

●被扶養者が申請区分で埋葬料を選択した場合 

 

死亡した方の氏名（カタカナ）を入力します。 

 

────────────────────────────── 

  



 

188 

2-3-1 現金給付、証交付、任意継続等に関する申請編 

①申請内容を入力する（埋葬料（費）支給申請書） 

 

亡くなられた被保険者の生年月日を入力します。 

※加入者情報入力画面で入力したものと同一の生年月日を入力します。 

 

死亡年月日を入力します。 

＞続柄（身分関係）の入力 へ 

────────────────────────────── 



 

189 

2-3-1 現金給付、証交付、任意継続等に関する申請編 

①申請内容を入力する（埋葬料（費）支給申請書） 

 ●被扶養者が申請区分で埋葬費を選択した場合 

 

死亡した方の氏名（カタカナ）を入力します。 

 

────────────────────────────── 

  



 

190 

2-3-1 現金給付、証交付、任意継続等に関する申請編 

①申請内容を入力する（埋葬料（費）支給申請書） 

 

亡くなられた被保険者の生年月日を入力します。 

※加入者情報入力画面で入力したものと同一の生年月日を入力します。 

 

死亡年月日を入力します。 

──────────────────────────────  



 

191 

2-3-1 現金給付、証交付、任意継続等に関する申請編 

①申請内容を入力する（埋葬料（費）支給申請書） 

 

埋葬した年月日と埋葬に要した費用の額を入力します。 

＞続柄（身分関係）の入力 へ 

 

────────────────────────────── 

  



 

192 

2-3-1 現金給付、証交付、任意継続等に関する申請編 

①申請内容を入力する（埋葬料（費）支給申請書） 

●社会保険労務士の場合 

 

死亡者区分を選択し申請区分を入力します。 

埋葬料、または家族埋葬料を選択した場合  

＞申請区分で埋葬料、または家族埋葬料を選択した場合 へ 

埋葬費を選択した場合  

＞申請区分で埋葬費を選択した場合 へ 

────────────────────────────── 



 

193 

2-3-1 現金給付、証交付、任意継続等に関する申請編 

①申請内容を入力する（埋葬料（費）支給申請書） 

●社会保険労務士が申請区分で埋葬料、または家族埋葬料 を選択した場合 

 

死亡した方の氏名（カタカナ）を入力します。 

 

────────────────────────────── 

  



 

194 

2-3-1 現金給付、証交付、任意継続等に関する申請編 

①申請内容を入力する（埋葬料（費）支給申請書） 

 

死亡した方の生年月日と死亡年月日を入力します。 

＞続柄（身分関係）の入力 へ 

 

────────────────────────────── 

  



 

195 

2-3-1 現金給付、証交付、任意継続等に関する申請編 

①申請内容を入力する（埋葬料（費）支給申請書） 

●社会保険労務士が申請区分で埋葬費を選択した場合 

 

死亡した方の氏名（カタカナ）を入力します。 

 

────────────────────────────── 

  



 

196 

2-3-1 現金給付、証交付、任意継続等に関する申請編 

①申請内容を入力する（埋葬料（費）支給申請書） 

 

死亡した方の生年月日と死亡年月日を入力します。 

 

────────────────────────────── 

  



 

197 

2-3-1 現金給付、証交付、任意継続等に関する申請編 

①申請内容を入力する（埋葬料（費）支給申請書） 

 

埋葬した年月日と埋葬に要した費用の額を入力します。 

 

──────────────────────────────  



 

198 

2-3-1 現金給付、証交付、任意継続等に関する申請編 

①申請内容を入力する（埋葬料（費）支給申請書） 

 

被保険者との続柄（身分関係）を入力します。 

 

────────────────────────────── 

 

死亡の原因を入力します。 

  



 

199 

2-3-1 現金給付、証交付、任意継続等に関する申請編 

①申請内容を入力する（埋葬料（費）支給申請書） 

 

────────────────────────────── 

  

 

「死亡の原因」で「仕事中（業務上）での傷病」、または「通勤

途中での傷病」を選択した場合は「労働災害、通勤災害の認

定を受けていますか。」の入力欄が表示されます。 

労働災害、通勤災害の認定の有無を入力します。 

 



 

200 

2-3-1 現金給付、証交付、任意継続等に関する申請編 

①申請内容を入力する（埋葬料（費）支給申請書） 

 

傷病の原因は第三者の行為（交通事故やケンカ等）によるものかを選

択します。 

 

────────────────────────────── 

 

同一の死亡に関して、健康保険組合や国民健康保険等からの埋葬料

（費）の受給の有無を選択します。 

 

────────────────────────────── 

  



 

201 

2-3-1 現金給付、証交付、任意継続等に関する申請編 

①申請内容を入力する（埋葬料（費）支給申請書） 

 

① 「次へ」ボタン 

入力内容を確認し、問題がない場合は「次へ」ボタンを押します。 

＞2-3-1 ②書類をアップロードする へ 

 

② 「戻る」ボタン 

「戻る」ボタンを押すと、前のページに戻ります。 

 

③ 「入力データを保存する」ボタン 

「入力データを保存する」ボタンを押すと、次回、メニュー画面の申

請する欄にある「保存データを利用して申請」ボタンから申請を再

開することができます。 

入力内容のデータは 

「埋葬料（費）支給申請書_YYYYMMDDhhmmss.json」のファ

イル名で、ご利用の端末に保存されます。 

例：2026 年 01 月 20 日 10 時 30 分 22 秒に「入力データを

保存する」ボタンを押した場合、ファイル名は 

「埋葬料（費）支給申請書_20260120103022.json」となりま

す。 

＞2-3-1 ④保存データを利用して申請する へ 

 

────────────────────────────── 



 

202 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現金給付、証交付、任意継続等に関する申請 編 

 

2-3-1-①-e 

 

申請内容を入力する 

療養費支給申請書（立替払等） 

 

 

 

 

本項では療養費支給申請書（立替払等）の申請内容を入力する操作概

要について説明します。 



 

203 

2-3-1 現金給付、証交付、任意継続等に関する申請編 

① 申請内容を入力する（療養費支給申請書（立替払等）） 

１．加入者情報を入力する 

●被保険者が申請する場合 

 

保険者名称や記号・番号は全国健康保険協会の資格情報が設定される

ため、入力不要です。 

 

────────────────────────────── 



 

204 

2-3-1 現金給付、証交付、任意継続等に関する申請編 

① 申請内容を入力する（療養費支給申請書（立替払等）） 

 

氏名と生年月日は全国健康保険協会の資格情報が設定されます。入力

内容に誤りがないか確認し、誤りがある場合は修正します。 

＞郵便番号と住所の入力 へ 

  



 

205 

2-3-1 現金給付、証交付、任意継続等に関する申請編 

① 申請内容を入力する（療養費支給申請書（立替払等）） 

●社会保険労務士の場合 

 

保険者名称と記号・番号を入力します。 

 

────────────────────────────── 



 

206 

2-3-1 現金給付、証交付、任意継続等に関する申請編 

① 申請内容を入力する（療養費支給申請書（立替払等）） 

 

氏名と生年月日を入力します。 

＞郵便番号と住所の入力 へ 

────────────────────────────── 



 

207 

2-3-1 現金給付、証交付、任意継続等に関する申請編 

① 申請内容を入力する（療養費支給申請書（立替払等）） 

 

郵便番号欄に郵便番号を 7 桁すべて入力します。選択可能な住所が

一覧で表示されます。住所を選択します。 

 

────────────────────────────── 

  



 

208 

2-3-1 現金給付、証交付、任意継続等に関する申請編 

① 申請内容を入力する（療養費支給申請書（立替払等）） 

 

自動入力された住所を確認し、住所の詳細を入力します。 

 

────────────────────────────── 



 

209 

2-3-1 現金給付、証交付、任意継続等に関する申請編 

① 申請内容を入力する（療養費支給申請書（立替払等）） 

 

電話番号を入力し、今回の申請が再申請の場合は「はい」を、再申請で

はない場合は「いいえ」を選択します。 

 

────────────────────────────── 

  



 

210 

2-3-1 現金給付、証交付、任意継続等に関する申請編 

① 申請内容を入力する（療養費支給申請書（立替払等）） 

 

① 「次へ」ボタン 

入力内容を確認し、問題がない場合は「次へ」ボタンを押します。 

 

② 「戻る」ボタン 

「戻る」ボタンを押すと、前のページに戻ります。 

 

この画面で「戻る」ボタンを押すと、内容がクリアされますので、

ご注意ください。 

 

③ 「入力データを保存する」ボタン 

「入力データを保存する」ボタンを押すと、次回、メニュー画面の申

請する欄にある「保存データを利用して申請」ボタンから申請を再

開することができます。 

入力内容のデータは「療養費支給申請書（立替払等）

_YYYYMMDDhhmmss.json」のファイル名で、ご利用の端末

に保存されます。 

例：2026 年１月 20 日 10 時 30 分 22 秒に「入力データを保

存する」ボタンを押した場合、ファイル名は「療養費支給申請書（立

替払等）_20260120103022.json」となります。 

＞2-3-1 ④保存データを利用して申請する へ 

 

────────────────────────────── 



 

211 

2-3-1 現金給付、証交付、任意継続等に関する申請編 

① 申請内容を入力する（療養費支給申請書（立替払等）） 

2.口座情報を入力する 

 

公金受取口座希望の有無を選択します。 

マイナポータル等で事前登録した公金受取口座への振込を希望する場

合は、「希望する」を選択します。 

公金受取口座への振込を希望しない場合は、「希望しない」を選択しま

す。 

「希望する」を選択した場合 ＞次の操作 へ 

「希望しない」を選択した場合 ＞公金受取口座を希望しない場合 へ 



 

212 

2-3-1 現金給付、証交付、任意継続等に関する申請編 

① 申請内容を入力する（療養費支給申請書（立替払等）） 

────────────────────────────── 

●公金受取口座を希望しない場合 

 

金融機関名称を検索して選択するか、直接入力します。 

※金融機関名称は部分一致で検索されます。 

 

────────────────────────────── 

  



 

213 

2-3-1 現金給付、証交付、任意継続等に関する申請編 

① 申請内容を入力する（療養費支給申請書（立替払等）） 

 

支店名を検索して選択するか、直接入力します。 

※支店名は部分一致で検索されます。 

 

────────────────────────────── 

  



 

214 

2-3-1 現金給付、証交付、任意継続等に関する申請編 

① 申請内容を入力する（療養費支給申請書（立替払等）） 

 

口座番号を入力します。 

 

────────────────────────────── 

  



 

215 

2-3-1 現金給付、証交付、任意継続等に関する申請編 

① 申請内容を入力する（療養費支給申請書（立替払等）） 

 

① 「次へ」ボタン 

入力内容を確認し、問題がない場合は「次へ」ボタンを押します。 

 

② 「戻る」ボタン  

「戻る」ボタンを押すと、前のページに戻ります。 

 

③ 「入力データを保存する」ボタン 

「入力データを保存する」ボタンを押すと、次回、メニュー画面の申

請する欄にある「保存データを利用して申請」ボタンから申請を再

開することができます。 

入力内容のデータは「療養費支給申請書（立替払等）

_YYYYMMDDhhmmss.json」のファイル名で、ご利用の端末

に保存されます。 

例：2026 年１月 20 日 10 時 30 分 22 秒に「入力データを保

存する」ボタンを押した場合、ファイル名は「療養費支給申請書（立

替払等）_20260120103022.json」となります。 

＞2-3-1 ④保存データを利用して申請する へ 

 

────────────────────────────── 

  



 

216 

2-3-1 現金給付、証交付、任意継続等に関する申請編 

① 申請内容を入力する（療養費支給申請書（立替払等）） 

3．申請情報を入力する 

 

今回の申請が被保険者受診分の申請の場合は「被保険者」を、家族（被

扶養者）受診分の申請の場合は「家族（被扶養者）」を選択します。 

 

────────────────────────────── 

  



 

217 

2-3-1 現金給付、証交付、任意継続等に関する申請編 

① 申請内容を入力する（療養費支給申請書（立替払等）） 

 

受診者の氏名と生年月日を入力します。 

 

────────────────────────────── 

  



 

218 

2-3-1 現金給付、証交付、任意継続等に関する申請編 

① 申請内容を入力する（療養費支給申請書（立替払等）） 

 

傷病名と発病・負傷年月日を入力します。 

 

────────────────────────────── 



 

219 

2-3-1 現金給付、証交付、任意継続等に関する申請編 

① 申請内容を入力する（療養費支給申請書（立替払等）） 

 

傷病の原因を入力し、原因が第三者の行為によるものか選択します。 

 

「傷病の原因」で「仕事中（業務上）での傷病」、または「通勤途

中での傷病」を選択した場合、「労働災害、通勤災害の認定を

受けていますか。」が表示されます。 

労働災害、通勤災害の認定の有無を選択します。 

 



 

220 

2-3-1 現金給付、証交付、任意継続等に関する申請編 

① 申請内容を入力する（療養費支給申請書（立替払等）） 

 

診療を受けた医療機関等の名称と所在地を入力します。 

 

────────────────────────────── 



 

221 

2-3-1 現金給付、証交付、任意継続等に関する申請編 

① 申請内容を入力する（療養費支給申請書（立替払等）） 

 

診療した医師等の氏名を入力します。 

 

────────────────────────────── 

  



 

222 

2-3-1 現金給付、証交付、任意継続等に関する申請編 

① 申請内容を入力する（療養費支給申請書（立替払等）） 

 

診療を受けた期間を入力します。 

 

────────────────────────────── 

  



 

223 

2-3-1 現金給付、証交付、任意継続等に関する申請編 

① 申請内容を入力する（療養費支給申請書（立替払等）） 

 

用意していた領収書に記載されている金額を入力します。 

 

────────────────────────────── 

 

診療の内容を入力し、申請理由を選択します。 

 

────────────────────────────── 



 

224 

2-3-1 現金給付、証交付、任意継続等に関する申請編 

① 申請内容を入力する（療養費支給申請書（立替払等）） 

 

① 「次へ」ボタン 

入力内容を確認し、問題がない場合は「次へ」ボタンを押します。 

＞2-3-1 ②書類をアップロードする へ 

 

② 「戻る」ボタン 

「戻る」ボタンを押すと、前のページに戻ります。 

 

③ 「入力データを保存する」ボタン 

「入力データを保存する」ボタンを押すと、次回、メニュー画面の申

請する欄にある「保存データを利用して申請」ボタンから申請を再

開することができます。 

入力内容のデータは「療養費支給申請書（立替払等）

_YYYYMMDDhhmmss.json」のファイル名で、ご利用の端末

に保存されます。 

例：2026 年 1 月 20 日 10 時 30 分 22 秒に「入力データを存

する」ボタンを押した場合、ファイル名は「療養費支給申請書（立替

払等）_20260120103022.json」となります。 

＞2-3-1 ④保存データを利用して申請する へ 

 

────────────────────────────── 



 

225 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現金給付、証交付、任意継続等に関する申請 編 

 

2-3-1-①-f 

 

申請内容を入力する 

療養費支給申請書（治療用装具） 

 

 

 

 

本項では療養費支給申請書（治療用装具）の申請内容を入力する操作

概要について説明します。 



 

226 

2-3-1 現金給付、証交付、任意継続等に関する申請編 

① 申請内容を入力する（療養費支給申請書（治療用装具）） 

１．加入者情報を入力する 

●被保険者が申請する場合 

 

保険者名称や記号・番号は全国健康保険協会の資格情報が設定される

ため、入力不要です。 

 

────────────────────────────── 



 

227 

2-3-1 現金給付、証交付、任意継続等に関する申請編 

① 申請内容を入力する（療養費支給申請書（治療用装具）） 

 

氏名と生年月日は全国健康保険協会の資格情報が設定されます。入力

内容に誤りがないか確認し、誤りがある場合は修正します。 

＞郵便番号と住所の入力 へ 

  



 

228 

2-3-1 現金給付、証交付、任意継続等に関する申請編 

① 申請内容を入力する（療養費支給申請書（治療用装具）） 

●社会保険労務士の場合 

 

保険者名称と記号・番号を入力します。 

 

────────────────────────────── 



 

229 

2-3-1 現金給付、証交付、任意継続等に関する申請編 

① 申請内容を入力する（療養費支給申請書（治療用装具）） 

 

氏名と生年月日を入力します。 

＞郵便番号と住所の入力 へ 

 

────────────────────────────── 



 

230 

2-3-1 現金給付、証交付、任意継続等に関する申請編 

① 申請内容を入力する（療養費支給申請書（治療用装具）） 

 

郵便番号欄に郵便番号を 7 桁すべて入力します。選択可能な住所が

一覧で表示されます。住所を選択します。 

 

────────────────────────────── 

  



 

231 

2-3-1 現金給付、証交付、任意継続等に関する申請編 

① 申請内容を入力する（療養費支給申請書（治療用装具）） 

 

自動入力された住所を確認し、住所の詳細を入力します。 

 

────────────────────────────── 



 

232 

2-3-1 現金給付、証交付、任意継続等に関する申請編 

① 申請内容を入力する（療養費支給申請書（治療用装具）） 

 

電話番号を入力し、今回の申請が再申請の場合は「はい」を、再申請で

はない場合は「いいえ」を選択します。 

 

────────────────────────────── 

  



 

233 

2-3-1 現金給付、証交付、任意継続等に関する申請編 

① 申請内容を入力する（療養費支給申請書（治療用装具）） 

 

① 「次へ」ボタン 

入力内容を確認し、問題がない場合は「次へ」ボタンを押します。 

 

② 「戻る」ボタン 

「戻る」ボタンを押すと、前のページに戻ります。 

 

この画面で「戻る」ボタンを押すと、内容がクリアされますので、

ご注意ください。 

 

③ 「入力データを保存する」ボタン 

「入力データを保存する」ボタンを押すと、次回、メニュー画面の申

請する欄にある「保存データを利用して申請」ボタンから申請を再

開することができます。 

入力内容のデータは「療養費支給申請書（治療用装具）

_YYYYMMDDhhmmss.json」のファイル名で、ご利用の端末

に保存されます。 

例：2026 年１月 20 日 10 時 30 分 22 秒に「入力データを保

存する」ボタンを押した場合、ファイル名は「療養費支給申請書（治

療用装具）_20260120103022.json」となります。 

＞2-3-1 ④保存データを利用して申請する へ 

────────────────────────────── 

  



 

234 

2-3-1 現金給付、証交付、任意継続等に関する申請編 

① 申請内容を入力する（療養費支給申請書（治療用装具）） 

2.口座情報を入力する 

 

公金受取口座希望の有無を選択します。 

マイナポータル等で事前登録した公金受取口座への振込を希望する場

合は、「希望する」を選択します。 

公金受取口座への振込を希望しない場合は、「希望しない」を選択しま

す。 

「希望する」を選択した場合 ＞次の操作 へ 

「希望しない」を選択した場合 ＞公金受取口座を希望しない場合 へ 



 

235 

2-3-1 現金給付、証交付、任意継続等に関する申請編 

① 申請内容を入力する（療養費支給申請書（治療用装具）） 

────────────────────────────── 

●公金受取口座を希望しない場合 

 

金融機関名称を検索して選択するか、直接入力します。 

※金融機関名称は部分一致で検索されます。 

 

────────────────────────────── 

  



 

236 

2-3-1 現金給付、証交付、任意継続等に関する申請編 

① 申請内容を入力する（療養費支給申請書（治療用装具）） 

 

支店名を検索して選択するか、直接入力します。 

※支店名は部分一致で検索されます。 

 

────────────────────────────── 

  



 

237 

2-3-1 現金給付、証交付、任意継続等に関する申請編 

① 申請内容を入力する（療養費支給申請書（治療用装具）） 

 

口座番号を入力します。 

 

────────────────────────────── 

  



 

238 

2-3-1 現金給付、証交付、任意継続等に関する申請編 

① 申請内容を入力する（療養費支給申請書（治療用装具）） 

 

① 「次へ」ボタン 

入力内容を確認し、問題がない場合は「次へ」ボタンを押します。 

 

② 「戻る」ボタン 

「戻る」ボタンを押すと、前のページに戻ります。 

 

③ 「入力データを保存する」ボタン 

「入力データを保存する」ボタンを押すと、次回、メニュー画面の申

請する欄にある「保存データを利用して申請」ボタンから申請を再

開することができます。 

入力内容のデータは「療養費支給申請書（治療用装具）

_YYYYMMDDhhmmss.json」のファイル名で、ご利用の端末

に保存されます。 

例：2026 年１月 20 日 10 時 30 分 22 秒に「入力データを保

存する」ボタンを押した場合、ファイル名は「療養費支給申請書（治

療用装具）_20260120103022.json」となります。 

＞2-3-1 ④保存データを利用して申請する へ 

 

────────────────────────────── 

  



 

239 

2-3-1 現金給付、証交付、任意継続等に関する申請編 

① 申請内容を入力する（療養費支給申請書（治療用装具）） 

3．申請情報を入力する 

 

被保険者が治療用装具を作製・購入・装着した場合は「被保険者」を、家

族（被扶養者）が治療用装具を作製・購入・装着した場合は「家族（被扶

養者）」を選択します。 

 

────────────────────────────── 

  



 

240 

2-3-1 現金給付、証交付、任意継続等に関する申請編 

① 申請内容を入力する（療養費支給申請書（治療用装具）） 

 

装具作製対象者の氏名と生年月日を入力します。 

 

────────────────────────────── 

  



 

241 

2-3-1 現金給付、証交付、任意継続等に関する申請編 

① 申請内容を入力する（療養費支給申請書（治療用装具）） 

 

傷病名と発病・負傷年月日を入力します。 

 

────────────────────────────── 



 

242 

2-3-1 現金給付、証交付、任意継続等に関する申請編 

① 申請内容を入力する（療養費支給申請書（治療用装具）） 

 

傷病の原因を入力し、原因が第三者の行為によるものか選択します。 

 

「傷病の原因」で「仕事中（業務上）での傷病」、または「通勤途

中での傷病」を選択した場合、「労働災害、通勤災害の認定を

受けていますか。」が表示されます。 

労働災害、通勤災害の認定の有無を選択します。 

 

 

────────────────────────────── 



 

243 

2-3-1 現金給付、証交付、任意継続等に関する申請編 

① 申請内容を入力する（療養費支給申請書（治療用装具）） 

 

診療を受けた医療機関等の名称と所在地を入力します。 

 

────────────────────────────── 

  



 

244 

2-3-1 現金給付、証交付、任意継続等に関する申請編 

① 申請内容を入力する（療養費支給申請書（治療用装具）） 

 

診療した医師等の氏名を入力します。 

 

────────────────────────────── 

 

装具の装具指示日（医師による装着指示日）を入力します。 

 

────────────────────────────── 



 

245 

2-3-1 現金給付、証交付、任意継続等に関する申請編 

① 申請内容を入力する（療養費支給申請書（治療用装具）） 

 

用意していた領収書に記載されている装具等購入日と金額を入力しま

す。 

 

────────────────────────────── 

  



 

246 

2-3-1 現金給付、証交付、任意継続等に関する申請編 

① 申請内容を入力する（療養費支給申請書（治療用装具）） 

 

用意していた証明書に記載されている装具を装着した日を確認し、入

力します。 

 

────────────────────────────── 

 

診療の内容と申請理由は入力不要です。 

────────────────────────────── 



 

247 

2-3-1 現金給付、証交付、任意継続等に関する申請編 

① 申請内容を入力する（療養費支給申請書（治療用装具）） 

 

① 「次へ」ボタン 

入力内容を確認し、問題がない場合は「次へ」ボタンを押します。 

＞2-3-1 ②書類をアップロードする へ 

 

② 「戻る」ボタン 

「戻る」ボタンを押すと、前のページに戻ります。 

 

③ 「入力データを保存する」ボタン 

「入力データを保存する」ボタンを押すと、次回、メニュー画面の申

請する欄にある「保存データを利用して申請」ボタンから申請を再

開することができます。 

入力内容のデータは「療養費支給申請書（治療用装具）

_YYYYMMDDhhmmss.json」のファイル名で、ご利用の端末

に保存されます。 

例：2026 年 1 月 20 日 10 時 30 分 22 秒に「入力データを保

存する」ボタンを押した場合、ファイル名は「療養費支給申請書（治

療用装具）_20260120103022.json」となります。 

＞2-3-1 ④保存データを利用して申請する へ 

 

────────────────────────────── 

 



 

248 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現金給付、証交付、任意継続等に関する申請 編 

 

2-3-1-①-g 

 

申請内容を入力する 

高額療養費支給申請書 

 

 

 

 

本項では高額療養費支給申請書の申請内容を入力する操作概要につ

いて説明します。 



 

249 

2-3-1 現金給付、証交付、任意継続等に関する申請編 

① 申請内容を入力する（高額療養費支給申請書） 

１．加入者情報を入力する 

●被保険者が申請する場合 

 

保険者名称や記号・番号は全国健康保険協会の資格情報が設定される

ため、入力不要です。 

 

────────────────────────────── 



 

250 

2-3-1 現金給付、証交付、任意継続等に関する申請編 

① 申請内容を入力する（高額療養費支給申請書） 

 

氏名と生年月日は全国健康保険協会の資格情報が設定されます。入力

内容に誤りがないか確認し、誤りがある場合は修正します。 

＞郵便番号と住所の入力 へ 

 



 

251 

2-3-1 現金給付、証交付、任意継続等に関する申請編 

① 申請内容を入力する（高額療養費支給申請書） 

●社会保険労務士の場合 

 

保険者名称と記号・番号を入力します。 

 

────────────────────────────── 



 

252 

2-3-1 現金給付、証交付、任意継続等に関する申請編 

① 申請内容を入力する（高額療養費支給申請書） 

 

氏名と生年月日を入力します。 

＞郵便番号と住所の入力 へ 

────────────────────────────── 



 

253 

2-3-1 現金給付、証交付、任意継続等に関する申請編 

① 申請内容を入力する（高額療養費支給申請書） 

 

郵便番号欄に郵便番号を 7 桁すべて入力します。選択可能な住所が

一覧で表示されます。住所を選択します。 

 

────────────────────────────── 

  



 

254 

2-3-1 現金給付、証交付、任意継続等に関する申請編 

① 申請内容を入力する（高額療養費支給申請書） 

 

自動入力された住所を確認し、住所の詳細を入力します。 

 

────────────────────────────── 



 

255 

2-3-1 現金給付、証交付、任意継続等に関する申請編 

① 申請内容を入力する（高額療養費支給申請書） 

 

電話番号を入力し、今回の申請が再申請の場合は「はい」を、再申請で

はない場合は「いいえ」を選択します。 

 

────────────────────────────── 

  



 

256 

2-3-1 現金給付、証交付、任意継続等に関する申請編 

① 申請内容を入力する（高額療養費支給申請書） 

 

① 「次へ」ボタン 

入力内容を確認し、問題がない場合は「次へ」ボタンを押します。 

 

② 「戻る」ボタン 

「戻る」ボタンを押すと、前のページに戻ります。 

 

 

この画面で「戻る」ボタンを押すと、内容がクリアされますので、

ご注意ください。 

 

③ 「入力データを保存する」ボタン 

「入力データを保存する」ボタンを押すと、次回、メニュー画面の申

請する欄にある「保存データを利用して申請」ボタンから申請を再

開することができます。 

入力内容のデータは「高額療養費支給申請書

_YYYYMMDDhhmmss.json」のファイル名で、ご利用の端末

に保存されます。 

例：2026 年１月 20 日 10 時 30 分 22 秒に「入力データを保

存する」ボタンを押した場合、ファイル名は「高額療養費支給申請

書_20260120103022.json」となります。 

＞2-3-1 ④保存データを利用して申請する へ 

────────────────────────────── 



 

257 

2-3-1 現金給付、証交付、任意継続等に関する申請編 

① 申請内容を入力する（高額療養費支給申請書） 

2.口座情報を入力する 

 

公金受取口座希望の有無を選択します。 

マイナポータル等で事前登録した公金受取口座への振込を希望する場

合は、「希望する」を選択します。 

公金受取口座への振込を希望しない場合は、「希望しない」を選択しま

す。 

「希望する」を選択した場合 >次の操作 へ 

「希望しない」を選択した場合 ＞公金受取口座を希望しない場合 へ 



 

258 

2-3-1 現金給付、証交付、任意継続等に関する申請編 

① 申請内容を入力する（高額療養費支給申請書） 

────────────────────────────── 

●公金受取口座を希望しない場合 

 

金融機関名称を検索して選択するか、直接入力します。 

※金融機関名称は部分一致で検索されます。 

 

────────────────────────────── 

  



 

259 

2-3-1 現金給付、証交付、任意継続等に関する申請編 

① 申請内容を入力する（高額療養費支給申請書） 

 

支店名を検索して選択するか、直接入力します。 

※支店名は部分一致で検索されます。 

 

────────────────────────────── 

  



 

260 

2-3-1 現金給付、証交付、任意継続等に関する申請編 

① 申請内容を入力する（高額療養費支給申請書） 

 

口座番号を入力します。 

 

────────────────────────────── 

  



 

261 

2-3-1 現金給付、証交付、任意継続等に関する申請編 

① 申請内容を入力する（高額療養費支給申請書） 

 

① 「次へ」ボタン 

入力内容を確認し、問題がない場合は「次へ」ボタンを押します。 

 

② 「戻る」ボタン 

「戻る」ボタンを押すと、前のページに戻ります。 

 

③ 「入力データを保存する」ボタン 

「入力データを保存する」ボタンを押すと、次回、メニュー画面の申

請する欄にある「保存データを利用して申請」ボタンから申請を再

開することができます。 

入力内容のデータは「高額療養費支給申請書

_YYYYMMDDhhmmss.json」のファイル名で、ご利用の端末

に保存されます。 

例：2026 年１月 20 日 10 時 30 分 22 秒に「入力データを保

存する」ボタンを押した場合、ファイル名は「高額療養費支給申請

書_20260120103022.json」となります。 

＞2-3-1 ④保存データを利用して申請する へ 

 

────────────────────────────── 

  



 

262 

2-3-1 現金給付、証交付、任意継続等に関する申請編 

① 申請内容を入力する（高額療養費支給申請書） 

3．申請情報を入力する 

 

診療を受けた年月を入力します。 

 

────────────────────────────── 



 

263 

2-3-1 現金給付、証交付、任意継続等に関する申請編 

① 申請内容を入力する（高額療養費支給申請書） 

 

受診者の氏名、生年月日を入力します。 

 

────────────────────────────── 



 

264 

2-3-1 現金給付、証交付、任意継続等に関する申請編 

① 申請内容を入力する（高額療養費支給申請書） 

 

受診した医療機関、または処方を受けた薬局の名称を入力します。 

 

────────────────────────────── 

 

受診した医療機関、または処方を受けた薬局の所在地を入力します。 

 

────────────────────────────── 



 

265 

2-3-1 現金給付、証交付、任意継続等に関する申請編 

① 申請内容を入力する（高額療養費支給申請書） 

 

「病気」、または「ケガ」を選択し、療養を受けた期間を入力します。 

 

────────────────────────────── 

  



 

266 

2-3-1 現金給付、証交付、任意継続等に関する申請編 

① 申請内容を入力する（高額療養費支給申請書） 

 

支払額を入力します。 

申請内容が 1 つの場合は 

＞多数該当の確認の入力 へ 

複数申請内容がある場合、次の操作に進みます。 

 

────────────────────────────── 

 

「申請内容入力欄を追加」ボタンを押します。 

 

────────────────────────────── 



 

267 

2-3-1 現金給付、証交付、任意継続等に関する申請編 

① 申請内容を入力する（高額療養費支給申請書） 

 

新しく申請内容入力欄が表示されます。 

受診者の氏名、生年月日を入力します。 

 

────────────────────────────── 

  



 

268 

2-3-1 現金給付、証交付、任意継続等に関する申請編 

① 申請内容を入力する（高額療養費支給申請書） 

 

受診した医療機関、または処方を受けた薬局の名称を入力します。 

 

────────────────────────────── 

 

受診した医療機関、または処方を受けた薬局の所在地を入力します。 

 

────────────────────────────── 



 

269 

2-3-1 現金給付、証交付、任意継続等に関する申請編 

① 申請内容を入力する（高額療養費支給申請書） 

 

「病気」、または「ケガ」を選択し、療養を受けた期間を入力します。 

 

────────────────────────────── 

  



 

270 

2-3-1 現金給付、証交付、任意継続等に関する申請編 

① 申請内容を入力する（高額療養費支給申請書） 

 

支払額を入力します。 

また、申請内容が３つ以上の場合は、「申請内容入力欄を追加」ボタン

を押し、同様の手順で申請内容の追加が可能です。 

 

 

  

 

申請内容を削除する場合は「申請内容〇入力欄を削除」ボタン

を押します。 

 

「OK」ボタンを押します。 

 



 

271 

2-3-1 現金給付、証交付、任意継続等に関する申請編 

① 申請内容を入力する（高額療養費支給申請書） 

 

────────────────────────────── 

  

 

「申請内容〇入力欄を削除」ボタンを押すと、「申請内容〇」の内容

がクリアされますので、ご注意ください。 

申請内容を複数入力した状態で、いずれかの申請内容を削除する

と、削除した申請内容以降の連番が自動的に繰り上がって表示さ

れます。 



 

272 

2-3-1 現金給付、証交付、任意継続等に関する申請編 

① 申請内容を入力する（高額療養費支給申請書） 

 

申請情報入力画面にて最初に入力した「診療年月」以前 1 年間に、高

額療養費に該当する月が 3 か月以上ある場合は直近３か月の診療年

月を入力します。 

────────────────────────────── 



 

273 

2-3-1 現金給付、証交付、任意継続等に関する申請編 

① 申請内容を入力する（高額療養費支給申請書） 

 

自己負担限度額の所得区分が「低所得者」に該当するか選択します。 

  



 

274 

2-3-1 現金給付、証交付、任意継続等に関する申請編 

① 申請内容を入力する（高額療養費支給申請書） 

  

 

「被保険者は自己負担限度額の所得区分が「低所得者」とな

りますか。」で「はい」を選択した場合、「マイナンバーを利用

した情報照会を希望しますか。」が表示されます。 

 

マイナンバーを利用した情報照会を希望するかを選択しま

す。 

 



 

275 

2-3-1 現金給付、証交付、任意継続等に関する申請編 

① 申請内容を入力する（高額療養費支給申請書） 

 

────────────────────────────── 

 

「マイナンバーを利用した情報照会を希望しますか。」で「希

望する」を選択している場合、被保険者郵便番号の入力欄が

表示されます。 

 

被保険者郵便番号を入力します。 



 

276 

2-3-1 現金給付、証交付、任意継続等に関する申請編 

① 申請内容を入力する（高額療養費支給申請書） 

 

① 「次へ」ボタン 

入力内容を確認し、問題がない場合は「次へ」ボタンを押します。 

＞2-3-1 ②書類をアップロードする へ 

 

② 「戻る」ボタン 

「戻る」ボタンを押すと、前のページに戻ります。 

 

③ 「入力データを保存する」ボタン 

「入力データを保存する」ボタンを押すと、次回、メニュー画面の申

請する欄にある「保存データを利用して申請」ボタンから申請を再

開することができます。 

入力内容のデータは「高額療養費支給申請書

_YYYYMMDDhhmmss.json」のファイル名で、ご利用の端末

に保存されます。 

例：2026 年 1 月 20 日 10 時 30 分 22 秒に「入力データを保

存する」ボタンを押した場合、ファイル名は 

「高額療養費支給申請書_20260120103022.json」となりま

す。 

＞2-3-1 ④保存データを利用して申請する へ 

 

────────────────────────────── 



 

277 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現金給付、証交付、任意継続等に関する申請 編 

 

2-3-1-①-h 

 

申請内容を入力する 

限度額適用認定申請書 

 

 

 

 

本項では限度額適用認定申請書の申請内容を入力する操作概要につ

いて説明します。 



 

278 

2-3-1 現金給付、証交付、任意継続等に関する申請編 

①申請内容を入力する（限度額適用認定申請書） 

１．加入者情報を入力する 

●被保険者が申請する場合 

 

保険者名称や記号・番号は全国健康保険協会の資格情報が設定される

ため、入力不要です。 

 

────────────────────────────── 



 

279 

2-3-1 現金給付、証交付、任意継続等に関する申請編 

①申請内容を入力する（限度額適用認定申請書） 

 

氏名と生年月日は全国健康保険協会の資格情報が設定されます。入力

内容に誤りがないか確認し、誤りがある場合は修正します。 

＞郵便番号と住所の入力 へ 

 



 

280 

2-3-1 現金給付、証交付、任意継続等に関する申請編 

①申請内容を入力する（限度額適用認定申請書） 

●社会保険労務士の場合 

 

保険者名称と記号・番号を入力します。 

 

────────────────────────────── 



 

281 

2-3-1 現金給付、証交付、任意継続等に関する申請編 

①申請内容を入力する（限度額適用認定申請書） 

 

氏名と生年月日を入力します。 

＞郵便番号と住所の入力 へ 

────────────────────────────── 



 

282 

2-3-1 現金給付、証交付、任意継続等に関する申請編 

①申請内容を入力する（限度額適用認定申請書） 

 

郵便番号欄に郵便番号を 7 桁すべて入力します。選択可能な住所が

一覧で表示されます。住所を選択します。 

 

────────────────────────────── 

  



 

283 

2-3-1 現金給付、証交付、任意継続等に関する申請編 

①申請内容を入力する（限度額適用認定申請書） 

 

自動入力された住所を確認し、住所の詳細を入力します。 

 

────────────────────────────── 



 

284 

2-3-1 現金給付、証交付、任意継続等に関する申請編 

①申請内容を入力する（限度額適用認定申請書） 

 

電話番号を入力し、今回の申請が再申請の場合は「はい」を、再申請で

はない場合は「いいえ」を選択します。 

 

────────────────────────────── 

  



 

285 

2-3-1 現金給付、証交付、任意継続等に関する申請編 

①申請内容を入力する（限度額適用認定申請書） 

 

① 「次へ」ボタン 

入力内容を確認し、問題がない場合は「次へ」ボタンを押します。 

 

② 「戻る」ボタン 

「戻る」ボタンを押すと、前のページに戻ります。 

 

 

この画面で「戻る」ボタンを押すと、内容がクリアされますので、

ご注意ください。 

 

③ 「入力データを保存する」ボタン 

「入力データを保存する」ボタンを押すと、次回、メニュー画面の申

請する欄にある「保存データを利用して申請」ボタンから申請を再

開することができます。 

入力内容のデータは「限度額適用認定申請書

_YYYYMMDDhhmmss.json」のファイル名で、ご利用の端末

に保存されます。 

例：2026 年１月 20 日 10 時 30 分 22 秒に「入力データを保

存する」ボタンを押した場合、ファイル名は「限度額適用認定申請

書_20260120103022.json」となります。 

＞2-3-1 ④保存データを利用して申請する へ 

  



 

286 

2-3-1 現金給付、証交付、任意継続等に関する申請編 

①申請内容を入力する（限度額適用認定申請書） 

2．申請情報を入力する 

 

療養する方の氏名（カタカナ）を入力します。 

 

────────────────────────────── 

  



 

287 

2-3-1 現金給付、証交付、任意継続等に関する申請編 

①申請内容を入力する（限度額適用認定申請書） 

 

療養する方の生年月日を入力します。 

 

────────────────────────────── 

 

送付希望先情報の有無を選択します。 

「はい」を選択した場合 ＞送付希望先の入力 へ 

「いいえ」を選択した場合 ＞申請代行者 へ 

────────────────────────────── 



 

288 

2-3-1 現金給付、証交付、任意継続等に関する申請編 

①申請内容を入力する（限度額適用認定申請書） 

●「はい」を選択した場合 

送付希望先の郵便番号、住所、宛名、電話番号を入力する欄が表示さ

れます。 

 

郵便番号欄に郵便番号を 7 桁すべて入力します。 

該当する住所が自動で表示されますので、住所を選択します。 

 

────────────────────────────── 

  



 

289 

2-3-1 現金給付、証交付、任意継続等に関する申請編 

①申請内容を入力する（限度額適用認定申請書） 

 

自動入力された住所を確認し、住所の詳細を入力します。 

 

────────────────────────────── 

  



 

290 

2-3-1 現金給付、証交付、任意継続等に関する申請編 

①申請内容を入力する（限度額適用認定申請書） 

 

宛名と電話番号を入力します。 

 

────────────────────────────── 

  



 

291 

2-3-1 現金給付、証交付、任意継続等に関する申請編 

①申請内容を入力する（限度額適用認定申請書） 

 

入力欄がグレーの背景になっている、「氏名」「被保険者との関係」「電

話番号」「申請代行の理由」の入力は不要です。 

 

────────────────────────────── 

 

備考がある場合は備考欄に入力します。 

────────────────────────────── 



 

292 

2-3-1 現金給付、証交付、任意継続等に関する申請編 

①申請内容を入力する（限度額適用認定申請書） 

 

① 「次へ」ボタン 

入力内容を確認し、問題がない場合は「次へ」ボタンを押します。 

＞2-3-1 ②書類をアップロードする へ 

 

② 「戻る」ボタン 

「戻る」ボタンを押すと、前のページに戻ります。 

 

③ 「入力データを保存する」ボタン 

「入力データを保存する」ボタンを押すと、次回、メニュー画面の申

請する欄にある「保存データを利用して申請」ボタンから申請を再

開することができます。 

入力内容のデータは「限度額適用認定申請書

_YYYYMMDDhhmmss.json」のファイル名で、ご利用の端末

に保存されます。 

例：2026 年 01 月 20 日 10 時 30 分 22 秒に「入力データを

保存する」ボタンを押した場合、ファイル名は「限度額適用認定申

請書_20260120103022.json」となります。 

＞2-3-1 ④保存データを利用して申請する へ 

 

────────────────────────────── 



 

293 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現金給付、証交付、任意継続等に関する申請 編 

 

2-3-1-①-i 

 

申請内容を入力する 

限度額適用・標準負担額減額認定申請書 

 

 

 

 

本項では限度額適用・標準負担額減額認定申請書の申請内容を入力

する操作概要について説明します。 



 

294 

2-3-1 現金給付、証交付、任意継続等に関する申請編 

① 申請内容を入力する（限度額適用・標準負担額減額認定申請書） 

１．加入者情報を入力する 

●被保険者が申請する場合 

 

保険者名称や記号・番号は全国健康保険協会の資格情報が設定される

ため、入力不要です。 

 

────────────────────────────── 



 

295 

2-3-1 現金給付、証交付、任意継続等に関する申請編 

① 申請内容を入力する（限度額適用・標準負担額減額認定申請書） 

 

氏名と生年月日は全国健康保険協会の資格情報が設定されます。入力

内容に誤りがないか確認し、誤りがある場合は修正します。 

＞郵便番号と住所の入力 へ 

 



 

296 

2-3-1 現金給付、証交付、任意継続等に関する申請編 

① 申請内容を入力する（限度額適用・標準負担額減額認定申請書） 

●社会保険労務士の場合 

 

保険者名称と記号・番号を入力します。 

 

────────────────────────────── 



 

297 

2-3-1 現金給付、証交付、任意継続等に関する申請編 

① 申請内容を入力する（限度額適用・標準負担額減額認定申請書） 

 

氏名と生年月日を入力します。 

＞郵便番号と住所の入力 へ 

────────────────────────────── 



 

298 

2-3-1 現金給付、証交付、任意継続等に関する申請編 

① 申請内容を入力する（限度額適用・標準負担額減額認定申請書） 

 

郵便番号欄に郵便番号を 7 桁すべて入力します。選択可能な住所が

一覧で表示されます。住所を選択します。 

 

────────────────────────────── 

  



 

299 

2-3-1 現金給付、証交付、任意継続等に関する申請編 

① 申請内容を入力する（限度額適用・標準負担額減額認定申請書） 

 

自動入力された住所を確認し、住所の詳細を入力します。 

 

────────────────────────────── 



 

300 

2-3-1 現金給付、証交付、任意継続等に関する申請編 

① 申請内容を入力する（限度額適用・標準負担額減額認定申請書） 

 

電話番号を入力し、今回の申請が再申請の場合は「はい」を、再申請で

はない場合は「いいえ」を選択します。 

 

────────────────────────────── 

  



 

301 

2-3-1 現金給付、証交付、任意継続等に関する申請編 

① 申請内容を入力する（限度額適用・標準負担額減額認定申請書） 

 

① 「次へ」ボタン 

入力内容を確認し、問題がない場合は「次へ」ボタンを押します。 

 

② 「戻る」ボタン 

「戻る」ボタンを押すと、前のページに戻ります。 

 

 

この画面で「戻る」ボタンを押すと、内容がクリアされますので、

ご注意ください。 

 

③ 「入力データを保存する」ボタン 

「入力データを保存する」ボタンを押下すると、次回、メニュー画面

の申請する欄にある「保存データを利用して申請」ボタンから申請

を再開することができます。 

入力内容のデータは「限度額適用・標準負担額減額認定申請書

_YYYYMMDDhhmmss.json」のファイル名で、ご利用の端末

に保存されます。 

例：2026 年１月 20 日 10 時 30 分 22 秒に「入力データを保

存する」ボタンを押した場合、ファイル名は「限度額適用・標準負担

額減額認定申請書_20260120103022.json」となります。 

＞2-3-1 ④保存データを利用して申請する へ 

────────────────────────────── 



 

302 

2-3-1 現金給付、証交付、任意継続等に関する申請編 

① 申請内容を入力する（限度額適用・標準負担額減額認定申請書） 

2．申請情報を入力する 

 

療養する方の氏名（カタカナ）と生年月日を入力します。 

────────────────────────────── 



 

303 

2-3-1 現金給付、証交付、任意継続等に関する申請編 

① 申請内容を入力する（限度額適用・標準負担額減額認定申請書） 

 

認定対象者の長期入院の有無を選択します。 

 

「認定対象者は、長期入院されましたか。」で「いいえ」を選択した場合

は送付先情報の入力へ進みます。 

＞送付先情報の入力 へ 

「認定対象者は、長期入院されましたか。」で「はい」を選択した場合は

次の操作に進みます。 

 

────────────────────────────── 

  



 

304 

2-3-1 現金給付、証交付、任意継続等に関する申請編 

① 申請内容を入力する（限度額適用・標準負担額減額認定申請書） 

 

申請月以前 1 年間の入院日数合計を入力します。 

 

────────────────────────────── 

  



 

305 

2-3-1 現金給付、証交付、任意継続等に関する申請編 

① 申請内容を入力する（限度額適用・標準負担額減額認定申請書） 

 

入院１回ごとの入院期間を入力します。 

 

───────────────────────────── 



 

306 

2-3-1 現金給付、証交付、任意継続等に関する申請編 

① 申請内容を入力する（限度額適用・標準負担額減額認定申請書） 

 

入院した医療機関等の名称、所在地を入力します。 

 

入院期間が１つの場合は送付先情報の入力へ進みます。 

＞送付先情報の入力 へ 

入院期間が複数ある場合は次の操作に進みます。 

 

───────────────────────────── 



 

307 

2-3-1 現金給付、証交付、任意継続等に関する申請編 

① 申請内容を入力する（限度額適用・標準負担額減額認定申請書） 

 

「長期入院情報入力欄を追加」ボタンを押します。 

 

────────────────────────────── 

  



 

308 

2-3-1 現金給付、証交付、任意継続等に関する申請編 

① 申請内容を入力する（限度額適用・標準負担額減額認定申請書） 

 

表示された入力欄に、入院期間、医療機関等の名称、所在地を入力し

ます。 



 

309 

2-3-1 現金給付、証交付、任意継続等に関する申請編 

① 申請内容を入力する（限度額適用・標準負担額減額認定申請書） 

また、入院期間が３つ以上の場合は「長期入院情報入力欄を追加」ボタ

ンを押し、同様の手順で長期入院情報の追加が可能です。 

 

 

────────────────────────────── 

  

 

長期入院情報を削除する場合は「長期入院情報〇入力欄を

削除」ボタンを押します。 

 

「OK」ボタンを押します。 

 

 

「長期入院情報〇入力欄を削除」ボタンを押すと、「長期入院情報

〇」の内容がクリアされますので、ご注意ください。 

長期入院情報を複数入力した状態で、いずれかの長期入院情報

を削除すると、削除した長期入院情報以降の連番が自動的に繰り

上がって表示されます。 



 

310 

2-3-1 現金給付、証交付、任意継続等に関する申請編 

① 申請内容を入力する（限度額適用・標準負担額減額認定申請書） 

 

送付希望先情報の入力の有無を選択します。 

「はい」を選択した場合 送付希望先情報の入力 へ 

「いいえ」を選択した場合 申請代行者 へ 

 

────────────────────────────── 

  



 

311 

2-3-1 現金給付、証交付、任意継続等に関する申請編 

① 申請内容を入力する（限度額適用・標準負担額減額認定申請書） 

●「はい」を選択した場合 

送付希望先の郵便番号、住所、宛名、電話番号を入力する欄が表示さ

れます。 

 

郵便番号欄に郵便番号を 7 桁すべて入力します。 

該当する住所が自動で表示されますので、住所を選択します。 

 

────────────────────────────── 



 

312 

2-3-1 現金給付、証交付、任意継続等に関する申請編 

① 申請内容を入力する（限度額適用・標準負担額減額認定申請書） 

 

自動入力された住所を確認し、住所の詳細を入力します。 

 

────────────────────────────── 

  



 

313 

2-3-1 現金給付、証交付、任意継続等に関する申請編 

① 申請内容を入力する（限度額適用・標準負担額減額認定申請書） 

 

宛名と電話番号を入力します。 

 

────────────────────────────── 

  



 

314 

2-3-1 現金給付、証交付、任意継続等に関する申請編 

① 申請内容を入力する（限度額適用・標準負担額減額認定申請書） 

 

入力欄がグレーの背景になっている、「氏名」「被保険者との関係」「電

話番号」「申請代行の理由」の入力は不要です。 

 

────────────────────────────── 

 

マイナンバーを利用した情報照会の希望の有無を選択します。 

  



 

315 

2-3-1 現金給付、証交付、任意継続等に関する申請編 

① 申請内容を入力する（限度額適用・標準負担額減額認定申請書） 

 

「マイナンバーを利用した情報照会を希望しますか。」で「希

望する」を選択した場合は被保険者郵便番号の入力欄が表

示されます。 

被保険者郵便番号を入力します。 

 



 

316 

2-3-1 現金給付、証交付、任意継続等に関する申請編 

① 申請内容を入力する（限度額適用・標準負担額減額認定申請書） 

 

備考がある場合は備考欄に入力します。 

 

────────────────────────────── 

  



 

317 

2-3-1 現金給付、証交付、任意継続等に関する申請編 

① 申請内容を入力する（限度額適用・標準負担額減額認定申請書） 

 

① 「次へ」ボタン 

入力内容を確認し、問題がない場合は「次へ」ボタンを押します。 

＞2-3-1 ②書類をアップロードする へ 

 

② 「戻る」ボタン 

「戻る」ボタンを押すと、前のページに戻ります。 

 

③ 「入力データを保存する」ボタン 

「入力データを保存する」ボタンを押下すると、次回、メニュー画面

の申請する欄にある「保存データを利用して申請」ボタンから申請

を再開することができます。 

入力内容のデータは「限度額適用・標準負担額減額認定申請書

_YYYYMMDDhhmmss.json」のファイル名で、ご利用の端末に

保存されます。 

例：2026 年 01 月 20 日 10 時 30 分 22 秒に「入力データを

保存する」ボタンを押した場合、ファイル名は「限度額適用・標準負

担額減額認定申請書_20260120103022.json」となります。 

＞2-3-1 ④保存データを利用して申請する へ 

 

────────────────────────────── 



 

318 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現金給付、証交付、任意継続等に関する申請 編 

 

2-3-1-①-j 

 

申請内容を入力する 

任意継続被保険者 資格取得申出書 

 

 

 

 

本項では任意継続被保険者 資格取得申出書の申出内容を入力する

操作概要について説明します。 



 

319 

2-3-1 現金給付、証交付、任意継続等に関する申請編 

① 申請内容を入力する（任意継続被保険者 資格取得申出書） 

１．加入者情報を入力する 

●被保険者が申請する場合 

 

保険者名称や記号・番号は全国健康保険協会の資格情報が設定される

ため、入力不要です。 

 

────────────────────────────── 



 

320 

2-3-1 現金給付、証交付、任意継続等に関する申請編 

① 申請内容を入力する（任意継続被保険者 資格取得申出書） 

 



 

321 

2-3-1 現金給付、証交付、任意継続等に関する申請編 

① 申請内容を入力する（任意継続被保険者 資格取得申出書） 

氏名、生年月日、性別は全国健康保険協会の資格情報が設定されま

す。入力内容に誤りがないか確認し、誤りがある場合は修正します。 

＞郵便番号と住所の入力 へ 

 

────────────────────────────── 

  



 

322 

2-3-1 現金給付、証交付、任意継続等に関する申請編 

① 申請内容を入力する（任意継続被保険者 資格取得申出書） 

●社会保険労務士の場合 

 

保険者名称と記号・番号を入力します。 

 

────────────────────────────── 



 

323 

2-3-1 現金給付、証交付、任意継続等に関する申請編 

① 申請内容を入力する（任意継続被保険者 資格取得申出書） 

 



 

324 

2-3-1 現金給付、証交付、任意継続等に関する申請編 

① 申請内容を入力する（任意継続被保険者 資格取得申出書） 

氏名、生年月日、戸籍に登録している性別を選択します。 

＞郵便番号と住所の入力 へ 

 

────────────────────────────── 

 

郵便番号欄に郵便番号を 7 桁すべて入力します。選択可能な住所が

一覧で表示されます。住所を選択します。 

 

────────────────────────────── 

  



 

325 

2-3-1 現金給付、証交付、任意継続等に関する申請編 

① 申請内容を入力する（任意継続被保険者 資格取得申出書） 

 

自動入力された住所を確認し、住所の詳細を入力します。 

 

────────────────────────────── 

  



 

326 

2-3-1 現金給付、証交付、任意継続等に関する申請編 

① 申請内容を入力する（任意継続被保険者 資格取得申出書） 

 

電話番号を入力し、今回の申請が再申請の場合は「はい」を、再申請で

はない場合は「いいえ」を選択します。 

 

────────────────────────────── 

  



 

327 

2-3-1 現金給付、証交付、任意継続等に関する申請編 

① 申請内容を入力する（任意継続被保険者 資格取得申出書） 

 

① 「次へ」ボタン 

入力内容を確認し、問題がない場合は「次へ」ボタンを押します。 

 

② 「戻る」ボタン 

「戻る」ボタンを押すと、前のページに戻ります。 

 

この画面で「戻る」ボタンを押すと、内容がクリアされますので、

ご注意ください。 

 

③ 「入力データを保存する」ボタン 

「入力データを保存する」ボタンを押すと、次回、メニュー画面の申

請する欄にある「保存データを利用して申請」ボタンから申請を再

開することができます。 

入力内容のデータは 

「任意継続被保険者資格取得申出書

_YYYYMMDDhhmmss.json」のファイル名で、ご利用の端末

に保存されます。 

例：2026 年１月 20 日 10 時 30 分 22 秒に「入力データを保

存する」ボタンを押した場合、ファイル名は 

「任意継続被保険者資格取得申出書

_20260120103022.json」となります。 

＞2-3-1 ④保存データを利用して申請する へ 



 

328 

2-3-1 現金給付、証交付、任意継続等に関する申請編 

① 申請内容を入力する（任意継続被保険者 資格取得申出書） 

2．申請情報を入力する 

 

勤務していた事業所の名称を入力します。 

 

────────────────────────────── 

  



 

329 

2-3-1 現金給付、証交付、任意継続等に関する申請編 

① 申請内容を入力する（任意継続被保険者 資格取得申出書） 

 

勤務していた事業所の所在地を入力します。 

 

────────────────────────────── 

  



 

330 

2-3-1 現金給付、証交付、任意継続等に関する申請編 

① 申請内容を入力する（任意継続被保険者 資格取得申出書） 

 

資格喪失年月日（退職日の翌日）を入力します。 

 

────────────────────────────── 

 

希望する保険料の納付方法を選択します。  



 

331 

2-3-1 現金給付、証交付、任意継続等に関する申請編 

① 申請内容を入力する（任意継続被保険者 資格取得申出書） 

 

被扶養者の有無を選択します。 

 

「はい」を選択した場合 ＞被扶養者情報の入力 へ 

「いいえ」を選択した場合 ＞次の操作 へ 

 

 

被扶養者情報を入力後に「いいえ」を選択すると、「被扶養

者情報」の内容が全てクリアされますので、ご注意くださ

い。 

 

────────────────────────────── 

 

  



 

332 

2-3-1 現金給付、証交付、任意継続等に関する申請編 

① 申請内容を入力する（任意継続被保険者 資格取得申出書） 

 

被扶養者の氏名を入力します。 

 

────────────────────────────── 

  



 

333 

2-3-1 現金給付、証交付、任意継続等に関する申請編 

① 申請内容を入力する（任意継続被保険者 資格取得申出書） 

 

被扶養者の氏名（カタカナ）、生年月日を入力します。 

 

────────────────────────────── 

 

被扶養者の性別を入力します。 

────────────────────────────── 



 

334 

2-3-1 現金給付、証交付、任意継続等に関する申請編 

① 申請内容を入力する（任意継続被保険者 資格取得申出書） 

 

被扶養者の続柄を選択します。 

 

 

「続柄」で「その他」を選択している場合、その他の入力欄が

表示されます。 

 

被扶養者の続柄を入力します。 

 

 

────────────────────────────── 

 

  



 

335 

2-3-1 現金給付、証交付、任意継続等に関する申請編 

① 申請内容を入力する（任意継続被保険者 資格取得申出書） 

 

被扶養者の職業を選択します。 

 

 

「職業」で「その他」を選択している場合、「その他」の入力欄

が表示されます。 

 

被扶養者の職業を入力します。 

 

 

────────────────────────────── 

  



 

336 

2-3-1 現金給付、証交付、任意継続等に関する申請編 

① 申請内容を入力する（任意継続被保険者 資格取得申出書） 

 

被扶養者の収入（年間）を選択し、マイナンバーを入力します。 

 

────────────────────────────── 

 

被扶養者の同居・別居の別を選択します。 

 

「同居」を選択した場合 ＞備考の入力 へ 

「別居」を選択した場合 ＞「別居」を選択した場合 へ 

──────────────────────────────  



 

337 

2-3-1 現金給付、証交付、任意継続等に関する申請編 

① 申請内容を入力する（任意継続被保険者 資格取得申出書） 

●「別居」を選択した場合 

「仕送額（年間）」、「仕送回数（年間）」、「海外在住の場合はその理由」、

「郵便番号」、「住所」の入力欄が表示されます。 

 

仕送額（年間）、仕送回数（年間）を入力します。 

 

────────────────────────────── 

  



 

338 

2-3-1 現金給付、証交付、任意継続等に関する申請編 

① 申請内容を入力する（任意継続被保険者 資格取得申出書） 

 

「海外在住の場合はその理由」で「留学」、「同行家族」、「特

定活動」、「海外婚姻等」のいずれかを選択した場合、「住所

（国名）」の入力欄が表示されます。 

※海外在住に該当しない場合は、選択は不要です。 

在住している住所（国名）を入力します。 

 

 

  



 

339 

2-3-1 現金給付、証交付、任意継続等に関する申請編 

① 申請内容を入力する（任意継続被保険者 資格取得申出書） 

 

「海外在住の場合はその理由」で「その他」を選択した場合、

「その他」、「住所（国名）」の入力欄が表示されます。 

※海外在住に該当しない場合は、選択は不要です。 

海外在住の理由、住所(国名)を入力します。

 

 



 

340 

2-3-1 現金給付、証交付、任意継続等に関する申請編 

① 申請内容を入力する（任意継続被保険者 資格取得申出書） 

 

被扶養者が国内在住の場合は、郵便番号欄に郵便番号を 7 桁すべて

入力します。 

該当する住所が自動で表示されますので、住所を選択します。 

 

────────────────────────────── 



 

341 

2-3-1 現金給付、証交付、任意継続等に関する申請編 

① 申請内容を入力する（任意継続被保険者 資格取得申出書） 

 

自動入力された住所を確認し、住所の詳細を入力します。 

 

────────────────────────────── 

  



 

342 

2-3-1 現金給付、証交付、任意継続等に関する申請編 

① 申請内容を入力する（任意継続被保険者 資格取得申出書） 

 

備考がある場合は備考欄に入力します。 

 

────────────────────────────── 

 

マイナンバーを利用した情報照会について、希望の有無を選択します。 

  



 

343 

2-3-1 現金給付、証交付、任意継続等に関する申請編 

① 申請内容を入力する（任意継続被保険者 資格取得申出書） 

被扶養者が１人の場合 ＞次の操作 へ 

被扶養者が複数人の場合 ＞被扶養者情報入力欄を追加 へ 

 

「マイナンバーを利用した情報照会を希望しますか。」で「希

望する」を選択した場合は被扶養者郵便番号の入力欄が表

示されます。 

被扶養者郵便番号を入力します。 

 



 

344 

2-3-1 現金給付、証交付、任意継続等に関する申請編 

① 申請内容を入力する（任意継続被保険者 資格取得申出書） 

───────────────────────────── 

 

「被扶養者情報入力欄を追加」ボタンを押します。 

 

────────────────────────────── 

 

新しく被扶養者情報欄が表示されます。 

表示された入力欄に氏名、氏名（カタカナ）、生年月日などを入力しま

す。 



 

345 

2-3-1 現金給付、証交付、任意継続等に関する申請編 

① 申請内容を入力する（任意継続被保険者 資格取得申出書） 

また、被扶養者が３人以上の場合は「被扶養者情報入力欄を追加」ボタ

ンを押し、同様の手順で被扶養者情報の追加が可能です。 

 

 

────────────────────────────── 

  

 

被扶養者情報を削除する場合は「被扶養者情報〇入力欄を

削除」ボタンを押します。 

 

「OK」ボタンを押します。 

 

 

「被扶養者情報〇入力欄を削除」ボタンを押すと、「被扶養者情報

〇」の内容がクリアされますので、ご注意ください。 

被扶養者情報を複数入力した状態で、いずれかの被扶養者情報

を削除すると、削除した被扶養者情報以降の連番が自動的に繰り

上がって表示されます。 



 

346 

2-3-1 現金給付、証交付、任意継続等に関する申請編 

① 申請内容を入力する（任意継続被保険者 資格取得申出書） 

 

① 「次へ」ボタン 

入力内容を確認し、問題がない場合は「次へ」ボタンを押します。 

＞2-3-1 ②書類をアップロードする へ 

 

② 「戻る」ボタン 

「戻る」ボタンを押すと、前のページに戻ります。 

 

③ 「入力データを保存する」ボタン 

「入力データを保存する」ボタンを押すと、次回、メニュー画面の申

請する欄にある「保存データを利用して申請」ボタンから申請を再

開することができます。 

入力内容のデータは 

「任意継続被保険者資格取得申出書

_YYYYMMDDhhmmss.json」のファイル名で、ご利用の端末

に保存されます。 

例：2026 年 1 月 20 日 10 時 30 分 22 秒に「入力データを保

存する」ボタンを押した場合、ファイル名は 

「任意継続被保険者資格取得申出書

_20260120103022.json」となります。 

＞2-3-1 ④保存データを利用して申請する へ 

 

────────────────────────────── 



 

347 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現金給付、証交付、任意継続等に関する申請 編 

 

2-3-1-①-k 

 

申請内容を入力する 

任意継続被保険者 資格喪失申出書 

 

 

 

 

本項では任意継続被保険者 資格喪失申出書の申出内容を入力する

操作概要について説明します。 



 

348 

2-3-1 現金給付、証交付、任意継続等に関する申請編 

① 申請内容を入力する（任意継続被保険者 資格喪失申出書） 

１．加入者情報を入力する 

●被保険者が申請する場合 

 

保険者名称や記号・番号は全国健康保険協会の資格情報が設定される

ため、入力不要です。 

 

────────────────────────────── 



 

349 

2-3-1 現金給付、証交付、任意継続等に関する申請編 

① 申請内容を入力する（任意継続被保険者 資格喪失申出書） 

 

氏名と生年月日は全国健康保険協会の資格情報が設定されます。入力

内容に誤りがないか確認し、誤りがある場合は修正します。 

＞郵便番号と住所の入力 へ 

●被扶養者が申請する場合 



 

350 

2-3-1 現金給付、証交付、任意継続等に関する申請編 

① 申請内容を入力する（任意継続被保険者 資格喪失申出書） 

 

保険者名称や記号・番号は全国健康保険協会の資格情報が設定される

ため、入力不要です。 

 

────────────────────────────── 

  



 

351 

2-3-1 現金給付、証交付、任意継続等に関する申請編 

① 申請内容を入力する（任意継続被保険者 資格喪失申出書） 

 

申請者の氏名と亡くなられた被保険者の生年月日を入力します。 

＞郵便番号と住所の入力 へ 

────────────────────────────── 

  



 

352 

2-3-1 現金給付、証交付、任意継続等に関する申請編 

① 申請内容を入力する（任意継続被保険者 資格喪失申出書） 

●社会保険労務士の場合 

 

保険者名称と記号・番号を入力します。 

 

────────────────────────────── 

  



 

353 

2-3-1 現金給付、証交付、任意継続等に関する申請編 

① 申請内容を入力する（任意継続被保険者 資格喪失申出書） 

 

氏名と生年月日を入力します。 

＞郵便番号と住所の入力 へ 

────────────────────────────── 



 

354 

2-3-1 現金給付、証交付、任意継続等に関する申請編 

① 申請内容を入力する（任意継続被保険者 資格喪失申出書） 

 

郵便番号欄に郵便番号を 7 桁すべて入力します。選択可能な住所が

一覧で表示されます。住所を選択します。 

 

────────────────────────────── 

  



 

355 

2-3-1 現金給付、証交付、任意継続等に関する申請編 

① 申請内容を入力する（任意継続被保険者 資格喪失申出書） 

 

自動入力された住所を確認し、住所の詳細を入力します。 

 

────────────────────────────── 

  



 

356 

2-3-1 現金給付、証交付、任意継続等に関する申請編 

① 申請内容を入力する（任意継続被保険者 資格喪失申出書） 

 

電話番号を入力し、今回の申請が再申請の場合は「はい」を、再申請で

はない場合は「いいえ」を選択します。 

 

────────────────────────────── 

  



 

357 

2-3-1 現金給付、証交付、任意継続等に関する申請編 

① 申請内容を入力する（任意継続被保険者 資格喪失申出書） 

 

① 「次へ」ボタン 

入力内容を確認し、問題がない場合は「次へ」ボタンを押します。 

 

② 「戻る」ボタン 

「戻る」ボタンを押すと、前のページに戻ります。 

 

 

この画面で「戻る」ボタンを押すと、内容がクリアされますので、

ご注意ください。 

 

③ 「入力データを保存する」ボタン 

「入力データを保存する」ボタンを押すと、次回、メニュー画面の申

請する欄にある「保存データを利用して申請」ボタンから申請を再

開することができます。 

入力内容のデータは「任意継続被保険者資格喪失申出書

_YYYYMMDDhhmmss.json」のファイル名で、ご利用の端末

に保存されます。 

例：2026 年１月 20 日 10 時 30 分 22 秒に「入力データを保

存する」ボタンを押した場合、ファイル名は「任意継続被保険者資

格喪失申出書_20260120103022.json」となります。 

＞2-3-1 ④保存データを利用して申請する へ 

────────────────────────────── 



 

358 

2-3-1 現金給付、証交付、任意継続等に関する申請編 

① 申請内容を入力する（任意継続被保険者 資格喪失申出書） 

2．申請情報を入力する 
 

ご利用いただいている方によって操作方法が異なります。以下の該当

する箇所から操作方法をご確認ください。 

被保険者の方は ＞被保険者が申請する場合 へ 

被扶養者の方は ＞被扶養者が申請する場合 へ 

社会保険労務士の方は ＞社会保険労務士の場合 へ 

●被保険者が申請する場合 

 

資格喪失事由を選択します。 

 

────────────────────────────── 

  



 

359 

2-3-1 現金給付、証交付、任意継続等に関する申請編 

① 申請内容を入力する（任意継続被保険者 資格喪失申出書） 

 

資格喪失年月日を入力します。 

＞次の操作 へ 

 

────────────────────────────── 

  



 

360 

2-3-1 現金給付、証交付、任意継続等に関する申請編 

① 申請内容を入力する（任意継続被保険者 資格喪失申出書） 

●被扶養者が申請する場合 

 

資格喪失事由は自動で設定されるため、入力不要です。 

資格喪失年月日を入力します。 

 

────────────────────────────── 

  



 

361 

2-3-1 現金給付、証交付、任意継続等に関する申請編 

① 申請内容を入力する（任意継続被保険者 資格喪失申出書） 

 

亡くなられた被保険者の氏名（カタカナ）、亡くなられた被保険者の氏

名を入力します。 

＞次の操作 へ 

 

────────────────────────────── 

  



 

362 

2-3-1 現金給付、証交付、任意継続等に関する申請編 

① 申請内容を入力する（任意継続被保険者 資格喪失申出書） 

●社会保険労務士の場合 

 

資格喪失事由を選択し、資格喪失年月日を入力します。 

 

────────────────────────────── 

  



 

363 

2-3-1 現金給付、証交付、任意継続等に関する申請編 

① 申請内容を入力する（任意継続被保険者 資格喪失申出書） 

 

「資格喪失事由」で「死亡したため」を選択した場合、「亡く

なられた被保険者の氏名（カタカナ）」、「亡くなられた被保

険者の氏名」が表示されます。 

「亡くなられた被保険者の氏名（カタカナ）」、「亡くなられ

た被保険者の氏名」を入力します。 

 

────────────────────────────── 

  



 

364 

2-3-1 現金給付、証交付、任意継続等に関する申請編 

① 申請内容を入力する（任意継続被保険者 資格喪失申出書） 

 

① 「次へ」ボタン 

入力内容を確認し、問題がない場合は「次へ」ボタンを押します。 

＞2-3-1 ②書類をアップロードする へ 

 

② 「戻る」ボタン 

「戻る」ボタンを押すと、前のページに戻ります。 

 

③ 「入力データを保存する」ボタン 

「入力データを保存する」ボタンを押すと、次回、メニュー画面の申

請する欄にある「保存データを利用して申請」ボタンから申請を再

開することができます。 

入力内容のデータは「任意継続被保険者資格喪失申出書

_YYYYMMDDhhmmss.json」のファイル名で、ご利用の端末

に保存されます。 

例：2026 年 1 月 20 日 10 時 30 分 22 秒に「入力データを保

存する」ボタンを押した場合、ファイル名は「任意継続被保険者資

格喪失申出書_20260120103022.json」となります。 

＞2-3-1 ④保存データを利用して申請する へ 

────────────────────────────── 

 



 

365 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現金給付、証交付、任意継続等に関する申請 編 

 

2-3-1-①-l 

 

申請内容を入力する 

任意継続被保険者 被扶養者（異動）届 

 

 

 

 

本項では任意継続被保険者 被扶養者（異動）届の届出内容を入力す

る操作概要について説明します。 



 

366 

2-3-1 現金給付、証交付、任意継続等に関する申請編 

① 申請内容を入力する（任意継続被保険者 被扶養者（異動）届） 

１．加入者情報を入力する 

●被保険者が申請する場合 

 

保険者名称や記号・番号は全国健康保険協会の資格情報が設定される

ため、入力不要です。 

 

────────────────────────────── 



 

367 

2-3-1 現金給付、証交付、任意継続等に関する申請編 

① 申請内容を入力する（任意継続被保険者 被扶養者（異動）届） 

 

氏名と生年月日は全国健康保険協会の資格情報が設定されます。入力

内容に誤りがないか確認し、誤りがある場合は修正します。 

＞郵便番号と住所の入力 へ 

  



 

368 

2-3-1 現金給付、証交付、任意継続等に関する申請編 

① 申請内容を入力する（任意継続被保険者 被扶養者（異動）届） 

●社会保険労務士の場合 

 

保険者名称と記号・番号を入力します。 

 

────────────────────────────── 

  



 

369 

2-3-1 現金給付、証交付、任意継続等に関する申請編 

① 申請内容を入力する（任意継続被保険者 被扶養者（異動）届） 

 

氏名と生年月日を入力します。 

＞郵便番号と住所の入力 へ 

────────────────────────────── 



 

370 

2-3-1 現金給付、証交付、任意継続等に関する申請編 

① 申請内容を入力する（任意継続被保険者 被扶養者（異動）届） 

 

郵便番号欄に郵便番号を 7 桁すべて入力します。選択可能な住所が

一覧で表示されます。住所を選択します。 

 

────────────────────────────── 

 

自動入力された住所を確認し、住所の詳細を入力します。 



 

371 

2-3-1 現金給付、証交付、任意継続等に関する申請編 

① 申請内容を入力する（任意継続被保険者 被扶養者（異動）届） 

────────────────────────────── 

 

電話番号を入力し、今回の申請が再申請の場合は「はい」を、再申請で

はない場合は「いいえ」を選択します。 

 

────────────────────────────── 

  



 

372 

2-3-1 現金給付、証交付、任意継続等に関する申請編 

① 申請内容を入力する（任意継続被保険者 被扶養者（異動）届） 

 

新たに被扶養者を追加する場合は、別人のマイナンバーを誤って入力

しないように注意し、被扶養者のマイナンバーを入力します。 

※入力したマイナンバーは、伏せ字「●」で表示されます。 

 

────────────────────────────── 

  



 

373 

2-3-1 現金給付、証交付、任意継続等に関する申請編 

① 申請内容を入力する（任意継続被保険者 被扶養者（異動）届） 

 

① 「次へ」ボタン 

入力内容を確認し、問題がない場合は「次へ」ボタンを押します。 

＞2-3-1 ②書類をアップロードする へ 

 

② 「戻る」ボタン 

「戻る」ボタンを押すと、前のページに戻ります。 

 

この画面で「戻る」ボタンを押すと、内容がクリアされますので、

ご注意ください。 

 

③ 「入力データを保存する」ボタン 

「入力データを保存する」ボタンを押すと、次回、メニュー画面の申

請する欄にある「保存データを利用して申請」ボタンから申請を再

開することができます。 

入力内容のデータは「任意継続被保険者被扶養者（異動）届

_YYYYMMDDhhmmss.json」のファイル名で、ご利用の端末

に保存されます。 

例：2026 年１月 20 日 10 時 30 分 22 秒に「入力データを保

存する」ボタンを押した場合、ファイル名は「任意継続被保険者被

扶養者（異動）届_20260120103022.json」となります。 

＞2-3-1 ④保存データを利用して申請する へ 

────────────────────────────── 



 

374 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現金給付、証交付、任意継続等に関する申請 編 

 

2-3-1-①-m 

 

申請内容を入力する 

海外療養費支給申請書・ 

移送費支給申請書 

 

 

 

 

本項では以下の申請書における申請内容を入力する操作概要につい

て説明します。 

・海外療養費支給申請書 

・移送費支給申請書 



 

375 

2-3-1 現金給付、証交付、任意継続等に関する申請編 

① 申請内容を入力する（海外療養費支給申請書・移送費支給申請書） 

１．加入者情報を入力する 

●被保険者が申請する場合 

 

保険者名称や記号・番号は全国健康保険協会の資格情報が設定される

ため、入力不要です。 

 

────────────────────────────── 



 

376 

2-3-1 現金給付、証交付、任意継続等に関する申請編 

① 申請内容を入力する（海外療養費支給申請書・移送費支給申請書） 

 

氏名と生年月日は全国健康保険協会の資格情報が設定されます。入力

内容に誤りがないか確認し、誤りがある場合は修正します。 

＞郵便番号と住所の入力 へ 

  



 

377 

2-3-1 現金給付、証交付、任意継続等に関する申請編 

① 申請内容を入力する（海外療養費支給申請書・移送費支給申請書） 

●社会保険労務士の場合 

 

保険者名称と記号・番号を入力します。 

 

────────────────────────────── 



 

378 

2-3-1 現金給付、証交付、任意継続等に関する申請編 

① 申請内容を入力する（海外療養費支給申請書・移送費支給申請書） 

 

氏名と生年月日を入力します。 

＞郵便番号と住所の入力 へ 

────────────────────────────── 



 

379 

2-3-1 現金給付、証交付、任意継続等に関する申請編 

① 申請内容を入力する（海外療養費支給申請書・移送費支給申請書） 

 

郵便番号欄に郵便番号を 7 桁すべて入力します。選択可能な住所が

一覧で表示されます。住所を選択します。 

 

────────────────────────────── 

  



 

380 

2-3-1 現金給付、証交付、任意継続等に関する申請編 

① 申請内容を入力する（海外療養費支給申請書・移送費支給申請書） 

 

自動入力された住所を確認し、住所の詳細を入力します。 

 

────────────────────────────── 



 

381 

2-3-1 現金給付、証交付、任意継続等に関する申請編 

① 申請内容を入力する（海外療養費支給申請書・移送費支給申請書） 

 

電話番号を入力し、今回の申請が再申請の場合は「はい」を、再申請で

はない場合は「いいえ」を選択します。 

 

────────────────────────────── 

  



 

382 

2-3-1 現金給付、証交付、任意継続等に関する申請編 

① 申請内容を入力する（海外療養費支給申請書・移送費支給申請書） 

 

① 「次へ」ボタン 

入力内容を確認し、問題がない場合は「次へ」ボタンを押します。 

 

② 「戻る」ボタン 

「戻る」ボタンを押すと、前のページに戻ります。 

 

 

この画面で「戻る」ボタンを押すと、内容がクリアされますので、

ご注意ください。 

 

③ 「入力データを保存する」ボタン 

「入力データを保存する」ボタンを押すと、次回、メニュー画面の申

請する欄にある「保存データを利用して申請」ボタンから申請を再

開することができます。 

入力内容のデータは 

海外療養費支給申請書の場合、 

「海外療養費支給申請書_YYYYMMDDhhmmss.json」 

移送費支給申請書の場合、 

「移送費支給申請書_ YYYYMMDDhhmmss.json」のファイル

名で、ご利用の端末に保存されます。 



 

383 

2-3-1 現金給付、証交付、任意継続等に関する申請編 

① 申請内容を入力する（海外療養費支給申請書・移送費支給申請書） 

例：海外療養費支給申請書を入力している状況で 2026 年１月

20 日 10 時 30 分 22 秒に「入力データを保存する」ボタンを押

した場合、ファイル名は 

「海外療養費支給申請書_20260120103022.json」となりま

す。 

＞2-3-1 ④保存データを利用して申請する へ 

─────────────── 

  



 

384 

2-3-1 現金給付、証交付、任意継続等に関する申請編 

① 申請内容を入力する（海外療養費支給申請書・移送費支給申請書） 

2.口座情報を入力する 

 

公金受取口座希望の有無を選択します。 

マイナポータル等で事前登録した公金受取口座への振込を希望する場

合は、「希望する」を選択します。 

公金受取口座への振込を希望しない場合は、「希望しない」を選択しま

す。 

「希望する」を選択した場合 ＞次の操作 へ 

「希望しない」を選択した場合 ＞公金受取口座を希望しない場合 へ 



 

385 

2-3-1 現金給付、証交付、任意継続等に関する申請編 

① 申請内容を入力する（海外療養費支給申請書・移送費支給申請書） 

────────────────────────────── 

●公金受取口座を希望しない場合 

 

金融機関名称を検索して選択するか、直接入力します。 

※金融機関名称は部分一致で検索されます。 

 

────────────────────────────── 

  



 

386 

2-3-1 現金給付、証交付、任意継続等に関する申請編 

① 申請内容を入力する（海外療養費支給申請書・移送費支給申請書） 

 

支店名を検索して選択するか、直接入力します。 

※支店名は部分一致で検索されます。 

 

────────────────────────────── 

  



 

387 

2-3-1 現金給付、証交付、任意継続等に関する申請編 

① 申請内容を入力する（海外療養費支給申請書・移送費支給申請書） 

 

口座番号を入力します。 

 

────────────────────────────── 

  



 

388 

2-3-1 現金給付、証交付、任意継続等に関する申請編 

① 申請内容を入力する（海外療養費支給申請書・移送費支給申請書） 

 

① 「次へ」ボタン 

入力内容を確認し、問題がない場合は「次へ」ボタンを押します。 

＞2-3-1 ②書類をアップロードする へ 

 

② 「戻る」ボタン 

「戻る」ボタンを押すと、前のページに戻ります。 

 

③ 「入力データを保存する」ボタン 

「入力データを保存する」ボタンを押すと、次回、メニュー画面の申

請する欄にある「保存データを利用して申請」ボタンから申請を再

開することができます。 

入力内容のデータは 

海外療養費支給申請書の場合、 

「海外療養費支給申請書_YYYYMMDDhhmmss.json」 

移送費支給申請書の場合、 

「移送費支給申請書_ YYYYMMDDhhmmss.json」のファイル

名で、ご利用の端末に保存されます。 

例：海外療養費支給申請書を入力している状況で 2026 年１月

20 日 10 時 30 分 22 秒に「入力データを保存する」ボタンを押

した場合、ファイル名は 

「海外療養費支給申請書_20260120103022.json」となりま

す。 

＞2-3-1 ④保存データを利用して申請する へ 

 

────────────────────────────── 



 

389 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現金給付、証交付、任意継続等に関する申請 編 

 

2-3-1-①-n 

 

申請内容を入力する 

高額医療費貸付金貸付申込書 

出産費貸付金貸付申込書 

 

 

 

 

本項では以下の申込書における申込内容を入力する操作概要につい

て説明します。 

・高額医療費貸付金貸付申込書 

・出産費貸付金貸付申込書 



 

390 

2-3-1 現金給付、証交付、任意継続等に関する申請編 

① 申請内容を入力する（高額医療費貸付金貸付申込書・出産費貸付金貸付申込書） 

１．加入者情報を入力する 

●被保険者が申請する場合 

 

保険者名称や記号・番号は全国健康保険協会の資格情報が設定される

ため、入力不要です。 

 

────────────────────────────── 



 

391 

2-3-1 現金給付、証交付、任意継続等に関する申請編 

① 申請内容を入力する（高額医療費貸付金貸付申込書・出産費貸付金貸付申込書） 

 

氏名と生年月日は全国健康保険協会の資格情報が設定されます。入力

内容に誤りがないか確認し、誤りがある場合は修正します。 

＞郵便番号と住所の入力 へ 

  



 

392 

2-3-1 現金給付、証交付、任意継続等に関する申請編 

① 申請内容を入力する（高額医療費貸付金貸付申込書・出産費貸付金貸付申込書） 

●社会保険労務士の場合 

 

保険者名称と記号・番号を入力します。 

 

────────────────────────────── 



 

393 

2-3-1 現金給付、証交付、任意継続等に関する申請編 

① 申請内容を入力する（高額医療費貸付金貸付申込書・出産費貸付金貸付申込書） 

 

氏名と生年月日を入力します。 

＞郵便番号と住所の入力 へ 



 

394 

2-3-1 現金給付、証交付、任意継続等に関する申請編 

① 申請内容を入力する（高額医療費貸付金貸付申込書・出産費貸付金貸付申込書） 

 

郵便番号欄に郵便番号を 7 桁すべて入力します。選択可能な住所が

一覧で表示されます。住所を選択します。 

 

────────────────────────────── 

  



 

395 

2-3-1 現金給付、証交付、任意継続等に関する申請編 

① 申請内容を入力する（高額医療費貸付金貸付申込書・出産費貸付金貸付申込書） 

 

自動入力された住所を確認し、住所の詳細を入力します。 

 

────────────────────────────── 



 

396 

2-3-1 現金給付、証交付、任意継続等に関する申請編 

① 申請内容を入力する（高額医療費貸付金貸付申込書・出産費貸付金貸付申込書） 

 

電話番号を入力し、今回の申請が再申請の場合は「はい」を、再申請で

はない場合は「いいえ」を選択します。 

 

────────────────────────────── 

  



 

397 

2-3-1 現金給付、証交付、任意継続等に関する申請編 

① 申請内容を入力する（高額医療費貸付金貸付申込書・出産費貸付金貸付申込書） 

 

① 「次へ」ボタン 

入力内容を確認し、問題がない場合は「次へ」ボタンを押します。 

 

② 「戻る」ボタン 

「戻る」ボタンを押すと、前のページに戻ります。 

 

 

この画面で「戻る」ボタンを押すと、内容がクリアされますので、

ご注意ください。 

 

③ 「入力データを保存する」ボタン 

「入力データを保存する」ボタンを押すと、次回、メニュー画面の申

請する欄にある「保存データを利用して申請」ボタンから申請を再

開することができます。 

入力内容のデータは 

高額医療費貸付金貸付申込書の場合、 

「高額医療費貸付金貸付申込書_YYYYMMDDhhmmss.json」 

出産費貸付金貸付申込書の場合、 

「出産費貸付金貸付申込書_YYYYMMDDhhmmss.json」のフ

ァイル名で、ご利用の端末に保存されます。 



 

398 

2-3-1 現金給付、証交付、任意継続等に関する申請編 

① 申請内容を入力する（高額医療費貸付金貸付申込書・出産費貸付金貸付申込書） 

例：高額医療費貸付金貸付申込書を入力している状況で 2026

年１月 20 日 10 時 30 分 22 秒に「入力データを保存する」ボタ

ンを押した場合、ファイル名は 

「高額医療費貸付金貸付申込書_20260120103022.json」と

なります。 

＞2-3-1 ④保存データを利用して申請する へ 

 

─────────────── 

  



 

399 

2-3-1 現金給付、証交付、任意継続等に関する申請編 

① 申請内容を入力する（高額医療費貸付金貸付申込書・出産費貸付金貸付申込書） 

2.口座情報を入力する 

 

金融機関名称を検索して選択するか、直接入力します。 

※金融機関名称は部分一致で検索されます。 



 

400 

2-3-1 現金給付、証交付、任意継続等に関する申請編 

① 申請内容を入力する（高額医療費貸付金貸付申込書・出産費貸付金貸付申込書） 

 

支店名を検索して選択するか、直接入力します。 

※支店名は部分一致で検索されます。 

 

────────────────────────────── 



 

401 

2-3-1 現金給付、証交付、任意継続等に関する申請編 

① 申請内容を入力する（高額医療費貸付金貸付申込書・出産費貸付金貸付申込書） 

 

口座番号を入力します。 

 

────────────────────────────── 

  



 

402 

2-3-1 現金給付、証交付、任意継続等に関する申請編 

① 申請内容を入力する（高額医療費貸付金貸付申込書・出産費貸付金貸付申込書） 

 

① 「次へ」ボタン 

入力内容を確認し、問題がない場合は「次へ」ボタンを押します。 

＞2-3-1 ②書類をアップロードする へ 

 

② 「戻る」ボタン 

「戻る」ボタンを押すと、前のページに戻ります。 

 

③ 「入力データを保存する」ボタン 

「入力データを保存する」ボタンを押すと、次回、メニュー画面の申

請する欄にある「保存データを利用して申請」ボタンから申請を再

開することができます。 

入力内容のデータは 

高額医療費貸付金貸付申込書の場合、 

「高額医療費貸付金貸付申込書_YYYYMMDDhhmmss.json」 

出産費貸付金貸付申込書の場合、 

「出産費貸付金貸付申込書_YYYYMMDDhhmmss.json」のフ

ァイル名で、ご利用の端末に保存されます。 

例：高額医療費貸付金貸付申込書を入力している状況で 2026

年１月 20 日 10 時 30 分 22 秒に「入力データを保存する」ボタ

ンを押した場合、ファイル名は 

「高額医療費貸付金貸付申込書_20260120103022.json」と

なります。 

＞2-3-1 ④保存データを利用して申請する へ 

 

────────────────────────────── 



 

403 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現金給付、証交付、任意継続等に関する申請 編 

 

2-3-1-①-o 

 

申請内容を入力する 

その他の申請書等 

 

 

 

 

本項では以下の申請書等における申請内容を入力する操作概要につ

いて説明します。 

・資格確認書交付申請書 

・高齢受給者証再交付申請書 

・特定疾病療養受療証交付申請書 

・任意継続被保険者 氏名・生年月日・性別・住所・電話番号変更（訂正）届 

・任意継続被保険者 保険料納付遅延理由申出書 

・任意継続被扶養者変更（訂正）届 

・高齢受給者基準収入額適用申請書（新規判定用） 

・高齢受給者基準収入額適用申請書（定期判定用） 

・健康保険法第 118 条第 1 項該当・非該当届 

・年間の高額療養費支給申請書 

・年間の高額療養費自己負担額証明書交付申請書 

・高額介護合算療養費支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書 



 

404 

2-3-1 現金給付、証交付、任意継続等に関する申請編

① 申請内容を入力する（その他の申請書等） 

１．加入者情報を入力する 

●被保険者が申請する場合 

 

保険者名称や記号・番号は全国健康保険協会の資格情報が設定される

ため、入力不要です。 

 

────────────────────────────── 



 

405 

2-3-1 現金給付、証交付、任意継続等に関する申請編

① 申請内容を入力する（その他の申請書等） 

 

氏名と生年月日は全国健康保険協会の資格情報が設定されます。入力

内容に誤りがないか確認し、誤りがある場合は修正します。 

＞郵便番号と住所の入力 へ 

 



 

406 

2-3-1 現金給付、証交付、任意継続等に関する申請編

① 申請内容を入力する（その他の申請書等） 

●社会保険労務士の場合 

 

保険者名称と記号・番号を入力します。 

 

────────────────────────────── 



 

407 

2-3-1 現金給付、証交付、任意継続等に関する申請編

① 申請内容を入力する（その他の申請書等） 

 

氏名と生年月日を入力します。 

＞郵便番号と住所の入力 へ 



 

408 

2-3-1 現金給付、証交付、任意継続等に関する申請編

① 申請内容を入力する（その他の申請書等） 

 

郵便番号欄に郵便番号を 7 桁すべて入力します。選択可能な住所が

一覧で表示されます。住所を選択します。 

 

────────────────────────────── 

  



 

409 

2-3-1 現金給付、証交付、任意継続等に関する申請編

① 申請内容を入力する（その他の申請書等） 

 

自動入力された住所を確認し、住所の詳細を入力します。 

 

────────────────────────────── 



 

410 

2-3-1 現金給付、証交付、任意継続等に関する申請編

① 申請内容を入力する（その他の申請書等） 

 

電話番号を入力し、今回の申請が再申請の場合は「はい」を、再申請で

はない場合は「いいえ」を選択します。 

 

────────────────────────────── 

  



 

411 

2-3-1 現金給付、証交付、任意継続等に関する申請編

① 申請内容を入力する（その他の申請書等） 

 

① 「次へ」ボタン 

入力内容を確認し、問題がない場合は「次へ」ボタンを押します。 

＞2-3-1 ②書類をアップロードする へ 

 

② 「戻る」ボタン 

「戻る」ボタンを押すと、前のページに戻ります。 

 

この画面で「戻る」ボタンを押すと、内容がクリアされますので、

ご注意ください。 

 

③ 「入力データを保存する」ボタン 

「入力データを保存する」ボタンを押すと、次回、メニュー画面の申

請する欄にある「保存データを利用して申請」ボタンから申請を再

開することができます。 

入力内容のデータは「申請書名_YYYYMMDDhhmmss.json」

のファイル名で、ご利用の端末に保存されます。 

例：2026 年１月 20 日 10 時 30 分 22 秒に「入力データを保

存する」ボタンを押した場合、ファイル名は「申請書名

_20260120103022.json」となります。 

＞2-3-1 ④保存データを利用して申請する へ 

────────────────────────────── 



 

412 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現金給付、証交付、任意継続等に関する申請 編 

 

2-3-1-② 

 

書類をアップロードする 

 

 

 

申請書の種類によっては、申請書や添付書類の画像データをアップロ

ードする必要があります。本項では書類をアップロードする場合の操作

概要について説明します。 



 

413 

2-3-1 現金給付、証交付、任意継続等に関する申請編 

② 書類をアップロードする 

1．添付書類をアップロードする 

 

データ化・アップロード手順を確認します。「∨」ボタンを押すと詳細な

説明が表示されます。 

 

────────────────────────────── 

 

添付書類のアップロードを行います。 

「アップロードする書類に関する詳細な説明」を確認後、「アップロード」

ボタンを押します。 

────────────────────────────── 



 

414 

2-3-1 現金給付、証交付、任意継続等に関する申請編 

② 書類をアップロードする 

 

「ファイルを選択」ボタンを押します。添付書類の選択方法は各端末で

表示されている方法に従います。 

選択が可能なファイルの形式は「.jpg」「.png」「.pdf」です。 

 

 

パスワード付きの PDF はアップロードできません。 

 

 

メニュー画面で「保存データを利用して申請」を選択された

方は、ご利用の端末に保存された「申請書名

_YYYYMMDDhhmmss.json」のファイルには、アップロ

ードした添付書類(原本、ファイル)は含まれていないため、

もう一度アップロードしてください。 

 

  



 

415 

2-3-1 現金給付、証交付、任意継続等に関する申請編 

② 書類をアップロードする 

 

ご利用の機種によって画面の表示、操作方法は異なりま

す。詳しくはご利用の機種の操作方法をご確認ください。 

 

(例) iPhone をご利用の場合の添付書類選択方法 

 

書類の添付方法を選択します。 

① 「写真ライブラリ」ボタン 

お手元に画像がある場合は、「写真ライブラリ」ボタン

から、画像を選択します。 

② 「写真を撮る」ボタン 

その場で添付書類を撮影する場合は、「写真を撮る」ボ

タンを押して、添付書類の撮影を行います。 

③ 「ファイルを選択」ボタン 

添付書類の形式が PDF 等の場合は、「ファイルを選

択」ボタンを押して、対象のファイルを選択します。 

 

────────────────────────────── 

  



 

416 

2-3-1 現金給付、証交付、任意継続等に関する申請編 

② 書類をアップロードする 

 

正しくアップロードされた場合には、「アップロード完了」画面が表示さ

れます。 

「OK」ボタンを押します。 

 

 

正しくアップロードできなかった場合は、下記のようなエラ

ー文言が表示されます。 

エラーの内容に沿って、添付書類の変更してください。 

 

ファイル形式が指定と異なる場合 

「ファイル形式が正しくありません。アップロード可能な形

式は JPEG/PDF/PNG です。」 

と表示されます。 

指定の形式でファイルをアップロードしなおしてください。 

 

 

 

 

 

 



 

417 

2-3-1 現金給付、証交付、任意継続等に関する申請編 

② 書類をアップロードする 

ファイルサイズが上限を超えている場合 

 「選択したファイルサイズが最大値を超えています。○○

MB 以下のファイルを選択してください。」 

と表示されます。 

ファイルサイズは 20MB、PDF のみ 15MB が上限です。 

ファイルを分割する、画像の解像度を落とすなどを行い、

ファイルサイズを規定の値に収めてください。 

 

ファイルサイズ下限を満たしていない場合 

 「選択したファイルサイズが必要最小値を下回っていま

す。100KB 以上のファイルを選択してください。」 

と表示されます。 

ファイルサイズは１０0KB、PDF のみ０KB が下限です。 

アップロードした画像の画質が粗いなどの要因が考えられ

ます。再度撮影を行うか適したファイルサイズの添付書類

をアップロードしてください。 

 

画像サイズが基準を満たしていない場合 

 「画素数が規定の範囲外です。アップロード可能な画素数

は縦 512～8,192 ピクセル×横 512～8,192 ピクセル

です。」  

と表示されます。 

添付画像のサイズを調整して、再度アップロードを行って

ください。 

 

────────────────────────────── 

  



 

418 

2-3-1 現金給付、証交付、任意継続等に関する申請編 

② 書類をアップロードする 

 

添付書類が複数ファイルに分かれている場合は、同様の手順でアップ

ロードします。 

 

 

お手元のファイル名と異なるファイル名が表示されますが、

正常に添付書類のアップロードは行われています。 

 

 

PDF など JPG 以外のファイル形式の添付書類をアップロ

ードした場合にも、一律でファイル形式は JPG に変換が行

われます。 

 

 

PDF が複数ページある場合、ページごとに自動分割されて、フ

ァイルアップロードが行われます。 

 

────────────────────────────── 



 

419 

2-3-1 現金給付、証交付、任意継続等に関する申請編 

② 書類をアップロードする 

 

「ファイルを選択」ボタンの下に JPG ファイルが表示されていることを

確認のうえ「登録」ボタンを押します。 



 

420 

2-3-1 現金給付、証交付、任意継続等に関する申請編 

② 書類をアップロードする 

 

「閉じる」ボタンを押すとファイルの「登録」は行われません。ご

注意ください。 

 

────────────────────────────── 

 

 

正しく画像がアップロードされた場合は、ファイル名がアップロード画

面に表示されます。 

ファイル名を押すとアップロードした画像が表示されますので、正しい

ものであることを確認します。 

また、複数の添付書類のアップロードをしたい場合は、再度「アップロ

ード」ボタンを押し、同様の手順で添付書類の追加が可能です。 

 

────────────────────────────── 

  



 

421 

2-3-1 現金給付、証交付、任意継続等に関する申請編 

② 書類をアップロードする 

●アップロードした画像を削除したい場合 

 

① 「この画像を削除」ボタン 

削除したい場合は「この画像を削除」ボタンを押します。 

 

② 「〈 〉」ボタン 

画像が複数登録されている場合、「〈 〉」ボタンを押すと、次に登録

されている画像を表示することができます。 

────────────────────────────── 

 



 

422 

2-3-1 現金給付、証交付、任意継続等に関する申請編 

② 書類をアップロードする 

削除した画像は、ファイル名の頭に「削除済み画像」として「   」が表

示されます。 

 

────────────────────────────── 

  



 

423 

2-3-1 現金給付、証交付、任意継続等に関する申請編 

② 書類をアップロードする 

●「削除」の操作を取り消したい場合 

 

「削除を取り消し」ボタンを押すと、「削除済み」と表示された画像はふ

たたび有効な状態になります。 

 

────────────────────────────── 



 

424 

2-3-1 現金給付、証交付、任意継続等に関する申請編 

② 書類をアップロードする 

 

画像から「削除済み」の表示が外れると、削除の取り消しが行われてい

る状態です。「閉じる」ボタンを押します。 

 

────────────────────────────── 

  



 

425 

2-3-1 現金給付、証交付、任意継続等に関する申請編 

② 書類をアップロードする 

●アップロードした画像を全て削除したい場合 

 

アップロードした複数の画像をすべて削除したい場合は、「すべての画

像を削除」ボタンを押します。 

 

────────────────────────────── 

 

すべての画像を削除してよい場合は、「OK」ボタンを押します。 

 

────────────────────────────── 

 

旧字体・外字など端末で利用できない文字の使用について、ご希望の

選択肢を押します。 

────────────────────────────── 



 

426 

2-3-1 現金給付、証交付、任意継続等に関する申請編 

② 書類をアップロードする 

●「はい」を選択した場合 

 

案内に沿って、ご希望の外字が判別できる画像をアップロードします。 

 

 

ご希望の文字がわかる画像をアップロードしていただいても、

その文字が証書等で必ず使用できるわけではありません。 

 

────────────────────────────── 

  



 

427 

2-3-1 現金給付、証交付、任意継続等に関する申請編 

② 書類をアップロードする 

●「いいえ」を選択した場合 

次の手順に進みます。 

 

 

外字が判別できる画像のアップロード後に「いいえ」ボタンを押

すと登録した画像が削除されます。ご注意ください。 

 

────────────────────────────── 

 

① 「次へ」ボタン 

全ての添付書類のアップロードが完了したら、「次へ」ボタンを押し

ます。「次へ」ボタンを押すと、次のページに進みます。 

＞2-3-1 ③入力内容を確認・申請する へ 

 

② 「戻る」ボタン 

「戻る」ボタンを押すと、前のページに戻ります。 

  



 

428 

2-3-1 現金給付、証交付、任意継続等に関する申請編 

② 書類をアップロードする 

③ 「入力データを保存する」ボタン 

「入力データを保存する」ボタンを押すと、次回、メニュー画面の申

請する欄にある「保存データを利用して申請」ボタンから申請を再

開することができます。 

入力内容のデータは「申請書名_YYYYMMDDhhmmss.json」

のファイル名で、ご利用の端末に保存されます。 

例：2026 年１月 20 日 10 時 30 分 22 秒に「入力データを保存

する」ボタンを押した場合、ファイル名は「申請書名

_20260120103022.json」となります。 

＞2-3-1 ④保存データを利用して申請する へ 

 

 

ご利用の端末に保存された「申請書名

_YYYYMMDDhhmmss.json」のファイルには、アップロ

ードした添付書類(原本、ファイル)は含まれていません。 

申請再開や再申請する場合には、これらの添付書類（原本・

ファイル）を再度アップロードしていただくことになりますの

で、大切に保管してください。 

 

────────────────────────────── 



 

429 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現金給付、証交付、任意継続等に関する申請 編 

 

2-3-1-③ 

 

入力内容を確認・申請する 

 

 

 

電子申請サービス画面で入力した内容やアップロードした書類を確認

します。本項では入力内容等の確認画面から申請書提出までの操作概

要について説明します。 



 

430 

2-3-1 現金給付、証交付、任意継続等に関する申請編 

③ 入力内容を確認・申請する 

1．入力内容を確認・申請する 

 



 

431 

2-3-1 現金給付、証交付、任意継続等に関する申請編 

③ 入力内容を確認・申請する 

 

入力した加入者情報が表示されますので内容を確認します。入力内容

を確認し、修正が必要な場合は、加入者情報欄の「修正する」ボタンを

押します。 

「修正する」ボタンを押すと、加入者情報入力画面が表示されます。 

 

●口座情報を入力した場合 

入力した口座情報が表示されますので内容を確認します。入力内容を

確認し、修正が必要な場合は、口座情報欄の「修正する」ボタンを押し

ます。 

「修正する」ボタンを押すと、口座情報入力画面が表示されます。 

 

●申請情報を入力した場合 

入力した申請情報が表示されますので内容を確認します。入力内容を

確認し、修正が必要な場合は、申請情報欄の「修正する」ボタンを押し

ます。 

「修正する」ボタンを押すと、申請情報入力画面が表示されます。 

 

────────────────────────────── 



 

432 

2-3-1 現金給付、証交付、任意継続等に関する申請編 

③ 入力内容を確認・申請する 

 

添付書類のサムネイルが表示されますので内容を確認します。添付書

類を確認し、修正が必要な場合は、添付書類欄の「修正する」ボタンを

押します。 

「修正する」ボタンを押すと、添付書類アップロード画面が表示されま

す。 

※画像は傷病手当金支給申請書の場合の例 

  



 

433 

2-3-1 現金給付、証交付、任意継続等に関する申請編 

③ 入力内容を確認・申請する 

 

添付書類アップロード画面で「漢字のわかる画像」にアップロ

ードした画像（サムネイル）は、入力内容確認画面ではその他

添付書類欄に表示されます。 

 

 

────────────────────────────── 

  



 

434 

2-3-1 現金給付、証交付、任意継続等に関する申請編 

③ 入力内容を確認・申請する 

 

① 「送信」ボタン 

入力内容と添付書類を確認し、問題がない場合は「送信」ボタンを

押します。 

 

「送信」ボタンを押した後は、 

表示内容を確認し、「OK」ボタンを押します。 

 

 

 

「OK」ボタンを押すと、読み込み中の画面が表示されます。 
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2-3-1 現金給付、証交付、任意継続等に関する申請編 

③ 入力内容を確認・申請する 

 

申請の送信が完了すると申請完了画面が表示されます。 

 

 

② 「戻る」ボタン 

「戻る」ボタンを押すと、前のページに戻ります。 

  

 

読み込み中の画面が表示されているときは、ブラウザー上で、更

新、戻る、進むにあたる操作を行わないでください。 
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2-3-1 現金給付、証交付、任意継続等に関する申請編 

③ 入力内容を確認・申請する 

③ 「入力データを保存する」ボタン 

「入力データを保存する」ボタンを押すと、次回、メニュー画面の申

請する欄にある「保存データを利用して申請」ボタンから申請を再

開することができます。 

入力内容のデータは「申請書名_YYYYMMDDhhmmss.json」

のファイル名で、ご利用の端末に保存されます。 

例：2026 年１月 20 日 10 時 30 分 22 秒に「入力データを保

存する」ボタンを押した場合、ファイル名は「申請書名

_20260120103022.json」となります。 

※マイナンバーは保存されません。 

＞2-3-1 ④保存データを利用して申請する へ 

 

 

ご利用の端末に保存された「申請書名

_YYYYMMDDhhmmss.json」のファイルには、アップロ

ードした添付書類(原本、ファイル)は含まれていません。 

申請再開や再申請する場合には、これらの添付書類（原本・

ファイル）を再度アップロードしていただくことになりますの

で、大切に保管してください。 

 

────────────────────────────── 
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2-3-1 現金給付、証交付、任意継続等に関する申請編 

③ 入力内容を確認・申請する 

2．申請後の確認をする 

 

提出先支部と受付番号を確認します。お問い合わせの際には受付番号

が必要となりますので、必ず番号を控えるか、画面のスクリーンショッ

トを取得して大切に保管してください。 

 

提出先支部は、自動的に設定されます。 

 

────────────────────────────── 
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2-3-1 現金給付、証交付、任意継続等に関する申請編 

③ 入力内容を確認・申請する 

 

① 「申請内容の保存」ボタン 

「申請内容の保存」ボタンを押すと、申請したデータを保存するこ

とができます。 

入力内容のデータは「申請書名_YYYYMMDDhhmmss.json」

のファイル名で、ご利用の端末に保存されます。 

例：2026 年 1 月 20 日 10 時 30 分 22 秒に「申請内容の保

存」ボタンを押した場合、ファイル名は「申請書名

_20260120103022.json」となります。 

※マイナンバーは保存されません。 

＞2-3-1 ④保存データを利用して申請する へ 

 

 

ご利用の端末に保存された「申請書名

_YYYYMMDDhhmmss.json」のファイルには、アップロ

ードした添付書類(原本、ファイル)は含まれていません。 

再申請する場合には、これらの添付書類（原本・ファイル）を

再度アップロードしていただくことになりますので、お手続

きが完了するまで大切に保管してください。 
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2-3-1 現金給付、証交付、任意継続等に関する申請編 

③ 入力内容を確認・申請する 

② 「メニューへ」ボタン 

「メニューへ」ボタンを押すと、メニュー画面に戻ります。 

続けて申請を行う方は「メニューへ」ボタンを押します。 

 

 

この画面で「メニューへ」ボタンを押すと、申請した内容を再度

確認することはできなくなりますので、ご注意ください。 

 

────────────────────────────── 

続けて申請を行う方 

「メニューへ」ボタンを押します。 

 

申請を終了する方 

加入者の場合：開いているブラウザーを閉じ、申請を終了します。 

社会保険労務士の場合：ハンバーガーメニューからログアウトします。 

 

 

社会保険労務士の方がハンバーガーメニューからログアウトせ

ずにブラウザーを閉じて申請を終了した場合も、次回、申請を

行う際は再度ログインが必要になります。 

 

────────────────────────────── 
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現金給付、証交付、任意継続等に関する申請 編 

 

2-3-1-④ 

 

保存データを利用して申請する 

 

 

 

入力の途中で一時保存したデータを使用して申請を再開したり、返戻

となったデータを使用して再申請することが可能です。本項では保存

データを使用して申請する場合の操作概要について説明します。 
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2-3-1 現金給付、証交付、任意継続等に関する申請編 

④保存データを利用して申請する 

1．保存データを利用して申請する 

 

メニュー画面で「保存データを利用して申請」ボタンを押します。 

申請書種類選択画面が表示されます。申請を再開する申請書を選択し

ます。 

＞2-1 電子申請サービスへのアクセスから申請書を選択するまで へ 

加入者の場合：申請書を選択すると、資格選択画面が表示されます。加

入履歴を取得し、資格情報を選択します。 

＞2-2 資格を取得・選択する へ 

資格情報を選択すると、保存データアップロード画面が表示されます。 

＞保存データアップロード画面 へ 

 

社会保険労務士の場合：申請書を選択すると、保存データアップロード

画面が表示されます。 

＞保存データアップロード画面 へ 

 

────────────────────────────── 



 

442 

2-3-1 現金給付、証交付、任意継続等に関する申請編 

④保存データを利用して申請する 

 

「ファイルを選択」ボタンを押して、ご利用の端末に保存した保存データ

または返戻データのファイルを選択します。 

※画像は傷病手当金支給申請書の場合の例 
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2-3-1 現金給付、証交付、任意継続等に関する申請編 

④保存データを利用して申請する 

 

ご利用の機種によって画面の表示、操作方法は異なります。

詳しくはご利用の機種の操作方法をご確認ください。 

 

(例) iPhone をご利用の場合のファイル選択方法 

 

表示された一覧から読み込むファイルを選択します。 

選択が可能なファイルは「入力データを保存する」ボタンを押

し、ご利用の端末に保存した保存データのファイル（※）、また

は返戻となった申請の返戻データのファイル（※）です。 

※ファイル名「申請書名_YYYYMMDDhhmmss.json」 
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2-3-1 現金給付、証交付、任意継続等に関する申請編 

④保存データを利用して申請する 

 

「削除」ボタンを押すと、アップロードした保存データがクリアされま

す。 

 

────────────────────────────── 
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2-3-1 現金給付、証交付、任意継続等に関する申請編 

④保存データを利用して申請する 

 

① 「申請を再開」ボタン 

選択した保存データのファイルが表示されていることを確認し、

「申請を再開」ボタンを押します。 

 

表示内容を確認し、「OK」ボタンを押します。 

 

加入者情報入力画面が表示されます。アップロードした保存

データの入力内容が表示されていることを確認し、申請を再

開します。 

※被保険者、または被扶養者の場合は、氏名、氏名（カタカ

ナ）、生年月日、性別は保存した入力内容ではなく、資格選択

画面で選択した資格情報が設定されますので、今回の申請

内容として正しいかご確認ください。 

 

社会保険労務士の場合は、保存した入力内容が設定されま

す。 

＞2-3-1 ①申請内容を入力する へ 
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2-3-1 現金給付、証交付、任意継続等に関する申請編 

④保存データを利用して申請する 

 

ご利用の端末に保存された「申請書名

_YYYYMMDDhhmmss.json」のファイルには、マイナン

バーとアップロードした添付書類(原本、ファイル)は含まれ

ていないため、もう一度入力、またはアップロードしてくださ

い。 

 

② 「戻る」ボタン 

「戻る」ボタンを押すと、前のページに戻ります。 

 

 

この画面で「戻る」ボタンを押すと、アップロードした保存

データがクリアされますので、ご注意ください。 

 

────────────────────────────── 
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健診・保健指導に関する申請 編 

 

2-3-2-①-a 

 

申請内容を入力する 

特定健康診査受診券（セット券）申請書 

 

 

 

 

本項では特定健康診査受診券（セット券）申請書の申請内容を入力す

る操作概要について説明します。 

  



 

448 

2-3-2 健診・保健指導に関する申請編 

① 申請内容を入力する（特定健康診査受診券(セット券)申請書） 

特定健康診査受診券(セット券)交付

申請書 
受診券（セット券）の交付申請の手続きを行います。 

 

＜特定健康診査受診券(セット券)申請書 申請情報入力画面＞ 
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2-3-2 健診・保健指導に関する申請編 

① 申請内容を入力する（特定健康診査受診券(セット券)申請書） 
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2-3-2 健診・保健指導に関する申請編 

① 申請内容を入力する（特定健康診査受診券(セット券)申請書） 

 

 

────────────────────────────── 
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2-3-2 健診・保健指導に関する申請編 

① 申請内容を入力する（特定健康診査受診券(セット券)申請書） 

 

──────────────────────────── 
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2-3-2 健診・保健指導に関する申請編 

① 申請内容を入力する（特定健康診査受診券(セット券)申請書） 

 

 

 

──────────────────────────── 

 

➤受診年度 

4 月 1 日から翌年 3 月 31 日までとなります。 

例） 2025 年 5 月 21 日,2026 年 3 月 31 日の受診年度は 

いずれも 2025 年となります 

尚、受診年度については、変更することができません。 

 

➤「申請者（被扶養者）情報が存在しない」場合 

本画面に遷移した際に「申請者（被扶養者）情報が存在しない」と表

示された場合は、メッセージに従い対応いただきますようお願いし

ます。 
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2-3-2 健診・保健指導に関する申請編 

① 申請内容を入力する（特定健康診査受診券(セット券)申請書） 

1.1 申請情報を入力する 

入力項目について説明します。 

 

⚫ 郵便番号 ※必須 

⚫ 住所 ※必須 

 
 

郵便番号は 7 桁の半角数字を入力してください。 

郵便番号を 7 桁入力すると住所検索を行い、都道府県と市区町村が一

覧で表示されます。表示されたリストから申請者のご住所を選択して

ください。 

 

入力例） 

郵便番号に‘258００００’を入力した場合は画像のような一覧が表示

されます。リストから住所を選択すると、 
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2-3-2 健診・保健指導に関する申請編 

① 申請内容を入力する（特定健康診査受診券(セット券)申請書） 

住所検索の結果一覧から選択した項目が自動的に反映されます。 

※すでに都道府県と市区町村を入力されている場合は上書きされま

すのでご注意ください。 

 

 

 

 

続いて、「丁目・番地」と「建物名・号室」（任意）を入力してくださ

い。なお、「市区町村」、「丁目・番地」、「建物名・号室」に入力できる

文字数は最大で 39 文字までとなっております。 

 

 

────────────────────────────── 

 

➤住所と紐づかない郵便番号でも申請が可能です。 

郵便番号を入力した後、関連する住所がないエラーメッセ

ージが表示されますので、リスト外をタップし、都道府県と

市区町村を直接文字入力して申請してください。 
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2-3-2 健診・保健指導に関する申請編 

① 申請内容を入力する（特定健康診査受診券(セット券)申請書） 

⚫ 電話番号 ※必須 

入力欄はハイフン‐区切りで 3 つに分かれています。 

3 か所合計で半角数字 10 桁以上 12 桁以内で入力してください。 

 

 

 

 

────────────────────────────── 
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2-3-2 健診・保健指導に関する申請編 

① 申請内容を入力する（特定健康診査受診券(セット券)申請書） 

⚫ 申請者（被扶養者）住所に入力した住所と別のところに送付

を希望しますか？ ※必須 

 

別の住所に送付を希望される方は「はい」を選択してください。別

送付先の住所入力欄が表示されます。 

別送を希望しない場合は「いいえ」を選択して「次へ」ボタンを押し

てください。 

 

 

 

選択例） 

「はい」を選択した場合は、別送先の入力欄（郵便番号・住所・電話

番号）が表示されますので、申請者住所同様に入力を行います。 

 

＜申請情報入力画面 における別送先（送付希望先入力欄）＞ 

 



 

457 

2-3-2 健診・保健指導に関する申請編 

① 申請内容を入力する（特定健康診査受診券(セット券)申請書） 
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2-3-2 健診・保健指導に関する申請編 

① 申請内容を入力する（特定健康診査受診券(セット券)申請書） 

 

 

────────────────────────────── 

  



 

459 

2-3-2 健診・保健指導に関する申請編 

① 申請内容を入力する（特定健康診査受診券(セット券)申請書） 

入力完了後は「次へ」ボタン（①）を押します（入力内容確認画面へ

遷移します）。 

 

 

後続の手続きにつきましては、以下の項を参照ください。 

＞ ２-3-2-② 入力内容を確認・申請する 

 

なお、「トップページへ」ボタン（②）を押しますと、以下のメッセージ

が表示されます。 

 

 

「OK」ボタン（④）を選択すると、「電子申請トップページ」へ遷移し

ます。 

ただし、入力内容は破棄されるため、ご注意ください。 

 

「キャンセル」ボタン（③）を選択すると、「申請情報入力画面」に戻り

ます。 

────────────────────────────── 

  

１ 

２ 

３ ４ 
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2-3-2 健診・保健指導に関する申請編 

① 申請内容を入力する（特定健康診査受診券(セット券)申請書） 

 

入力した内容に不正がある場合はエラーメッセージが表示されるた

め、メッセージに従って入力内容の見直しをお願いします。  

 

・未入力エラー（郵便番号、住所） 

   

 

・桁数不一致（郵便番号、電話番号） 
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2-3-2 健診・保健指導に関する申請編 

① 申請内容を入力する（特定健康診査受診券(セット券)申請書） 

 

────────────────────────────── 

 

 

・入力文字種エラー（郵便番号、電話番号） 

    

 

・入力文字種エラー（住所） 
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健診・保健指導に関する申請 編 

 

2-3-2-①-ｂ 

 

申請内容を入力する 

特定保健指導利用券申請書 

 

 

 

 

本項では特定保健指導利用券申請書の申請内容を入力する操作概要

について説明します。 
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2-3-2 健診・保健指導に関する申請編 

① 申請内容を入力する（特定保健指導利用券申請書） 

特定保健指導利用券交付申請書 
利用券の交付申請の手続きを行います。 

 

＜特定保健指導利用券申請書 申請情報入力画面＞ 

 

 

 

────────────────────────────── 
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2-3-2 健診・保健指導に関する申請編 

① 申請内容を入力する（特定保健指導利用券申請書） 

 

 

────────────────────────────── 
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2-3-2 健診・保健指導に関する申請編 

① 申請内容を入力する（特定保健指導利用券申請書） 

 

────────────────────────────── 

  



 

466 

2-3-2 健診・保健指導に関する申請編 

① 申請内容を入力する（特定保健指導利用券申請書） 

 

 

────────────────────────────── 
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2-3-2 健診・保健指導に関する申請編 

① 申請内容を入力する（特定保健指導利用券申請書） 

 
 

────────────────────────────── 
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2-3-2 健診・保健指導に関する申請編 

① 申請内容を入力する（特定保健指導利用券申請書） 

１．１ 申請情報を入力する 

 

受診券（セット券）と同様の入力手続き、画面機能となります。 

つきましては以下の項を参照ください。 

 

＞ ２-3-2-①-a．受診券(セット券)交付申請書 

１．１ 申請情報を入力する 

 

 

────────────────────────────── 
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健診・保健指導に関する申請 編 

 

2-3-2-② 

 

入力内容を確認・申請する 

 

 

 

 

 

電子申請サービス画面で入力した内容を確認します。本項では入力内

容等の確認画面から申請書提出までの操作概要について説明します。 
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2-3-2 健診・保健指導に関する申請編 

②入力内容を確認・申請する 

入力内容を確認・申請する 
前画面（申請情報入力画面）での入力内容を確認し、申請

を行います。 

※以下に掲載の画面は申請区分が受診券（セット券）のものと 

なりますが、発行対象年度（受診年度）の欄を除き、 

利用券の場合も同様の画面構成となります。 

 

＜特定健康診査受診券(セット券)申請書 入力内容確認画面＞ 

※送付希望先を指定していない場合 

 

 

 

────────────────────────────── 
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2-3-2 健診・保健指導に関する申請編 

②入力内容を確認・申請する 
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2-3-2 健診・保健指導に関する申請編 

②入力内容を確認・申請する 
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2-3-2 健診・保健指導に関する申請編 

②入力内容を確認・申請する 

 

 

────────────────────────────── 
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2-3-2 健診・保健指導に関する申請編 

②入力内容を確認・申請する 

１．１ 入力内容を確認する 

申請を行う前に入力した内容に間違いがないか確認してくださ

い。 

 

⚫ 申請者（扶養者）住所 

郵便番号、住所、電話番号  の各入力内容 

 

⚫ 送付希望先（「はい」を選択した場合） 

郵便番号、住所、電話番号  の各入力内容 

 

別送希望時の表示例） 

 

 

────────────────────────────── 
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2-3-2 健診・保健指導に関する申請編 

②入力内容を確認・申請する 

１．２ 入力内容を保存する 

申請を中断し、入力内容をファイルに保存することで、別途改めて

申請手続きが再開できます。 

 

⚫ 「入力データを保存する」ボタン 

 

ボタンを押すと入力データが保存されます。 

 

 

➤データ形式 

json 形式で保存されます。 

➤出力ファイル名 

ファイル名は以下となります。 

「SHINSEI_DATA_NNN__YYYYMMDDhhmmss.json」 

NNN：受診券（セット券）は 801、利用券は 802 

YYYY：西暦(4 桁) 例：2025 

MM：月(2 桁) 例：10 

DD：日(2 桁) 例：18 

hh：時(2 桁) 例：16 

㎜：分(2 桁) 例：47 

ss：秒(2 桁) 例：05 

例： 

「SHINSEI_DATA_801_20251018164705.json」 

➤データ保存先 

ご利用の機種によって保存先は異なります。 

詳しくはご利用の機種の操作方法をご確認ください。 

➤保存データの編集 

保存されたデータ（ファイル）は修正、変更は行わないで 
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2-3-2 健診・保健指導に関する申請編 

②入力内容を確認・申請する 

 

────────────────────────────── 

  

ください。※変更された場合には、データ（ファイル）が 

利用できなくなる場合があります。 
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2-3-2 健診・保健指導に関する申請編 

②入力内容を確認・申請する 

１．3 入力内容を申請する 

入力内容に問題が無ければ、申請を送信します。 

 

 

 

申請を行う場合、「送信 >」ボタン（②）を押します。 

※入力内容を修正したい場合は「< 戻る」ボタン（①）を押します。

前画面（申請情報入力画面）へ遷移します。 

 

以下の確認ダイアログが表示されます。 

 

 

 

「OK」ボタン（④）を選択すると、「申請完了画面」へ遷移します。入

力内容の申請が行われますので、申請完了するまで開いたままお

待ちください。 

「キャンセル」ボタン（③）を選択すると、「入力内容確認画面」に戻り

ます。 

────────────────────────────── 

１ ２ 

３ ４ 
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2-3-2 健診・保健指導に関する申請編 

②入力内容を確認・申請する 

１．4 申請後の確認をする 

申請が完了しますと、以下の画面が表示されます。 

※以下に掲載の画面は申請区分が受診券（セット券）のもの 

となりますが、利用券の場合も同様の画面構成となります。 

 

＜特定健康診査受診券(セット券)申請書 申請完了画面＞ 
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2-3-2 健診・保健指導に関する申請編 

②入力内容を確認・申請する 

 

────────────────────────────── 
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2-3-2 健診・保健指導に関する申請編 

②入力内容を確認・申請する 

 

 

 

続けて申請を行う方 

「トップページへ」ボタンを押します。 

 

 

 

申請を終了する方 

開いているブラウザを閉じ、申請を終了します。 

 

────────────────────────────── 

 

 

➤提出先支部 

提出先支部は、自動的に設定されます。 

 

➤受付番号 

お問い合わせの際には受付番号が必要となりますので、必

ず控えるかプリントアウトのうえ、大切に保管してください。 

 

 

 

 

この画面で「トップページへ」ボタンを押すと、申請した内容を再度

確認することはできなくなりますので、ご注意ください。 
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健診・保健指導に関する申請 編 

 

2-3-2-③ 

 

保存データを利用して申請する 

 

 

 

 

 

入力の途中で一時保存したデータを使用して申請を再開することが可

能です。本項では保存データを使用して申請する場合の操作概要につ

いて説明します。 
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2-3-2 健診・保健指導に関する申請編 

③保存データを利用して申請する 

保存データを利用して申請する 
前回申請時に端末に保存したデータを利用し、申請を行う

方法です。 

＜特定健康診査受診券(セット券) 保存データアップロード画面＞ 

※＜特定保健指導利用券 保存データアップロード画面＞について

も、同様の画面/手続きとなります。 
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2-3-2 健診・保健指導に関する申請編 

③保存データを利用して申請する 

 

 

────────────────────────────── 
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2-3-2 健診・保健指導に関する申請編 

③保存データを利用して申請する 

１．１ 保存データから申請を行う 

手順について説明します。 

 

⚫ メニュー画面から 

保存データアップロード画面までの手順について 

 

メニュー画面で「保存データを利用して申請」ボタンを押します。 

 

申請書種類選択画面が表示されます。 

申請を再開する申請書として、健診・保健指導に関する申請の 

「特定健康診査受診券の発行(被扶養者)」もしくは「特定保健指導

利用券の発行(被扶養者)」を選択します。 

>2-1 電子申請サービスへのアクセス～申請書を選択する へ 

 

申請書を選択すると、資格選択画面が表示されます。加入履歴を

取得し、資格情報を選択します。 

>2-2 資格を取得・選択する へ 

 

資格情報を選択すると、保存データアップロード画面が表示され

ます。 
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2-3-2 健診・保健指導に関する申請編 

③保存データを利用して申請する 

 

 

「＋ファイルを選択」ボタンを押して、ファイル（保存データ）を選択する

画面から使用するファイルを選択します。 

 

────────────────────────────── 

  

白抜き 
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2-3-2 健診・保健指導に関する申請編 

③保存データを利用して申請する 

 

ご利用の機種によって画面の表示、操作方法は異なります。詳

しくはご利用の機種の操作方法をご確認ください。 

 

(例) iPhone をご利用の場合のファイル選択方法 
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2-3-2 健診・保健指導に関する申請編 

③保存データを利用して申請する 

表示された一覧から読み込むファイルを選択します。 

選択が可能なファイルは入力内容確認画面の「入力データを保

存する」ボタン、もしくは申請完了画面内の「申請内容の保存」

ボタンを押して、ご利用の端末に保存した保存データのファイル

（※）です。 

※ファイル名

「SHINSEI_DATA_NNN__YYYYMMDDhhmmss.json」 

NNN：受診券（セット券）は 801、利用券は 802 

YYYY：西暦(4 桁) 例：2025 

MM：月(2 桁) 例：10 

DD：日(2 桁) 例：18 

hh：時(2 桁) 例：16 

㎜：分(2 桁) 例：47 

ss：秒(2 桁) 例：05 

 

ファイル名：例 

「SHINSEI_DATA_801_20251018164705.json」 

 

 

────────────────────────────── 
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2-3-2 健診・保健指導に関する申請編 

③保存データを利用して申請する 

 

選択した保存データのファイルが表示されていることを確認し、「申請

を再開」ボタンを押します。 

────────────────────────────── 

  

 
 
１ 
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2-3-2 健診・保健指導に関する申請編 

③保存データを利用して申請する 

 

表示内容を確認し、「OK」ボタンを押します。 

申請情報入力画面が表示されます。アップロードした保存データの入

力内容が表示されていることを確認し、申請を再開します。 

※資格情報を含めた申請者（被扶養者）情報・被保険者情報は保存した

入力内容ではなく、資格選択画面で選択した資格情報に紐づく最新の

情報が設定されますので、今回の申請内容として正しいかご確認くだ

さい。 

 

① 「削除」ボタン 

「削除」ボタンを押すと、アップロードした保存データがクリアされま

す。 

────────────────────────────── 
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2-3-2 健診・保健指導に関する申請編 

③保存データを利用して申請する 

2．１ 入力内容の確認・申請 

後続の手続きにつきましては、申請区分に応じて以下の項を参照くだ

さい。 

 ＞ 2-3-2-①-a 受診券(セット券)申請書 

 ＞ 2-3-2-①-b 利用券申請書 

 

────────────────────────────── 
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船員保険に関する申請 編 

 

2-3-3-① 

 

書類をアップロードする 

 

 

 

船員保険に関する申請は、申請書や添付書類の画像データをアップロ

ードする必要があります。本項では書類をアップロードする場合の操作

概要について説明します。 

 



 

492 

 

2-3-3 船員保険に関する申請編  

①書類をアップロードする 

 

書類をアップロードする 
 

 

加入者（被保険者・被扶養者）または社会保険労務士が、電子申請に係

る申請書/添付書類の画像をアップロードするための画面です。 

アップロードするために選択した申請書名と現在のステップ「申請書/

添付書類アップロード」が表示されます。 

アップロードの手順は「データ化・アップロード手順」「∨」ボタンを押す

と詳細が表示されます。 

※画像は「船員保険給付に関する申請(職務外)」、「傷病手当金支給申

請書」を選択した場合の例です。 
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2-3-3 船員保険に関する申請編  

①書類をアップロードする 

 

 

スクロールし、本画面で、申請書および添付書類をアップロードしま

す。［アップロード］ボタンを押すと、＜申請書/添付書類選択＞画面が

表示されます。 

※下記に対応したファイルがアップロード可能です。 

 JPEG、PNG、PDF ファイル 

 ファイルのサイズは 100KB～20MB まで 

 縦横のサイズは 512px～4096px まで 

 

 

アップロードの条件を満たさないファイルを選択した場合は、

エラーとなります。 
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2-3-3 船員保険に関する申請編  

①書類をアップロードする 

 

 

＜申請書/添付書類選択＞画面で、［ファイルを選択］ボタンを押すと、

ファイル選択ダイアログが表示されます。書類の選択方法は各端末で

表示されている方法に従います。 
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2-3-3 船員保険に関する申請編  

①書類をアップロードする 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ファイルをアップロードすると、＜申請書/添付書類選択＞画面で、［フ

ァイルを選択］ボタンの下にアップロードしたファイル名のリンクが表示

されます。 
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2-3-3 船員保険に関する申請編  

①書類をアップロードする 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ファイル名のリンクを押すと、＜申請書/添付書類プレビュー＞画面が

表示されます。 

 ［閉じる］ボタンを押すと、＜申請書/添付書類選択＞画面に戻りま

す。 

 ［この画像を削除］ボタンを押すとファイルが削除されます。 
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2-3-3 船員保険に関する申請編  

①書類をアップロードする 

 

 

［この画像を削除］ボタンを押すと、ファイルが削除済みになり、［削除

を取り消し］ボタンに変わります。 

［削除を取り消し］ボタンを押すと、削除の実施を取り消します。 
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2-3-3 船員保険に関する申請編  

①書類をアップロードする 

 

 

※ファイルをアップロードすると、［登録］ボタンが活性になります。 

［登録］ボタンを押すと、ファイルが登録され、＜申請書/添付書類アッ

プロード＞画面に戻ります。 

申請書以外にも添付する資料がある場合は、その他添付資料の［アッ

プロード］ボタンから、同様の手順でアップロードします。 
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2-3-3 船員保険に関する申請編  

①書類をアップロードする 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ファイルをアップロードすると、＜申請書/添付書類アップロード＞画面

にアップロードしたファイル名のリンクと「全ての画像を削除」のリンク

が表示されます。 

ファイル名のリンクを押すと、＜申請書/添付書類プレビュー＞画面が

表示されます。 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

500 

 

2-3-3 船員保険に関する申請編  

①書類をアップロードする 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「全ての画像を削除」のリンクを押すと、アップロードしたファイルを削

除します。 

リンクを押すと、「申請書の全ての画像を削除しますか？」という画面

メッセージが表示されます。 

•実施する場合は［OK］ボタンを押してください。 

•実施しない場合は［キャンセル］ボタンを押してください。 

※画面メッセージに表示される申請書名は、アップロードするために選

択した申請書名によって異なります。 

※削除の実施を取り消すことはできません。 
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2-3-3 船員保険に関する申請編  

①書類をアップロードする 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① ［次へ］ボタン 

※ファイルをアップロードすると、［次へ］ボタンが活性化します。 

［次へ］ボタンを押すと、＜アップロード内容確認画面＞が同タブで

表示されます。 

 

② ［トップページへ］ボタン 

［トップページへ］ボタンを押すと、電子申請サービスの＜トップ＞

画面が表示されます。 

 

「トップページへ」ボタンを押すと、入力内容が破棄されます。 

 

────────────────────────────── 

 

 

 

１ 

２ 
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船員保険に関する申請 編 

 

2-3-3-② 

 

入力内容を確認・申請する 

 

 

 

電子申請サービス画面で入力した内容を確認します。本項では入力内

容等の確認画面から申請書提出までの操作概要について説明します。 
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2-3-3 船員保険に関する申請編  

②入力内容を確認・申請する 

1.1 入力内容を確認・申請する 
 

 

加入者（被保険者・被扶養者）または社会保険労務士が、アップロードし

た申請書/添付書類の内容を最終確認するための画面です。 

アップロードするために選択した申請書名と現在のステップ「アップロ

ード内容確認」が表示されます。 

「印刷、スクリーンショットの取得方法はこちら」のリンクを押すと、別タ

ブで申請内容の印刷、スクリーンショットの取得方法を示す画面を表示

します。 

※画像は「船員保険給付に関する申請(職務外)」、「傷病手当金支給申

請書」を選択した場合の例です。 
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2-3-3 船員保険に関する申請編  

②入力内容を確認・申請する 

 

スクロールすると、登録した申請情報が表示されます。 

申請内容の「保険者番号」、「記号・番号」、「受給者区分」は加入者（被保

険者・被扶養者）の場合に表示されます。 
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2-3-3 船員保険に関する申請編  

②入力内容を確認・申請する 

スクロールすると、申請書/添付書類アップロードの登録情報が表示さ

れます。 

「申請書」、「添付書類」にそれぞれ＜申請書/添付書類アップロード＞

画面でアップロードしたサムネイルが表示されます。サムネイルを押す

と、＜申請書/添付書類プレビュー＞画面が表示されます。 
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2-3-3 船員保険に関する申請編  

②入力内容を確認・申請する 

 

• ①［戻る］ボタン 

［戻る］ボタンを押すと、＜申請書/添付書類アップロード＞画

面に戻ります。 

 

 

 

 

 

 

 

３ 

１ ２ 
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2-3-3 船員保険に関する申請編  

②入力内容を確認・申請する 

• ②［送信］ボタン 

［送信］ボタンを押すと、申請情報を送信します。 

・実施する場合は［OK］ボタンを押してください。 

・実施しない場合は［キャンセル］を押してください。 

 

• ③［トップページへ］ボタン 

［トップページへ］ボタンを押すと、電子申請サービスの＜トップ

＞画面が表示されます。 

 

 

「トップページへ」ボタンを押すと、入力内容が破棄されます。 

────────────────────────────── 
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2-3-3 船員保険に関する申請編  

②入力内容を確認・申請する 

1.2 申請後の確認をする 
 

 

加入者（被保険者・被扶養者）または社会保険労務士による電子申請サ

ービスへの申請が完了したことを表す画面です。 

アップロードするために選択した申請書名と現在のステップ「申請完

了」が表示されます。 

※画像は「船員保険給付に関する申請(職務外)」、「傷病手当金支給申

請書」を選択した場合の例です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

509 

2-3-3 船員保険に関する申請編  

②入力内容を確認・申請する 

 

スクロールすると、申請完了の内容が表示されます。 

加入者（被保険者・被扶養者）の場合は、「記号・番号」が表示されます。 

 

 

 

 

 



 

510 

2-3-3 船員保険に関する申請編  

②入力内容を確認・申請する 

 

［トップページへ］ボタンを押すと、電子申請サービスの＜トップ＞画面

が表示されます。 

 

────────────────────────────── 

 

 



 

511 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3‐1 

 

電子申請サービスへのアクセス

から審査状況の確認まで 

 

 

 

 

電子申請サービスでは申請が完了した申請の審査状況を確認すること

が可能です。 

本項では電子申請サービスのトップページから審査状況の検索・審査

結果の表示を行う場合の操作概要について説明します。 

※船員保険の申請を行った場合は審査状況の確認をご利用いただけ

ません。船員保険部にご確認ください。 

 



 

512 

3-1 電子申請サービスへのアクセスから審査状況の確認まで 

 

１.審査状況の確認を開始 

 

「審査状況確認」ボタンを押します。 

加入者の場合、資格選択画面に遷移し、社会保険労務士の場合は審査

状況確認画面に遷移します。 

 

加入者の場合 

＞２-2 資格を取得・選択する を行った後 

＞2.審査状況を確認 へ 

社会保険労務士の場合 

＞2.審査状況を確認 へ 

 

────────────────────────────── 

  



 

513 

3-1 電子申請サービスへのアクセスから審査状況の確認まで 

 

2.審査状況を確認 

  

読み込み中の画面が表示されます。 

自動的に検索が行われ、検索結果が表示されます。 

 

社会保険労務士の場合、自動的に検索結果が表示されないため、申請

の審査状況を検索する必要があります。 

 

＞審査状況を検索する場合 へ 

 

────────────────────────────── 

 

読み込み中の画面が表示されているときは、ブラウザー上で、更

新、戻る、進むにあたる操作を行わないでください。 



 

514 

3-1 電子申請サービスへのアクセスから審査状況の確認まで 

 

 

「健診・保健指導に関する申請」を検索したい場合や、受付番号や申請

日を指定して検索したい場合は「審査状況を検索する場合」を参照しま

す。 

 

＞審査状況を検索する場合 へ 

────────────────────────────── 

 

自動的に検索し表示される審査状況に、「健診・保健指導に関する

申請」は含まれません。 



 

515 

3-1 電子申請サービスへのアクセスから審査状況の確認まで 

 

 

確認したい申請書の「∨」ボタンを押します。 

 

────────────────────────────── 



 

516 

3-1 電子申請サービスへのアクセスから審査状況の確認まで 

 

 

「戻る」ボタンを押すと、前のページに戻ります。 

 

────────────────────────────── 

  



 

517 

3-1 電子申請サービスへのアクセスから審査状況の確認まで 

 

●「審査状況確認」画面の PC 表示の場合 

 

  



 

518 

3-1 電子申請サービスへのアクセスから審査状況の確認まで 

 

 

「状況」欄の凡例は下記になります。 

受付 申請が正常に送信され、全国健康保

険協会システムに到達しました。 

審査中 提出された申請の審査が行われてい

ます。 

審査完了 提出された申請の審査が完了しまし

た。 

返戻 提出された申請に不備があります。

返戻された理由をご確認ください。 

 

赤枠で囲われた申請書は、返戻された申請になります。「協

会電子ポスト」ボタンを押した後の操作は 3-2 をご参照く

ださい。 

＞3-2 協会電子ポストを確認する へ 

※健診・保健指導に関する申請の場合は電子ポストをご利

用いただけません。

 



 

519 

3-1 電子申請サービスへのアクセスから審査状況の確認まで 

 

申請を提出した支部と審査を行った支部が異なる場合、申

請状況コメントに「○○支部にて審査しました。」が表示さ

れます。 

（例）提出先支部が徳島支部、審査した支部が神奈川支部

であった場合「神奈川支部にて審査しました。」が表示され

ます。 

 

 

────────────────────────────── 

  



 

520 

3-1 電子申請サービスへのアクセスから審査状況の確認まで 

 

審査状況を検索する場合 

 

以下の操作に関するポイントをご確認の上、申請種別を選択します。 

  

 



 

521 

3-1 電子申請サービスへのアクセスから審査状況の確認まで 

 

 

① 「給付/証交付/任意継続に関する申請及び資格・給付に

関するその他の申請」を選択すると以下の申請書が検索

できます。 

・ 傷病手当金支給申請書 

・ 出産手当金支給申請書 

・ 出産育児一時金支給申請書 

・ 出産育児一時金内払金支払依頼書 

・ 埋葬料（費）支給申請書 

・ 高額療養費支給申請書 

・ 療養費支給申請書（立替払等） 

・ 療養費支給申請書（治療用装具） 

・ 海外療養費支給申請書 

・ 高額介護合算療養費支給申請書兼自己負担額証明書交

付申請書 

・ 移送費支給申請書 

・ 高額医療費貸付金貸付申込書 

・ 出産費貸付金貸付申込書 

・ 年間の高額療養費支給申請書 

・ 年間の高額療養費自己負担額証明書交付申請書 

・ 任意継続被保険者 資格取得申出書 

・ 任意継続被保険者 被扶養者（異動）届 

・ 任意継続被扶養者 変更（訂正）届 

・ 任意継続被保険者 氏名・生年月日・性別・住所・電話番

号変更（訂正）届 

・ 任意継続被保険者 資格喪失申出書 

・ 任意継続被保険者 保険料納付遅延理由申出書 

・ 高齢受給者証再交付申請書 

・ 高齢受給者基準収入額適用申請書（新規判定用） 

・ 高齢受給者基準収入額適用申請書（定期判定用） 

・ 限度額適用認定申請書 



 

522 

3-1 電子申請サービスへのアクセスから審査状況の確認まで 

 

・ 限度額適用・標準負担額減額認定申請書 

・ 特定疾病療養受療証交付申請書 

・ 資格確認書交付申請書 

・ 健康保険法第 118 条第 1 項該当・非該当届 

 

② 「健診・保健指導に関する申請」を選択すると、以下の申

請書が検索できます。 

・ 特定健康診査受診券（セット券）申請書 

・ 特定保健指導利用券申請書 

 

────────────────────────────── 

 

加入者の場合、保険者名称や記号・番号はすでに確認済みの情報が自

動入力されるため、入力不要になります。 

 



 

523 

3-1 電子申請サービスへのアクセスから審査状況の確認まで 

 

 

────────────────────────────── 

  

社会保険労務士の場合、保険者名称を入力します。 

記号・番号については任意項目のため、必要に応じて入力し

ます。 

 



 

524 

3-1 電子申請サービスへのアクセスから審査状況の確認まで 

 

 

受付番号は任意項目のため、必要に応じて入力します。 

 

 

────────────────────────────── 

  

 

社会保険労務士の場合、受付番号は入力不要です。 

 



 

525 

3-1 電子申請サービスへのアクセスから審査状況の確認まで 

 

 

申請日は任意項目のため、必要に応じて入力します。 

 

────────────────────────────── 

  



 

526 

3-1 電子申請サービスへのアクセスから審査状況の確認まで 

 

 

「状況確認」ボタンを押します。 

 

────────────────────────────── 

 

「OK」ボタンを押します。 

 

────────────────────────────── 

  



 

527 

3-1 電子申請サービスへのアクセスから審査状況の確認まで 

 

 

確認したい申請書の「∨」ボタンを押します。 

 

────────────────────────────── 

  



 

528 

3-1 電子申請サービスへのアクセスから審査状況の確認まで 

 

 

「戻る」ボタンを押すと、前のページに戻ります。 

 

この画面で「戻る」ボタンを押すと、内容がクリアされます

ので、ご注意ください。 

 

────────────────────────────── 



 

529 

3-1 電子申請サービスへのアクセスから審査状況の確認まで 

 

●「審査状況確認」画面の PC 表示の場合 

 

  



 

530 

3-1 電子申請サービスへのアクセスから審査状況の確認まで 

 

 

「状況」欄の凡例は下記になります。 

受付 申請が正常に送信され、全国健康保

険協会システムに到達しました。 

審査中 提出された申請の審査が行われてい

ます。 

審査完了 提出された申請の審査が完了しまし

た。 

返戻 提出された申請に不備があります。

返戻された理由をご確認ください。 

 

赤枠で囲われた申請書は、返戻された申請になります。「協

会電子ポスト」ボタンを押した後の操作は 3-2 をご参照く

ださい。 

＞３-2 協会電子ポストを確認する へ 

※健診・保健指導に関する申請の場合は電子ポストをご利

用いただけません。

 



 

531 

3-1 電子申請サービスへのアクセスから審査状況の確認まで 

 

申請を提出した支部と審査を行った支部が異なる場合、申

請状況コメントに「○○支部にて審査しました。」が表示さ

れます。 

（例）提出先支部が徳島支部、審査した支部が神奈川支部

であった場合「神奈川支部にて審査しました。」が表示され

ます。 

 

 

────────────────────────────── 



 

532 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3‐2 

 

協会電子ポストを確認する 

 

 

 

 

 

申請に不備があった場合は返戻通知書等一式を電子申請サービス上

の電子ポストに返戻します。 

本項では返戻となった申請の確認を行う場合の操作概要について説

明します。 

※健診・保健指導および船員保険に関する申請は電子ポストをご利用

いただけません。郵送される返戻通知書等をご確認ください。 

 



 

533 

3-2 協会電子ポストを確認する 

１.協会電子ポストの確認 

 

申請書、「受付番号」の右にある「V」ボタンを押します。 

 

────────────────────────────── 

  



 

534 

3-2 協会電子ポストを確認する 

 

返戻となった申請の詳細が表示されます。「協会電子ポスト」ボタンを

押すと別タブで電子ポストが開きます。 

 

 

健康保険給付申請のうち高額介護合算療養費支給申請書、年間

の高額療養費支給申請書、年間の高額療養費自己負担額証明書

交付申請書、健康保険法第 118 条第 1 項該当・非該当届は電

子ポストをご利用いただけません。 

 

────────────────────────────── 

  



 

535 

3-2 協会電子ポストを確認する 

 

電子ポストでは、お返しする理由のお知らせ（pdf）ファイルと申請ファ

イル・添付書類ファイル（zip）が表示されます。 

※返戻となった申請ごとに、お返しする理由のお知らせ（pdf）ファイル

と申請ファイル・添付書類ファイル（zip）が表示されます。 

＞お返しする理由のお知らせ（pdf）を確認する場合 へ 

＞申請ファイル・添付書類ファイル（zip）を確認する場合 へ 

 

電子申請サービスの画面を閉じると、電子ポストの画面は自動

で閉じます。 

電子ポストに格納された PDF、ZIP ファイルはご自身で削除す

ることはできません。 

 

────────────────────────────── 



 

536 

3-2 協会電子ポストを確認する 

 

① 交付書面の状態 

 

交付書面の状態が表示されます。 

  



 

537 

3-2 協会電子ポストを確認する 

② スター 

 

対象のファイルに印（スター）をつけることが可能です。 

③ スター付き 

ON にすると、スター付きのファイルを上位に表示することができ

ます。 

④ 交付日付 

交付年月日の降順、または昇順に表示順を変更できます。 

 

────────────────────────────── 

  



 

538 

3-2 協会電子ポストを確認する 

●お返しする理由のお知らせ（pdf）を確認する場合 

 

「お返しする理由のお知らせ（pdf）」を押します。 

 

────────────────────────────── 

  



 

539 

3-2 協会電子ポストを確認する 

 

「お返しする理由のお知らせ（pdf）」を押します。 

 

────────────────────────────── 

  



 

540 

3-2 協会電子ポストを確認する 

 

返戻の理由を表示します。 

 

返戻文書は PDF ファイルであり、「お返しする理由のお知らせ

（pdf）」を押下すると PDF が表示されますが、自動では端末内

にダウンロードされません。 

PDF ファイルをダウンロードする場合、以下の手順でダウンロ

ードしてください。 

＜iPhone をご利用の場合（例）＞ 

画面下部に表示される マークを選択し、「”ファイルに保存”」か

らご利用されている iPhone 内に保存してください。 

＜Android 端末をご利用の場合（例）＞ 



 

541 

3-2 協会電子ポストを確認する 

① 画面右上にある「︙」アイコンから「共有」を選択し、「印刷」を

選択します。 

② 印刷画面で、保存形式として「PDF 形式で保存」を選択し、

画面右上のダウンロードボタンから、保存先を選択して「完

了」を選択します。 

 

────────────────────────────── 

  



 

542 

3-2 協会電子ポストを確認する 

●申請ファイル・添付書類ファイル（zip）を確認する場合 

 

「申請ファイル・添付書類ファイル（zip）」を押します。 

 

────────────────────────────── 

  



 

543 

3-2 協会電子ポストを確認する 

 

「申請ファイル・添付書類ファイル（zip）」を押します。 

 

 

────────────────────────────── 

  



 

544 

3-2 協会電子ポストを確認する 

 

ご利用の機種によってファイルをダウンロードする際の画

面の表示、操作方法は異なります。詳しくはご利用の機種

の操作方法をご確認ください。 

 

(例) iPhone をご利用の場合のファイルダウンロード方

法 

「ダウンロード」ボタンを押します。 

 

 

ファイルアプリに ZIP ファイルがダウンロードされたこと

を確認します。 

ZIP ファイルを押しファイルを解凍します。 

 

 

 

 

 



 

545 

3-2 協会電子ポストを確認する 

解凍されたファイルを押し、ファイルの中身をご確認くださ

い。 

 

 

────────────────────────────── 

 

ダウンロードしたファイルは以下の名前で保存されます。 

 

お返しする理由のお知らせ（pdf） 

[利用コード]_[業務 ID]_[交付番号]_[0002]_[001].pdf 

（例）

RGO0228000_1490260202641000080_041_0

002_001.pdf 

 

申請ファイル・添付書類ファイル（zip） 

[利用コード]_[業務 ID]_[交付番号]_[0001]_[001] 

（例）

RGO0228000_1490260202641000080_041_0

001_001.zip 

 

────────────────────────────── 

  



 

546 

3-2 協会電子ポストを確認する 

 

ZIP ファイル内は以下のようなデータが含まれています。 

ファイル名に「image10」を含む画像は電子申請サービス

の申請にて入力した内容が記載されています。 

 

.json 形式のファイル（返戻データ）を利用して再申請を行

うことができます。 

 

再申請を行う場合 

＞2-3-1 ④保存データを利用して申請する へ 

※ファイル名に「image30」「image40」「image50」を

含む画像は添付書類アップロード画面にて提出いただい

た添付画像です。 

 

 

iPhone をご利用で、ファイルが自動保存されない場合は、ZIP

ファイルのダウンロード後、ファイルを選択した際に画面左下に

表示される マークを選択し、「”ダウンロード”」からご利用中

の iPhone 内に保存してください。 

 

────────────────────────────── 



 

547 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4‐1 

 

利用申請を行う 

 

 

 

 

社会保険労務士が電子申請サービスを利用するためにははじめに利

用申請が必要です。 

本項では電子申請サービスのトップページから社会保険労務士の利用

申請を行う操作概要について説明します。 



 

548 

4-1 利用申請を行う 

１．社会保険労務士による電子申請

サービスの利用の開始  

 

社会保険労務士で、電子申請サービスを初めて利用する場合は「新規

ID、パスワードの発行」ボタンを押します。既にアカウント発行済みの

社会保険労務士の方は「4-2 ログインする」を参照します。 

アカウント発行済みの方  ＞4-2 ログインする へ 

────────────────────────────── 

  



 

549 

4-1 利用申請を行う 

２．利用規約の内容の確認 

 

「利用規約」ボタンと「個人情報の取扱い」ボタンを押します。電子申請

サービスの「利用規約」、「個人情報の取扱い」に関するページが表示さ

れますので、内容を確認します。 

 

電子申請サービスの「利用規約」や「個人情報の取扱い」に関する

ページは別タブで開くため、それぞれ確認後に、元の電子申請サ

ービスのタブに戻る必要があります。  



 

550 

4-1 利用申請を行う 

 

① チェックボックス 

内容をご確認の上、同意される場合はチェックボックスを選択しま

す。 

② 「次へ」ボタン 

チェックボックスを選択してから、「次へ」ボタンを押すと利用申請

入力画面へ進みます。 

③ 「トップページへ」ボタン 

「トップページへ」ボタンを押すと、トップページに戻ります。 



 

551 

4-1 利用申請を行う 

3.利用申請情報を入力する 

 

登録番号と指定桁の番号を入力します。 

 

────────────────────────────── 

  



 

552 

4-1 利用申請を行う 

 

事務所（勤務先事業所）名称と事務所（勤務先事業所）名称（カタカナ）

を入力します。 

 

────────────────────────────── 

  



 

553 

4-1 利用申請を行う 

 

郵便番号欄に郵便番号を 7 桁すべて入力します。選択可能な住所が

一覧で表示されますので、該当する住所を選択します。 

 

────────────────────────────── 

  



 

554 

4-1 利用申請を行う 

 

自動入力された住所を確認し、事務所（勤務先事業所）住所の詳細を入

力します。 

 

────────────────────────────── 

  



 

555 

4-1 利用申請を行う 

 

社会保険労務士氏名、社会保険労務士氏名（カタカナ）、電話番号を入

力します。 

 

────────────────────────────── 

  



 

556 

4-1 利用申請を行う 

 

お客様設定パスワードとお客様設定パスワード（確認）を入力します。 

 

────────────────────────────── 

  



 

557 

4-1 利用申請を行う 

 

① 「次へ」ボタン 

全ての項目を入力し、「次へ」ボタンを押します。 

 

② 「戻る」ボタン 

「戻る」ボタンを押すと、前のページに戻ります。 

 

 

────────────────────────────── 

  

 

「戻る」ボタンを押すと、入力内容がクリアされますので、ご注

意ください。 



 

558 

4-1 利用申請を行う 

４．添付書類をアップロードする 

 

データ化・アップロード手順を確認します。「∨」ボタンを押すと詳細な

説明が表示されます。 

 

────────────────────────────── 

  



 

559 

4-1 利用申請を行う 

 

社会保険労務士証票・マイナンバーカード（表面）のアップロードを行い

ます。 

「アップロード」ボタンを押します。 

 

──────────────────────────────  

 

「ファイルを選択」ボタンを押します。添付書類の選択方法は各端末で

表示されている方法に従います。 

選択が可能なファイルの形式は「.jpg」「.png」「.pdf」 です。 

 

 

パスワード付きの PDF はアップロードできません。 

 

  



 

560 

4-1 利用申請を行う 

 

ご利用の機種によって画面の表示、操作方法は異なりま

す。詳しくはご利用の機種の操作方法をご確認ください。 

 

(例) iPhone をご利用の場合の添付書類選択方法 

 

書類の添付方法を選択します。 

① 「写真ライブラリ」ボタン 

お手元に画像がある場合は、「写真ライブラリ」ボタン

から、画像を選択します。 

② 「写真を撮る」ボタン 

その場で添付書類を撮影する場合は、「写真を撮る」

ボタンを押して、添付書類の撮影を行います。 

③ 「ファイルを選択」ボタン 

添付書類の形式が PDF 等の場合は、「ファイルを選

択」ボタンを押して、対象のファイルを選択します。 

 

────────────────────────────── 

  



 

561 

4-1 利用申請を行う 

 

正しくアップロードされた場合には、「アップロード完了」画面が表示さ

れます。 

「OK」ボタンを押します。 

 

 

正しくアップロードできなかった場合は、下記のようなエラ

ー文言が表示されます。 

エラーの内容に沿って、添付書類を変更してください。 

 

ファイル形式が指定と異なる場合 

「ファイル形式が正しくありません。アップロード可能な形

式は JPEG/PDF/PNG です。」 

と表示されます。 

指定の形式でファイルをアップロードしなおしてください。 

 

 

 

 

 

 

 



 

562 

4-1 利用申請を行う 

ファイルサイズが上限を超えている場合 

「選択したファイルサイズが最大値を超えています。○○

MB 以下のファイルを選択してください。」 

と表示されます。 

ファイルサイズは 20MB、PDF のみ 15MB が上限です。 

ファイルを分割する、画像の解像度を落とすなどを行い、

ファイルサイズを規定の値に収めてください。 

 

ファイルサイズが下限を満たしていない場合 

「選択したファイルサイズが必要最小値を下回っています。

100KB 以上のファイルを選択してください。」 

と表示されます。 

ファイルサイズは１０0KB、PDF のみ０KB が下限です。 

アップロードした画像の画質が粗いなどの要因が考えられ

ます。再度撮影を行うか適したファイルサイズの添付書類

をアップロードしてください。 

 

画像サイズが基準を満たしていない場合 

「画素数が規定の範囲外です。アップロード可能な画素数

は縦 512～8,192 ピクセル×横 512～8,192 ピクセル

です。」  

と表示されます。 

添付画像のサイズを調整して、再度アップロードを行って

ください。 

 

────────────────────────────── 

  



 

563 

4-1 利用申請を行う 

 

添付書類が複数ファイルに分かれている場合は、同様の手順でアップ

ロードします。 

 

 

お手元のファイル名と異なるファイル名が表示されますが、

正常に添付書類のアップロードは行われています。 

 

 

PDF など JPG 以外のファイル形式の添付書類をアップロ

ードした場合にも、一律でファイル形式は JPG に変換が行

われます。 

 

 

PDF が複数ページある場合、ページごとに自動分割されて、フ

ァイルアップロードが行われます。 

 

────────────────────────────── 



 

564 

4-1 利用申請を行う 

 

「ファイルを選択」ボタンの下に JPG ファイルが表示されていることを

確認のうえ「登録」ボタンを押します。 

 

「閉じる」ボタンを押すとファイルの「登録」は行われません。ご

注意ください。 

 

────────────────────────────── 



 

565 

4-1 利用申請を行う 

 

正しく画像がアップロードされた場合は、ファイル名がアップロード画

面に表示されます。 

ファイル名を押すとアップロードした画像が表示されますので、正しい

ものであることを確認します。 

また、複数の添付書類のアップロードをしたい場合は、再度「アップロ

ード」ボタンを押し、同様の手順で添付書類の追加が可能です。 

 

────────────────────────────── 

  



 

566 

4-1 利用申請を行う 

●アップロードした画像を削除したい場合 

 

① 「この画像を削除」ボタン 

削除したい場合は「この画像を削除」ボタンを押します。 

 

② 「〈 〉」ボタン 

画像が複数登録されている場合、「〈 〉」ボタンを押すと、次に登録

されている画像を表示することができます。 

 

────────────────────────────── 



 

567 

4-1 利用申請を行う 

 

削除した画像は、ファイル名の頭に「削除済み画像」として「   」が表

示されます。 

 

────────────────────────────── 

  



 

568 

4-1 利用申請を行う 

●「削除」の操作を取り消したい場合 

 

「削除を取り消し」ボタンを押すと、「削除済み」と表示された画像はふ

たたび有効な状態になります。 

 

────────────────────────────── 



 

569 

4-1 利用申請を行う 

 

画像から「削除済み」の表示が外れると、削除の取り消しが行われてい

る状態です。「閉じる」ボタンを押します。 

 

────────────────────────────── 

  



 

570 

4-1 利用申請を行う 

●アップロードした画像を全て削除したい場合 

 

アップロードした複数の画像をすべて削除したい場合は、「すべての画

像を削除」ボタンを押します。 

 

────────────────────────────── 

 

すべての画像を削除してよい場合は、「OK」ボタンを押します。 

 

────────────────────────────── 

 

① 「次へ」ボタン 

全ての添付書類のアップロードが完了したら、「次へ」ボタンを押し

ます。 

② 「戻る」ボタン 

「戻る」ボタンを押すと、前のページに戻ります。 

 



 

571 

4-1 利用申請を行う 

 

この画面で「戻る」ボタンを押すと、利用申請入力画面で

入力したお客様設定パスワード、お客様設定パスワード

（確認）の内容がクリアされますので、ご注意ください。 

 

────────────────────────────── 

  



 

572 

4-1 利用申請を行う 

5．入力内容を確認・申請する 

 



 

573 

4-1 利用申請を行う 

 

入力した申請情報が表示されますので内容を確認します。 

 

────────────────────────────── 

  



 

574 

4-1 利用申請を行う 

 

入力内容を確認し、修正が必要な場合には、「修正する」ボタンを押し

ます。利用申請入力画面に遷移します。 

＞3.利用申請情報を入力する へ 

 

 

────────────────────────────── 

  

 

「修正する」ボタンを押すと利用申請入力画面で入力したお客

様設定パスワード、お客様設定パスワード（確認）の内容がクリ

アされますので、利用申請入力画面にて再入力してください。 



 

575 

4-1 利用申請を行う 

 

添付書類のサムネイルが表示されますので内容を確認します。 

 

──────────────────────────────  

  



 

576 

4-1 利用申請を行う 

 

添付書類を確認し、修正が必要な場合には、「修正する」ボタンを押し

ます。添付書類アップロード画面に遷移します。 

＞4.添付書類をアップロードする へ 

 

────────────────────────────── 

 

① 「送信」ボタン 

 申請情報と添付書類を確認して問題ない場合は、「送信」ボタンを

押します。 

 

② 「戻る」ボタン 

「戻る」ボタンを押すと、前のページに戻ります。 

 

────────────────────────────── 

  



 

577 

4-1 利用申請を行う 

 

表示された内容を確認の上、「OK」ボタンを押します。 

 

────────────────────────────── 

 

申請の送信が完了すると利用申請完了画面に遷移します。 

 

 

読み込み中の画面が表示されているときは、ブラウザー上で、更

新、戻る、進むにあたる操作を行わないでください。 



 

578 

4-1 利用申請を行う 

6．申請後の確認をする 

 

提出先支部と申請受付番号を確認します。お問い合わせの際には申請

受付番号が必要となりますので、必ず控えるかプリントアウトのうえ、

大切に保管してください。「トップページへ」ボタンを押すと、トップペ

ージに戻ります。 

  



 

579 

4-1 利用申請を行う 

 

提出先支部は、利用申請入力画面の「事務所（勤務先事業

所）住所」に入力した都道府県をもとに自動的に設定され

ます。 

────────────────────────────── 



 

580 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4‐2 

 

ログインする 

 

 

 

 

本項では社会保険労務士が ID・パスワードを使用しログインする場合

の操作概要について説明します。 



 

581 

4-2 ログインする 

1．社会保険労務士によるログイン 

 

既にアカウント発行済みの社会保険労務士の方は「既にＩＤ、パスワード

をお持ちの方」ボタンを押します。 

「既にＩＤ、パスワードをお持ちの方」ボタンを押すと、ログイン画面が表

示されます。 

※初めて電子申請サービスを利用する社会保険労務士の方は、はじめ

に利用申請が必要です。 

＞4-1 利用申請を行う へ 

 

────────────────────────────── 

 



 

582 

4-2 ログインする 

 

ユーザーID を入力します。 

 

────────────────────────────── 

 

協会発行パスワードを入力します。 

 

────────────────────────────── 

  



 

583 

4-2 ログインする 

 

お客様設定パスワードを入力します。 

 

────────────────────────────── 

  



 

584 

4-2 ログインする 

 

① 「ログイン」ボタン 

お客様設定パスワード入力後「ログイン」ボタンを押します。 

＞2-1 電子申請サービスへのアクセスから申請書を選択するまで 

3.申請の開始 へ 

 

「ログイン」ボタンを押した際に、「既にログイン状態となってい

ます。使用中のブラウザーを閉じて、再度お試しください。」と

いうエラーメッセージが表示された場合、使用中のブラウザー

を閉じてから再度ログインしてください。 

 

 

 

ロックがかかった社会保険労務士ユーザーのアカウントでロ

グインを試みた場合や規定回数パスワードを誤りアカウント

がロックされた場合は、ログインができません。 

 

ロックを解除する場合は、利用申請提出先の全国健康保

険協会支部にお問い合わせください。 



 

585 

4-2 ログインする 

② 「トップページへ」ボタン 

「トップページへ」ボタンを押すと、トップページに戻ります。 

 

 

この画面で「トップページへ」ボタンを押すと、内容がクリアさ

れますので、ご注意ください。 

 

────────────────────────────── 

  



 

586 

4-2 ログインする 

●ログアウトする場合 

 

画面右上の三本線を押し、ハンバーガーメニューを表示します。 

 

────────────────────────────── 

  



 

587 

4-2 ログインする 

 

「ログアウト」ボタンを押します。 

「ログアウト」ボタンを押すと、ユーザーログアウト画面が表示されま

す。 

 

 

申請の入力操作中などに「ログアウト」ボタンを押すと、入力中

の内容がクリアされますので、ご注意ください。 

 



 

588 

4-2 ログインする 

 

ハンバーガーメニューからログアウトせずにブラウザーを閉じ

て申請を終了した場合も、次回、申請を行う際は再度ログイン

が必要になります。 

 

────────────────────────────── 

 

① 「トップページへ」ボタン 

「トップページへ」ボタンを押すと、トップページに戻ります。 

 

開いているブラウザーを閉じ、作業を終了します。 

 

────────────────────────────── 



 

589 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4‐3 

 

パスワードを変更する 

 

 

 

 

本項では社会保険労務士のお客様設定パスワードを変更する場合の

操作概要について説明します。 



 

590 

4-3 パスワードを変更する 

1．パスワードを変更する 

 

メニュー画面の右上の三本線を押し、ハンバーガーメニューを表示しま

す。 

 

────────────────────────────── 



 

591 

4-3 パスワードを変更する 

 

「パスワード変更」ボタンを押します。 

「パスワード変更」ボタンを押すと、パスワード変更画面が表示されま

す。 

※「パスワード変更」ボタンは、メニュー画面でのみ表示されます。 

 

────────────────────────────── 



 

592 

4-3 パスワードを変更する 

 

協会発行パスワードを入力します。 

 

────────────────────────────── 

  



 

593 

4-3 パスワードを変更する 

 

現在のお客様設定パスワードを入力します。 

 

────────────────────────────── 

 

新しく設定するお客様設定パスワードを入力します。 

 

────────────────────────────── 

  



 

594 

4-3 パスワードを変更する 

 

確認のため、新しく設定するお客様設定パスワードを再度入力します。 

 

────────────────────────────── 

 

① 「変更」ボタン 

入力内容を確認し、問題がない場合は「変更」ボタンを押します。 

② 「メニューへ」ボタン 

「メニューへ」ボタンを押すと、メニュー画面に戻ります。 

 

 

この画面で「メニューへ」ボタンを押すと、内容がクリアされま

すので、ご注意ください。 

 

────────────────────────────── 



 

595 

4-3 パスワードを変更する 

 

パスワード変更が成功すると、パスワード変更完了画面が表示されま

す。 

① 「メニューへ」ボタン 

「メニューへ」ボタンを押すと、メニュー画面に戻ります。 

 

────────────────────────────── 

 


